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はじめに 

 

私たちの暮らしを取り巻く環境は、少子高齢化の急速な進

行や核家族化、デジタル化の進展に伴うライフスタイルの変

化など、大きな転換期を迎えています。こうした社会構造の

変化は、私たちの生活を豊かに、そして便利にする一方で、

地域における人間関係の希薄化につながるという側面も指摘

されています。 

このような状況を踏まえ、「つながり、ささえあい、安心し

て健康に暮らせるまち みずほ 〜すべての人がつながる福祉

社会をめざして〜」を基本理念とする「瑞穂町第５次地域保健

福祉計画」を策定しました。 

この理念には、子どもから高齢者まで、障がいの有無などにかかわらず、一人ひとりが

地域社会の大切な構成員として尊重され、役割を持ち、健やかで、そして心豊かに自分

らしく暮らし続けられる「地域共生社会」を実現したいという、私たちの思いが込めら

れています。ここで言う「ささえあい」とは、一方的に支援する、されるという関係では

なく、誰もが時にはささえ、時にはささえられる、「お互い様」の精神に基づくものでも

あります。 

この「地域共生社会」の実現には、行政サービスを充実させる「公助」はもとより、自

身の健康づくりや介護予防に努める「自助」、そして、ご近所での挨拶や声かけ、困って

いる方へのちょっとした手助け、ボランティア活動といった「互助・共助」の連携が不可

欠です。 

本計画を推進し目標を達成するためには、庁内関係部局、多様な関係機関、そして住民

の方々が協働していくことが不可欠です。 

今後も住民及び関係機関等による地域共生社会の実現を目指し、各種施策を推進して

まいりますので、皆様方のより一層のご理解ご協力をお願い申し上げます。 

最後になりましたが、計画の策定に当たり、地域保健福祉審議会委員及び専門分科会

委員の皆様、関係機関の皆様、そして住民アンケート調査等で貴重なご意見をお寄せく

ださいました住民の皆様に、心より厚く御礼を申し上げます。 

 

令和８年３月  

 

 

 

 

 

 

 

  

瑞穂町長 
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第１章 計画の策定にあたって 

１ 計画策定の背景 

（１）国の動向 

国は、平成12年の社会福祉法改正により地域福祉計画の策定を規定し、災害時要援護

者支援や生活困窮者支援などを地域福祉計画に盛り込むよう、厚生労働省通知で指示し

てきました。平成27年には「新たな時代に対応した福祉の提供ビジョン」により、分野

別支援から全世代・全対象型の地域包括支援体制への転換が提唱され、「我が事・丸ごと」

の「地域共生社会」の実現が政策の柱となりました。さらに、平成29年には社会福祉法

が一部改正されて地域福祉計画の策定が努力義務化され、地域福祉計画策定ガイドライ

ンが示されました。 

令和3年度以降は、保健師のICT活用や人材育成、災害時健康危機管理支援チーム

（DHEAT）の整備、地域包括ケアの深化など、より実践的な施策が展開されています。

また、２１世紀における国民健康づくり運動（以下「健康日本21」という。）の推進を通

じて、生活習慣病予防や健康寿命の延伸にも注力しています。これらの取組は、地域に

おける多様な支援ニーズに対応し、誰もが安心して暮らせる共生社会の実現を目指すも

のです。 

 

（２）東京都の動向 

東京都では、平成18年に「福祉健康都市東京ビジョン」を策定し、区市町村や民間団

体との連携を通じて地域福祉の方向性を示してきました。平成30年度から令和2年度ま

での「東京都地域福祉支援計画」では、包括的な相談支援体制の構築や居場所づくり、生

活困窮者支援、福祉人材の育成など、分野横断的な施策が展開されました。 

令和3年度以降は、第二期地域福祉支援計画（令和3～8年度）に基づき、複雑化する

支援ニーズへの包括的対応や多様な主体の連携強化、地域共生社会の実現に向けた取組

が進められています。また、「東京の福祉保健2025」では、高齢者、障害者、子ども・

子育て、生活困窮者などへの支援を整理し、デジタル技術の活用や地域包括ケアの推進

を重点施策として位置づけています。これにより、都民が安心して暮らせる地域づくり

が進められています。 

 

（３）瑞穂町の動向 

瑞穂町では、平成12年の社会福祉法の改正を受け、平成18年に第１次計画としての

「瑞穂町地域保健福祉計画」を策定し、平成23年には「瑞穂町第２次地域保健福祉計画」

を策定し、第１次計画の見直しと施策の更なる推進をはかりました。 

その後、平成28年策定の「第４次瑞穂町長期総合計画後期基本計画」のもと、平成26

年に策定された「瑞穂町協働宣言」の内容を盛り込み、平成28年に自助、互助・共助、

公助の観点から計画全体を見直し、地域保健福祉のさらなる充実をはかり、住民と行政

との協働による、基本理念の実現をめざした「瑞穂町第３次地域保健福祉計画」を策定

しました。 
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本計画では、「第５次瑞穂町長期総合計画」の内容をふまえた上で、「誰一人取り残

さない」を理念とした国際的な動き、平成29年の社会福祉法の改正や令和５年の認知

症基本法の成立など、国や東京都の地域共生社会の実現に向けたこれまでの施策をも

とに、計画全体を見直し策定しています。 

 

【地域保健福祉に関する国・都・町の動向】 
 

平成 12年 

社会福祉法改正【国】 

 新たに第107条に地域福祉推進に関する事項を定める市町村地域福祉計画を策定する等の規

定が定められた。 

平成 13年 

瑞穂町 第３次長期総合計画策定【町】 

 町の地域資源である「人」と「自然」を活かしたまちづくりをすすめ、住民だれでもがいきいき

と安心して生涯を過ごせる快適なまちをめざし、策定した。 

平成 18年 

自殺対策基本法施行【国】 

 年間の自殺者が3万人を超えていた日本の状況に対処するため、誰もが自殺に追い込まれるこ

とのない社会の実現をめざし、制定された。 

福祉健康都市東京ビジョン【都】 

 「福祉改革」「医療改革」を更に推進していくための、福祉と保健医療の両分野を貫く、初めて

の基本方針であり、分野別計画の策定、推進の基本となる。確かな「安心」を次世代に引き継ぐ

ために、このビジョンに基づき、大都市東京にふさわしい福祉・保健・医療サービスの一層の

充実をめざすと示された。 

瑞穂町 地域保健福祉計画策定【町】 

 平成17年に設置した「瑞穂町地域保健福祉審議会」の答申を受け、「長期総合計画」を基に「高

齢者保健福祉計画・介護保険事業計画」等との整合性をはかり、審議会の答申を最大限に尊重

し策定した。 

平成 19年 

厚生労働省通知 要援護者の支援方策について市町村地域福祉計画に盛り込む事項【国】 

 日頃から要援護者の情報を適切に把握し、民生委員児童委員等の関係機関等との間で共有をは

かることが、要援護者が安心して地域での生活を送ることができることにつながるものである

ことから、全ての市町村においては、この要援護者支援方策を踏まえた市町村地域福祉計画の

策定が求められている。 

平成 22年 

厚生労働省通知 市町村地域福祉計画及び都道府県地域福祉支援計画の策定及び見直し等につい

て【国】 

 高齢者等の孤立の防止や所在不明問題を踏まえた対応に当たり有効な計画内容となっているか

等について点検し、必要に応じて計画の見直しを行う等の対策を講じるよう支援し、働きかけ

について依頼があった。 

平成 23年 

瑞穂町 第４次長期総合計画策定【町】 

 計画の推進にあたっての基本理念を「自立と協働」とした。 

瑞穂町 第２次地域保健福祉計画策定【町】 

 「第４次長期総合計画」や関連計画との整合性をはかりながら、更なる地域福祉の推進につな

がるよう策定した。 
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平成 26年 

厚生労働省通知 市町村地域福祉計画及び都道府県地域福祉支援計画の策定について【国】 

 「生活困窮者自立支援方策について市町村地域福祉計画及び都道府県地域福祉支援計

画に盛り込む事項」が定められた。 

瑞穂町協働宣言策定【町】 

 町に関わる多くの方が、世代や立場の壁を越えて協力し合う「自立と協働」のまちづくりを実現

していくための、ひとつの道しるべとすることを宣言した。 

平成 27年 

生活困窮者自立支援法施行【国】 

 生活困窮者が「最後のセーフティネット」である生活保護受給に至る前に、予防的に「第２のセ

ーフティネット」として支援制度が設置されることとなり、生活保護法の改正とあわせて「生活

困窮者自立支援法」が制定され４月１日に施行された。 

厚生労働省 「新たな時代に対応した福祉の提供ビジョン」公表【国】 

 従来の高齢者・障がい者・子どもといった分野別の社会福祉サービスから、互助・共助の取組を

育みつつ、多様なニーズをすくい取る「全世代・全対象型地域包括支援体制」が必要であるとの

観点を打ち出された。 

「ニッポン一億総活躍プラン」を閣議決定【国】 

 少子高齢化の構造的な問題を解決し、更なる成長を続けられる社会をめざし、半世紀後の未来に

おいても1億人の国民を維持し、国民それぞれが活躍している、社会の理想像を描いたビジョン。

一億総活躍社会を創っていくため、名目ＧＤＰ600兆円、希望出生率1.8、介護離職ゼロという

高い目標を設定し、この的に向けて「新・三本の矢」を放つと示された。 

「我が事・丸ごと」地域共生社会実現本部設置【国】 

 「地域共生社会」の実現を今後の福祉改革を貫く基本コンセプトに位置づけ、まずは平成29年

の介護保険法の改正、平成30年度・平成33年度の介護・障害 福祉の報酬改定、更には平成30

年度にも予定されている生活困窮者支援制度の見直しに向けて、部局横断的に幅広く検討を行う

ことが示された。 

地域における住民主体の課題解決力強化・相談支援体制の在り方に関する検討会（地域力強化検討

会）設置【国】 

 これまで、高齢者施策における「地域包括ケアシステム」の構築、生活困窮者に対する「生活困

窮者自立支援制度」の創設など、各制度においても、支援の包括化や地域連携、ネットワークづ

くりを推進している。今後とも、地域包括ケアシステムなどを着実にすすめつつ、こうしたコン

セプトの適用を更に拡げ、多様なニーズをすくい取る「全世代・全対象型地域包括支援体制」を

構築していくことが示された。 

平成 28年 

成年後見利用制度利用促進法施行【国】 

 基本理念を定め、国の責務等を明らかにし、また、基本方針その他の基本となる事項並びに、成

年後見制度利用促進会議及び成年後見制度利用促進専門家会議を設置すること等により、成年後

見制度の利用の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進することが定められた。 

自殺対策基本法改正【国】 

 自殺対策を地域レベルで推進し、都道府県と市町村は自殺対策計画を策定することとした。 

再犯防止推進法施行【国】 

 犯罪や非行をした人の再犯防止を国と地方自治体の責務と明記した。地方自治体に対

しては国の計画に沿って、「地方再犯防止推進計画」を定めることを努力義務とした。

このほか国、自治体、民間団体の緊密な連携のほか、国民の理解と関心を深めるため

毎年７月を「再犯防止啓発月間」とすることも定められた。 
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平成 28年 

瑞穂町 第４次長期総合計画後期基本計画策定【町】 

 第４次瑞穂町長期総合計画基本構想に示した将来都市像の実現に向けた各種施策を体系化

し、長期総合計画後期基本計画として改訂した。 

瑞穂町 第３次地域保健福祉計画策定【町】 

 「瑞穂町協働宣言」の内容を盛り込み、自助、互助・共助、公助の観点からの計画を見直し、

策定した。 

平成 29年 

社会福祉法一部改正【国】 

 地域福祉計画の策定が努力義務化され、地域福祉計画策定ガイドラインが示された。 

「地域力強化検討会最終とりまとめ」公表【国】 

 地域共生社会の実現に向けた新しいステージへ 

 改正社会福祉法第106条の３に基づく指針の策定、地域福祉計画のガイドラインの改定、

更にはその後の「我が事・丸ごと」の地域づくりをすすめる。 

「再犯防止推進計画」閣議決定【国】 

 再犯防止推進法に基づき、７つの重点課題について、115の具体的施策を設定した。 

平成 30年 

厚生労働省通知 社会福祉法人の「地域における公益的な取組」の推進について【国】 

 改正社会福祉法において、社会福祉法人の公益性・非営利性をふまえ、法人の本旨から導かれ

る本来の役割を明確化するため、「地域における公益的な取組」の実施に関する責務規定が創

設された。社会福祉法人の地域社会への貢献として、各法人が創意工夫をこらした多様な「地

域における公益的な取組」を推進すると示した。 

東京都地域福祉支援計画策定【都】 

 東京における「地域共生社会」の実現を目的とし、策定された。 

令和元年 

東京都再犯防止推進計画策定【都】 

 犯罪をした者等であって、東京都に居住する又は居住する見込みのある者等が、地域社会の一

員として円滑に社会復帰することができるよう、民間支援機関等と連携し、必要な取組を推進

することで、都民が安全で安心して暮らせる社会づくりを行うことが示された。 

令和２年 

いのち支える瑞穂町自殺予防行動計画【町】 

 自殺対策を「生きることの包括的な支援」として、保健、医療、福祉、教育、労働その他の

関連施策との有機的な連携により進めていくため策定した。 

令和３年 

第二期東京都地域福祉支援計画（令和３年度～令和８年度）【都】 

 社会福祉法の改正、コロナ禍などの社会情勢の変化を反映し、地域共生社会実現のため、複

合的な地域生活課題に対して分野横断的な展開を加速することを目的としている。 

 令和５年度の中間見直しでは、【新たに盛り込む地域生活課題】として以下の４つが挙げら

れている。①複雑化・複合化した支援ニーズに対応する包括的な支援体制の構築（重層的支

援体制整備事業の推進）②孤独・孤立を防ぎ、つながり・支え合う居場所づくりの推進、③

災害に強い福祉の推進④デジタル技術の活用とデジタルデバイドの是正 

瑞穂町 第５次長期総合計画策定【町】 

 将来都市像を「すみたいまち つながるまち あたらしいまち ～"そうぞう"しよう みらいに

ずっとほこれるみずほ～」とした。 

瑞穂町 第４次地域保健福祉計画策定【町】 

 アンケート調査や統計データ、国の動向を含む瑞穂町を取り巻く状況をふまえ、５つの重点取

組（１ 地域福祉コーディネーターの配置、２ 重層的支援体制の整備、３ 多世代間交流事

業の拡大、４ 権利擁護の推進、５ 母と子の健康づくりの推進）と達成目標を設定した。 
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令和４年 

困難な問題を抱える女性への支援に関する法律（女性支援新法）【国】 

 売春防止法に基づく婦人保護事業から脱却し、DV・性被害・貧困など多様な困難に対

応する包括的支援法として新たに制定された。 

 令和6年4月の施行に伴い、女性相談支援センターの設置基準や女性自立支援施設の運

営基準、給付金制度などの詳細が政令・省令で定められた。また、国の基本方針に基づ

き、都道府県は基本計画等で施策の実施内容を定め、各自治体では支援調整会議の設

置や女性支援相談員の配置が努力義務となっている。 

令和５年 

認知症基本法【国】 

 認知症の人が尊厳を保持しつつ希望を持って暮らすことができるよう、７つの基本理念による８

つの基本的施策が定められている。国と地方公共団体は、この基本理念にのっとった認知症施策

を策定・実施する責務を有し、さらに都道府県や市町村ではそれぞれにおいて計画を策定する（努

力義務）とされている。 

 ８つの基本的施策（① 認知症の人に関する国民の理解の増進等、② 認知症の人の生活におけ

るバリアフリー化の推進、③ 認知症の人の社会参加の機会の確保等、④ 認知症の人の意思決

定の支援及び権利利益の保護、⑤ 保健医療サービス及び福祉サービスの提供体制の整備等、⑥ 

相談体制の整備等、⑦ 研究等の推進等、⑧ 認知症の予防等 

令和６年 

孤独・孤立対策推進法【国】 

 社会の変化により個人と社会のつながりが希薄になる中で、孤独や孤立が心身に悪影響を及ぼす

状況を踏まえ、国や地方公共団体が連携して総合的な対策を推進するための法律。 

 国・地方公共団体の責務、国民の理解・協力、関係者の連携・協力等を規定し、「孤独・孤立に

悩む人を誰ひとり取り残さない社会」、「相互に支え合い、人と人との「つながり」が生まれる

社会」を目指すとしている。 

令和７年 東京の福祉保健2025（令和７年度重点施策）【都】 

 

 東京都福祉局及び保健医療局が所管する施策のうち、令和７年度に重点的に取り組む事業を「子

供家庭分野」「高齢者分野」「障害者分野」「生活福祉分野」など、10の分野別に取りまとめた

もの。 

 「横断的取組」では、取組主体である自治体の役割と、福祉・保健・医療の各分野におけるDX

推進や防災対策という、階層の異なる２つの視点から施策を推進するとしている。 
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２ 地域保健福祉とは 

地域保健福祉とは地域の住民、住民組織と関係団体、行政等の関係者が協力して、誰もが

安心して自分らしく健やかに暮らすことのできる地域社会を実現していくことです。 

個人や世帯の抱える困りごと等の生活課題やそれぞれの地域の状況に応じた地域課題を住

民や関係者で受け止め、協力して地域で解決するのが地域福祉であり、生活課題や地域課題

と健康問題の関連性に着目し、これらを一体的に捉え、予防的な視点をもって心身の健康保

持、増進を推進することが地域保健です。 

住み慣れた地域で安全・安心に、自分らしく暮らしていけることは、地域住民全ての願い

であり、地域福祉はその願いの実現をめざすものです。そのため、既存の制度やサービスの

利用を推進するだけではなく、地域全体でささえあっていく関係や仕組みをつくっていくこ

とが重要となります。また、地域住民の誰もが、あらためて「地域のつながり」の重要性を

認識し、社会的孤立や孤独、貧困、要援護、虐待等、地域における様々な課題の解決や深刻

化を防ぐことが大切です。 

地域保健福祉では、住民の誰もがサービスの利用者にも提供者にもなりえます。個人や家

庭でできることは自分たちで取り組む【自助】、個人や家庭だけでは解決できないことを、近

隣住民や団体、組織、事業者などによって支援する【互助・共助】、公的な制度に基づくサー

ビスの提供等【公助】、といった様々な人や組織、行政が連携しながら、協働して地域保健福

祉を推進していくことが求められています。特に、【互助・共助】の取組を広げていくことが、

今後の地域保健福祉では重要となります。 

 

 

 

 

 

  

   

  
 

 

 

 

 

  

  

  

自助 

個人や家庭による

自助努力 

互助 

町内会・自治会、ボ

ランティア、NPO

など、地域の中の住

民同士の支え合い 

共助 

制度化された相互

扶助での助け合い 

公助 

保健・医療・福祉など

の公的な支援・サービ

ス 

住民の主体的な活動で対応できるもの 協働で取組むもの 行政施策として行うもの 
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３ 計画の位置付け 

この計画は、社会福祉法第107条に基づく、『市町村地域福祉計画』として策定したもので

す。 

国、東京都それぞれが策定した関連の計画や、町が策定した各種計画との整合、連携をは

かります。 

『第５次瑞穂町長期総合計画』を上位計画として、その理念や将来像、施策に掲げる目標

をふまえています。同時に、関連する各種保健福祉計画（『瑞穂町障害者計画・障害福祉計画・

障害児福祉計画』『瑞穂町高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画』『瑞穂町子ども計画』）の

上位計画として位置づけられ、各種保健福祉計画を横断的に連携して推進する役割を担って

います。 

また、住民活動計画として社会福祉協議会が策定する『地域福祉活動計画』とも町がめざ

す地域共生社会の姿を共有しながら、相互連携をはかります。 

更に、成年後見制度の利用の促進に関する法律第14条第１項に基づく『成年後見制度利用

促進基本計画』、再犯の防止等の推進に関する法律第８条第１項に基づく『再犯防止推進計画』、

健康増進法第８条第２項に基づく『健康増進計画』の内容も含みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

その他関連計画 
 

・教育 ・住宅 ・交通 

・情報 ・環境 

など 

瑞
穂
町
社
会
福
祉
協
議
会 

瑞
穂
町
地
域
福
祉
活
動
計
画 

連   携 

連 携 

第５次瑞穂町長期総合計画 

瑞穂町第５次地域保健福祉計画（本計画） 

(成年後見制度利用促進基本計画・ 

再犯防止推進計画・健康増進計画） 

瑞穂町子ども計画 

瑞穂町第９期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画 

瑞穂町障害者計画・第７期障害福祉計画・第３期障害児福祉計画 
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４ ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）との関連 

2015年９月の国連サミットで採択された「ＳＤＧｓ（Sustainable Development Goals 

の略）：持続可能な開発目標」とは、「誰一人取り残さない」持続可能で多様性と包摂性のあ

る社会の実現に向けた、2030年までの国際目標です。ＳＤＧｓに掲げられている17のゴー

ルを追求することは、町における諸課題の解決に貢献し、本計画の施策の推進につながると

考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）本計画と特に関連があるゴール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

目標 １ ［貧困］ 
あらゆる場所あらゆる形態の貧困を終わらせる 

 

目標 ２ ［飢餓］ 
飢餓を終わらせ、食料安全保障及び栄養の改善を実現し、持続可能

な農業を促進する 

 

目標 ３ ［保健］ 
あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を促進

する 

 

目標 ４ ［教育］ 
すべての人に包摂的かつ公正な質の高い教育を確保し、生涯学習の

機会を促進する 

 

目標 ８ ［経済成長と雇用］ 
包摂的かつ持続可能な経済成長及びすべての人々の完全かつ生産的

な雇用と働きがいのある人間らしい雇用（ディーセント・ワーク）を

促進する 
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（出典）外務省国際協力局「持続可能な開発目標（SDGｓ）と日本の取組」 

  

 

目標 10 ［不平等］ 

国内及び各国家間の不平等を是正する 

 

目標 11 ［持続可能な都市］ 

包摂的で安全かつ強靭（レジリエント）で持続可能な都市及び人間

居住を実現する 

 

目標 12 ［つくる責任 つかう責任］ 

持続可能な消費と生産のパターンを確保する 

 

目標 16 ［平和］ 

持続可能な開発のための平和で包摂的な社会を促進し、すべての

人々に司法へのアクセスを提供し、あらゆるレベルにおいて効果的

で説明責任のある包摂的な制度を構築する 

 

目標 17 ［実施手段］ 

持続可能な開発のための実施手段を強化し、グローバル・パートナ

ーシップを活性化する 
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５ 計画の期間 

この計画の期間は令和８年度から令和 12 年度までの５年間とします。ただし、社会状況の

変化や関連制度・法令の改正、施策の進捗状況等をふまえ、必要に応じて見直しを行います。 

 
【地域保健福祉計画の期間】 

 平成18年度～ 
平成22年度 
（2006～2010） 

平成23年度～ 
平成27年度 
（2011～2015） 

平成28年度～ 
令和２年度 
（2016～2020） 

令和３年度～ 
令和７年度 
（2021～2025） 

令和８年度～ 
令和12年度 
（2026～2030） 

地域保健福祉計画 
 

   
 

第２次地域保健福祉計画  
 

  
 

第３次地域保健福祉計画   
 

 
 

第４次地域保健福祉計画    
  

第５次地域保健福祉計画     
 

 

６ 計画の構成 
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４ 第５次計画での重点的な取組 

５ 第５次地域保健福祉計画施策の体系 
 

第５章  施策の展開  
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基本目標２ 地域福祉をすすめるための 

体制づくり 

基本目標３ 誰もが安心して暮らせる 

環境づくり 
 

第６章  計画の推進  

１ 計画推進の仕組み 

２ 進捗状況の管理および公表 

３ 第５次計画における評価指標 
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第２章 瑞穂町の現状 

１ 地域福祉に係る状況  

（１）総人口の推移と推計 

町の人口は令和２年以降、緩やかな減少傾向を示しています。ここ数年間は32,000

人台で推移していましたが、令和７年には31,966人に減少しました。将来にかけて減少

傾向が続き、令和22年には29,151人になると推計されます。 

年齢３区分別人口でみると、高齢者人口（65歳以上）は増加傾向、年少人口（0～14

歳）と生産年齢人口（15～64歳）は減少傾向で、少子高齢化が続くと推計されます。 

①人口の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

②人口推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

※推計値は、小数点以下の端数処理により人口総数と高齢者人口（65 歳以上）、年少人口（0～14 歳）、生産年

齢人口（15～64 歳）の年齢３区分別人口の合計値が合わない場合がある。 
 

資料：令和３年～令和７年 10 月現在の住民基本台帳に基づきコーホート要因法で推計 

コーホート要因法とは、出生・死亡・移動の人口変動の要因別に設定した変化

率に基づいて、将来人口を推計する方法  

3,634 3,523 3,453 3,363 3,296 3,228 

19,570 19,355 19,254 19,174 19,160 19,095 

9,488 9,580 9,586 9,597 9,646 9,643 

32,692 32,458 32,293 32,134 32,102 31,966 

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

令和2年
（2020）

令和3年
（2021）

令和4年
（2022）

令和5年
（2023）

令和6年
（2024）

令和7年
（2025）

（人） 人口推移

年少人口（0～14歳） 生産年齢人口（15～64歳） 高齢者人口（65歳以上） 総人口

3,097 3,020 2,949 2,889 2,788 2,489 

19,060 19,005 18,931 18,813 18,716 
16,107 

9,668 9,668 9,672 9,710 9,740 
10,555 

31,825 31,693 31,552 31,412 31,244 
29,151 

0
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10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

令和８年
（2026）

令和９年
（2027）

令和10年
（2028）

令和11年
（2029）

令和12年
（2030）

令和22年
（2040）

（人） 人口推計

年少人口（0～14歳） 生産年齢人口（15～64歳） 高齢者人口（65歳以上） 総人口

資料：各年４月１日現在住民基本台帳 
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（２）年齢構成別人口構成 

人口構成を人口ピラミッドでみると、60歳代後半の“ポスト団塊の世代”や40歳代

後半から50歳代前半の“団塊ジュニア世代”が多くなっています。40歳代後半をピー

クに若年層になるほど人口規模は縮小しつつあります。 

 

年齢５歳階級別人口（左が男性、右が女性） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：令和７年（2025）年は４月１日現在住民基本台帳、令和 12 年（2030）以降は国立社会保障・

人口問題研究所のデータ（令和 5年 12 月公表）に基づく推計値 

 

  

（人） （人） 
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（３）出生数と出生率及び合計特殊出生率の推移 

①出生数と出生率 

出生数は、令和5年までは緩やかな減少傾向にありましたが、令和６年に156人とな

り、増加に転じました。出生率（人口千対比）も同様に、減少傾向から令和6年に4.2に

上昇しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：人口動態統計 
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令和5年

（2023）

令和6年

（2024）

（‰）（人） 出生数と出生率の推移

出生数 出生率（右軸）
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②合計特殊出生率 

合計特殊出生率をみると、近年では全国も都も減少傾向で推移しています。町におい

ても減少傾向にありますが、令和 3 年は 1.08 に上昇して都を上回りました。しかし、

令和 4 年以降は再び減少し、1.00 を下回っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：人口動態統計 

 

 

 

 

 

 

  

1.24 

1.08 

1.02 

1.09 

0.96 0.96 

0.99 

1.20 

1.15 
1.12 

1.08 

1.04 

0.99 

0.96 

1.42 

1.36 
1.33 

1.30 
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1.15 
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1.10

1.20

1.30

1.40

1.50

平成30年
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（2019）
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令和3年
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令和4年

（2022）

令和5年

（2023）

令和6年

（2024）

合計特殊出生率の推移

瑞穂町 東京都 全国
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（４）人口動態 

令和6年の町における人口動態をみると、自然動態は減少、社会動態は増加となってお

り、合計では109人減少しています。 

 

自然動態（令和６年）       単位：人   社会動態（令和６年）     単位：人 

資料：東京都の統計「人口の動き（令和６年中）」 

 

（５）世帯数の推移 

①世帯数の推移 

世帯数は、令和７年４月現在15,573世帯で、増加傾向を示しています。その一方で、

世帯当たり人員は減少しており、令和７年４月現在2.05人となり、核家族化による世帯

規模の縮小が顕著にみられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

出生数 死亡数 自然増減 
 

転入 転出 社会増減 

132 447 △315 
 

1,383 1,177 206 

資料：各年４月１日現在住民基本台帳 

 

 

14,920 
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（人）（世帯）
世帯数と世帯当たり人員の推移

世帯数 世帯当たり人員（右軸）
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②世帯構成 

一般世帯の構成をみると、核家族世帯が７割以上を占めますが、「夫婦のみ」世帯が

減少し、「夫婦と子ども」や「ひとり親と子ども」世帯の増加がみられます。また、「単

独世帯」の割合は、東京都全体と比較すると半分ほどになっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査 
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核家族世帯→ 
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（６）高齢者と高齢化率の推移と推計 

高齢者数、高齢化率ともに増加が続いており、令和12年には高齢化率が31.2%と推計

されています。 

前期・後期別に高齢者人口をみると、前期高齢者は減少傾向にあり、後期高齢者が増

加傾向にあります。ここから町における人口の高齢化が伺えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：令和５年〜令和７年は 10 月現在住民基本台帳、令和８年以降はコーホート変化率法による推

計（各年 10月）。コーホート変化率法とは、人口の動態から「変化率」を求め、それに基づ

き将来人口を推計する方法。 

 

 

  

4,439 4,187 4,073 3850 3759 3728 3748 3788

5,203 5,455 5,570 5818 5909 5944 5962 5952

9,642 9,642 9,643 9,668 9,668 9,672 9,710 9,740
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高齢者人口及び高齢化率の推移と推計
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後期高齢者

（75歳以上）

高齢化率（右軸）

推計値実績値
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（７）高齢者世帯の推移と推計 

①ひとり暮らし高齢者世帯数の推移と推計 

ひとり暮らし高齢者世帯数は核家族化と高齢化により、増加傾向にあり、令和12年に

は約3,000世帯になると推計されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：令和５〜令和７年は高齢者福祉課（各年６月現在）、令和８年以降は過去３年間の世帯数伸

び率の平均値から算出、令和 12 年のみトレンド推計 

 

②高齢者のみ世帯数（単身除く）の推移 

高齢者のみ世帯数（単身除く）も増加傾向にあり、令和12年には1,937世帯になると

推計されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：令和５〜令和７年は高齢者福祉課（各年６月現在）、令和８年以降は過去３年間の世帯数伸

び率の平均値から算出、令和 12 年のみトレンド推計  
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0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

令和５年
（2023）

令和６年
（2024）

令和７年
（2025）

令和８年
（2026）

令和９年
（2027）

令和10年
（2028）

令和11年
（2029）

令和12年
（2030）

（世帯） ひとり暮らし高齢者世帯の推移と推計

推計値 実績値 
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（８）要介護・要支援認定者数の推移と推計 

要介護・要支援認定者数は、増加傾向が続き、令和12年度には1,912人に達すると推

計されます。要介護認定率は令和７年度の17.1%から、令和12年度には19.6%に上昇

すると推計されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：令和５〜令和７年度は介護保険事業状況報告（各年９月末）、令和８年度以降は地域包括ケ

ア「見える化」システムによる推計 

地域包括ケア「見える化」システムとは、都道府県・市町村における介護保険事業(支援)計

画等の策定・実行を総合的に支援するための情報システム 
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（９）民生委員・児童委員の活動状況 

34人の民生委員・児童委員、2人の主任児童委員の36人が、それぞれの地域で身近な

相談相手として活躍しています。高齢者・障がい者・生活困窮者など、地域に関する様々

な相談に応じています。 

相談件数をみると、「生活費」「家族関係」「健康・保健医療」「介護保険」が比較的多く

相談されています。各年度とも相談が多岐にわたり分類できないため「その他」が最も

多くなっています。 

 

相談件数 

資料：福祉部福祉課 
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令和２年度 11 9 3 5 7 2 8 20 12 6 10 10 2 44 108 

令和３年度 14 8 10 2 4 3 3 18 19 23 13 7 8 64 156 

令和４年度 22 21 6 3 6 3 7 15 21 29 18 29 11 52 164 

令和５年度 16 18 8 4 0 3 17 15 36 9 39 25 8 73 171 

令和６年度 14 30 2 6 5 2 1 25 12 14 13 24 10 35 139 

（件） 

相談区分 

年度 



第２章 瑞穂町の現状 

25 

（10）障害者手帳等所持者数の推移 

障害者手帳、愛の手帳（療育手帳）等所持者数は、横ばいから微増傾向にあります。身

体障害者手帳所持者数、愛の手帳所持者数は微減・微増傾向を繰り返していますが、精

神障害者保健福祉手帳所持者は微増傾向を示しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：瑞穂町事務報告書（各年度末） 

 

（11）ボランティアの登録状況 

社会福祉協議会の「ボランティアセンターみずほ」に登録されているボランティアは

個人、団体ともに増加傾向にあります。 
 

年度 個人ボランティア数 団体ボランティア数 団体ボランティア人数 

令和２年度 823 人 33 団体 832 人 

令和３年度 889 人 35 団体 819 人 

令和４年度 1,081 人 35 団体 831 人 

令和５年度 975 人 33 団体 805 人 

令和６年度 1008 人 37 団体 850 人 

資料：ボランティアセンターみずほ 

 

  

最新から過去 5 年分 

1,010 1,017 1,015 1,012 991 

369 392 411 413 427 

329 342 375 396 448 

1,708 1,751 
1,801 1,821 

1,866 

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

令和2年
（2020）

令和3年
（2021）

令和4年
（2022）

令和5年
（2023）

令和6年
（2024）

（人）

障害者手帳等所持者数の推移

身体障害者手帳所持者 愛の手帳所持者 精神障害者保健福祉手帳所持者 合計
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（12）権利擁護センターみずほの利用状況 

権利擁護センターみずほとは、だれもが住み慣れた地域で、地域の人々とつながり、

ささえあいながら、尊厳をもってその人らしく生活を送ることができるよう適切な権利

擁護支援や成年後見制度を利用できる機関として開設しました。 

相談内容をみると「成年後見制度に係る利用相談(一般相談）」と「地域福祉権利擁護事

業に係る相談」が多くみられます。 

また、利用者の内訳をみると、対象者別では「高齢者」、男女別では「男」、年齢層別で

は「65 歳以上」が多くなっています。 
 

相談人数 

 

福
祉
サ
ー
ビ
ス
利
用
の
苦
情
相
談 

判
断
能
力
不
十
分
な
方
の
権
利
擁
護
相
談 

地
域
福
祉
権
利
擁
護
事
業
に
係
る
相
談 

成
年
後
見
制
度
に
係
る
利
用
相
談(

一
般
相
談
） 

司
法
書
士
に
よ
る
専
門
相
談
（後
見
・
苦
情
等
） 

福
祉
サ
ー
ビ
ス
利
用
に
関
す
る
専
門
的
な
相
談 

本
事
業
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ 

合
計 

令和２年度 1人 3人 19人 29人 11人 1人 10人 74人 

令和３年度 1人 2人 19人 29人 9人 0人 7人 67人 

令和４年度 ０人 2人 14人 23人 13人 2人 6人 60人 

令和５年度 1人 2人 11人 21人 9人 0人 7人 51人 

令和６年度 3人 7人 13人 25人 8人 0人 1人 57人 

資料：権利擁護センターみずほ 

 

 

 

 

  

 

相談区分 

年度 
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２ 保健福祉に係る状況 

（１）健康診査受診率の推移 

後期高齢者健康診査、特定健康診査の受診率を見ると、概ね横ばいの傾向がみられま

す。前者が 55%前後、後者が 47%前後で推移しています。 

特定保健指導は 16%前後で推移しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：福祉部健康課  

（%） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：【後期高齢者健康診査】 

（国）厚生労働省「全国高齢者医療主管課（部）長及び国民健康保険主管課（部）長並びに 

後期高齢者医療広域連合事務局長会議 資料」 

（都）東京都後期高齢者医療広域連合「事業概要」 

【特定健康診査・特定保健指導】 

（国・都）国保データベース（ＫＤＢ）システム「地域の全体像の把握」  

54.5 54.2 55.2
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（2024）

健康診査受診率の推移（瑞穂町）

後期高齢者健康診査 特定健康診査 特定保健指導

（%） 
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（２）予防接種率の推移 

予防接種率をみると、麻しん・風しん 1 期・２期ともに 85%以上で、1 期はほぼ 90%

台で推移しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：福祉部子ども家庭センター課 

 

（%） 

年度 麻しん・風しん１期 麻しん・風しん２期 

令和２年度（町） 109.9 90.9 

（国） 98.5 94.7 

（都） 99.1 94.0 

令和３年度（町） 100.6 88.5 

（国） 93.5 93.8 

（都） 93.9 93.2 

令和４年度（町） 85.6 90.6 

（国） 95.4 92.4 

（都） 97.5 92.0 

令和５年度（町） 99.2 88.0 

（国） 94.9 92.0 

（都） 96.4 91.7 

令和６年度（町） 92.8 92.4 

（国） 92.7 91.0 

（都） 94.3 90.8 

資料：厚生労働省「麻しん風しん予防接種の実施状況」 

  

109.9

100.6

85.6

99.2

92.8

90.9 88.5

90.6

88.0
92.4

0.0
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予防接種率の推移

麻しん・風しん１期 麻しん・風しん２期

（%） 
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（３）がん検診受診率の推移 

がん検診受診率の推移をみると、大腸がん検診が最も高い数値を示し、30%台で推移

しています。次いで、乳がん検診が 13〜14%台、子宮頸がん検診が 12〜13%台で推

移しています。 

胃がん検診と肺がん検診は 9〜11%台の受診率で推移しています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

資料：福祉部健康課 
 

（%） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

資料：（国）厚生労働省「地域保健・健康増進事業報告の状況 統計表」 

（都)東京都がん検診精度管理評価事業 

（参考）国の受診率の算定対象年齢は、40 歳から 69歳（「胃がん」は 50 歳から 69歳、「子宮頸がん」

は 20歳から 69 歳）となっている。 

都の受診率の算定対象年齢は、40歳以上（「胃がん」は 50 歳以上、「子宮頸がん」

は 20歳以上）となっている。 

町の受診率の算定対象年齢は、40歳以上（「子宮頸がん」は 20歳以上）としている。  

9.8
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令和3年
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令和4年

（2022）

令和5年

（2023）

令和6年

（2024）

がん検診受診率の推移（瑞穂町）

胃がん検診 肺がん検診 大腸がん検診

乳がん検診 子宮頸がん検診

（%） 

大腸がん検診 乳がん検診 

子宮頸がん検診 

胃がん検診 肺がん検診 

 年度 胃がん検診 肺がん検診 大腸がん検診 乳がん検診 子宮頸がん検診 

令和２年度（町） 9.8 8.8 30.2 13.4 13.0 

（国） 7.0 5.5 6.5 15.2 15.6 

（都） 11.3 11.7 21.6 20.8 20.3 

令和３年度（町） 10.1 10.5 30.0 13.0 12.2 

（国） 6.5 6.0 7.0 15.4 15.4 

（都） 11.4 12.7 22.3 20.9 21.0 

令和４年度（町） 11.0 10.6 29.5 14.5 12.9 

（国） 6.9 6.0 6.9 15.8 16.2 

（都） 13.7 8.8 13.7 27.5 25.6 

令和５年度（町） 10.1 10.1 28.0 14.7 12.8 

（国） 6.8 5.9 6.8 15.8 16.0 

（都） 13.6 8.8 13.4 27.0 25.3 

令和６年度（町） 9.8 11.3 30.2 14.3 12.9 
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３ 地域保健福祉計画調査概要 

調査の目的    瑞穂町第５次地域保健福祉計画の策定にあたり、これからの瑞穂町における 

だれもが暮らしやすい地域社会の実現のための方法を住民とともに考え、 

よりよい施策実施の参考とするため、調査を行いました。 

調査対象      瑞穂町在住の18歳以上の方  1,200人（無作為抽出） 

調査期間      令和６年（2024年）8月28日から9月20日まで 

調査方法      配布方法：郵送による配布 

回答方法：郵送又は専用のWebフォームによる回答 

回答結果      郵送回答401件、Web回答96件、合計497件（回答率41.4%） 

 

調査の分析結果を読む際の留意点は、次のとおりです。 

・調査結果の図表は、原則として回答者の構成比（百分率）で表現しています。 

・「n」は、「number of case」の略で、構成比算出の母数を示しています。 

・百分比による集計では、回答者数（該当質問においては該当者数）を100%として算出

し、本文及び図表の数字はすべて小数点第2位以下を四捨五入し、小数点第1位まで表記

します。このため、各項目の合計が100%にならないこと、複数項目の合算値が0.1%の

範囲で異なること、複数回答の設問では各項目の合計が100%を超えることがあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



第２章 瑞穂町の現状 

31 

（１）調査結果の概要 

 

①瑞穂町の暮らしやすさ 

暮らしやすいと思うまちの姿の重要度について、（「非常に重要である」が最も多い項

目は、『⑤災害の時に安心なまち』で 60.4%となっています。以下『①子どもがいきい

き育つまち』が 43.7%、『②高齢者が暮らしやすいまち』が 37.8%、『④困った時に助

け合えるまち』が 36.0%、『③障がいのある人が暮らしやすいまち』が 35.0%となって

います。 

「非常に重要である」と「重要である」を合わせると、いずれの項目も過半数を占め

ており、なかでも（『⑤災害の時に安心なまち』は 89.6%を占め、重要度が最も高くな

っています。 

前回調査との比較においても、（『⑤災害の時に安心なまち』の重要度が最も高いこと

がわかります。 

 

問２ あなたにとって暮らしやすいと思うまちの姿を重要度でお答えください。 

（それぞれ１つに○） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（　）内は前回調査の数値(n=192)

43.7

37.8

35.0

36.0

60.4

45.1

50.5

50.1

47.7

29.2

5.8

7.0

10.1

11.7

7.0

1.0

1.0

0.8

1.6

0.2

0.6

0.8

0.2

0.0

0.2

3.8

2.8

3.8

3.0

3.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①子どもがいきいき育つまち

②高齢者が暮らしやすいまち

③障がいのある人が暮らしやすいまち

④困ったときに助け合えるまち

⑤災害の時に安心なまち

（n=497）

非常に重要である 重要である

どちらともいえない あまり重要でない

重要でない 無回答

(59.9)                          (34.9)(3.6)(0.0)(0.5)(1.0)

(51.0)                         (41.7)   (4.7)(1.0)(0.5)(1.0)

(52.6)                        (39.1)     (5.7)(1.6)(0.0)(1.0)

(51.0)                        (40.1)     (5.2)(2.1)(0.5)(1.0)

(67.2)                    (29.7)(2.6)(0.0)(0.0)(0.5)
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②利用者本位の福祉を実現するために必要なこと(複数回答) 

利用者本位の福祉を実現するために必要なことは、（「福祉サービスについての情報の

提供体制を充実する」が 60.6%で最も多く、以下「専門的な相談が受けられるようにす

る」が 41.9%、「自分で人と契約することが難しい方への支援の仕組みを整える」が

40.6%、「福祉の制度や仕組みについて誰もが学ぶことのできる機会や場を提供する」が

28.2%などとなっています。 

 

問７ ほとんどの福祉サービスを利用者が選択（利用者自身が必要とする福祉サービス

を自ら選択）できるようになりましたが、あなたは、こうした利用者本位の福祉を実現す

るために、どのようなことが必要になると思いますか。（３つまでに○） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（　）内は前回調査の数値(n=192)

60.6

41.9

40.6

28.2

22.7

19.1

16.9

1.0

3.2

6.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

福祉サービスについての情報の提供体制を充実する

専門的な相談が受けられるようにする

自分で人と契約することが難しい方への支援の仕組みを整える

福祉の制度や仕組みについて誰もが学ぶことのできる機会や場を提供する

民間非営利組織（ＮＰＯ等）の活動やボランティア活動への支援を充実させる

福祉サービスについての苦情を適切に解決できるようにする

福祉サービスの内容を評価する仕組みをつくる

その他

特にない

無回答

（n=497）

(66.7)

(51.0)

(41.7)

(34.4)

(20.8)

(25.5)

(18.8)

(0.5)

(2.1)

(1.6)
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③近所づきあいの程度 

近所づきあいの程度は、（「必要に応じてしている程度」が 67.2%で最も多く、以下「ほ

とんどしていない」が 22.1%、「積極的にしている方だと思う」が 9.7%となっています。 

年齢でみると、いずれも「必要に応じてしている程度」が過半数を占めていますが、

30～59 歳の年齢層では「ほとんどしていない」が３割を超えています。 

家族構成でみると、単身世帯では「ほとんどしていない」が最も多く 50.0%となって

います。 

 

問１０ あなたの家と近所とのつきあいはどの程度ですか。（１つに○） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④地域の人達がお互いに支え合っていく上で大切なこと(複数回答) 

地域で支え合っていく上で大切なことは、（「隣近所の人達との普段からの付き合い」が

77.5%で最も多く、以下「ひとりで暮らしている高齢者の見守りの活動」が 47.3%、「地

域が行う防災活動等の日常的な協力活動」が 34.6%、「スポーツやレクリエーション活動

を通じた健康づくり」が 15.7%などとなっています。 

年齢でみると、いずれの年齢でも「隣近所の人達との普段からの付き合い」が最も多く

なっています。また、（「ひとりで暮らしている高齢者の見守りの活動」と（「地域が行う防

災活動等の日常的な協力活動」は年齢が高いほど多くなる傾向があり、特に 65～74 歳で

多くなっています。「障がいのある人との交流」は 60～64 歳で多く、「子どものしつけや

子育てについての協力・助言」は 50 歳未満の層で多くなっています。 

 

問１２ あなたは、地域の人達がお互いに支え合っていく上で大切なことは、どのような

ことだと思いますか。（３つまでに○） 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（　）内は前回調査の数値(n=192)

9.7 67.2 22.1 1.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

（n=497）

積極的にしている方だと思う 必要に応じてしている程度

ほとんどしていない 無回答

(12.0)                                (68.8)                                      (18.2)      (1.0)

（　）内は前回調査の数値(n=192)

77.5

47.3

34.6

15.7

8.9

8.2

3.0

5.6

3.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

隣近所の人達との普段からの付き合い

ひとりで暮らしている高齢者の見守りの活動

地域が行う防災活動等の日常的な協力活動

スポーツやレクリエーション活動を通じた健康づくり

障がいのある人との交流

子どものしつけや子育てについての協力・助言

その他

特にない

無回答

（n=497）

(79.2)

(58.9)

(33.3)

(15.1)

(19.8)

(18.8)

(1.0)

(3.6)

(0.0)
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⑤福祉ボランティア活動や助け合い活動の経験 

瑞穂町内における福祉ボランティア活動や助け合い活動は、（「活動したことがない」

が 82.3%で最も多く、以下「以前活動したことがある」が 10.9%、「現在活動している」

が 4.0%となっています。 

年齢でみると、年齢が高いほど「現在活動している」、「以前活動したことがある」が多

くなっています。30～59 歳の層では「現在活動している」との回答がありませんでした。 

 

問２０ あなたは主に瑞穂町において、福祉ボランティア活動や助け合い活動を行ったこ

とがありますか。（１つに○） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現在取り組んでいる福祉ボランティア活動や助け合い活動は、（「行事・レクリエーシ

ョン活動の支援」が 30.0%で最も多く、次いで「健康づくり活動の支援」が 20.0%と

なっています。 

なお、「その他」として、社協の活動や保護猫活動など、具体的な活動が挙げられてい

ます。 

 

問２０で「１．現在活動している」と回答された方 

問２０-1 あなたが現在取り組んでいる福祉ボランティア活動や助け合い活動の具体的

な内容は次のうちどれですか。（あてはまるものすべてに○） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（　）内は前回調査の数値(n=192)

4.0 10.9 82.3 2.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

（n=497）

現在活動している 以前活動したことがある 活動したことがない 無回答

(2.1) (10.9)                                        (86.5)                                  (0.5)

（　）内は前回調査の数値(n=4)

30.0

20.0

15.0

15.0

10.0

5.0

5.0

0.0

0.0

35.0

0.0

0% 20% 40% 60%

行事・レクリエーション活動の支援

健康づくり活動の支援

困りごとの相談や介助が必要な方の安否確認

福祉団体への物資・資金援助

子育て支援

コミュニケーション支援（手話・点訳等）

自立の支援（就労支援等）

介護・介助（家事援助・外出支援等）

教育・学習の支援

その他

無回答

（n=20）

(100.0) 

(0.0)

(0.0)

(0.0)

(0.0)

(0.0)

(0.0)

(0.0)

(0.0)

(0.0)

(0.0)
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⑥今後の福祉ボランティア活動や助け合い活動の参加希望 

瑞穂町内での福祉ボランティア活動や助け合い活動への活動意向は、「（あまり活動し

たいと思わない」が 39.0%で最も多く、以下「できれば活動したい」が 33.4%、「まっ

たく活動したいと思わない」が 6.8%、「ぜひ活動したい」が 2.8%となっています。 

年齢でみると、30～39 歳、60～64 歳では『活動したい』が『活動したいと思わな

い』を上回っていますが、その他の年齢層では『活動したいと思わない』の方が多くなっ

ています。 

居住地区でみると、いずれの地区においても『活動したいと思わない』が『活動した

い』を上回っており、長岡地区、元狭山地区では過半数を占めています。 

 

問２１ 今後、瑞穂町内で福祉ボランティア活動や助け合い活動を行いたいとお考えです

か。現在活動している場合もお答えください。（１つに○） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

福祉ボランティア活動や助け合い活動に参加したいと思わない理由は、（「体力的に自

信がないから」が 50.9%で最も多く、以下「仕事、家事や勉強で忙しく時間がないから」

が 48.2%、「どのような活動があるのか知らないから」が 22.4%、「団体内・地域での

人間関係がわずらわしいから」が 21.1%などとなっています。 

前回調査と比較すると「体力に自信がないから」が多くなっています。 
 

問２１で「３．あまり活動したいと思わない」「４．まったく活動したいと思わない」と回答された方

問２１-1 あなたが現在取り組んでいる福祉ボランティア活動や助け合い活動の具体的

な内容は次のうちどれですか。（あてはまるものすべてに○） 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（　）内は前回調査の数値(n=192)

2.8 33.4 39.0 6.8 11.5 6.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

（n=497）

ぜひ活動したい できれば活動したい

あまり活動したいと思わない まったく活動したいと思わない

その他 無回答

(1.0)          (44.3)                              (35.9)                 (8.3)    (7.3)    (3.1)

（　）内は前回調査の数値(n=85)

50.9

48.2

22.4

21.1

11.0

8.3

6.6

1.8

6.6

0.0

0% 20% 40% 60% 80%

体力的に自信がないから

仕事、家事や勉強で忙しく時間がないから

どのような活動があるのか知らないから

団体内・地域での人間関係がわずらわしいから

地域の問題は行政が直接対応するべきだから

活動自体に興味がなく、楽しくないから

活動に参加しても自分や自分の家族に利益がないから

地域のことに関心がないから

その他

無回答

（n=228）

(28.2)

(67.1)

(20.0)

(18.8)

(7.1)

(9.4)

(8.2)

(5.9)

(2.4)

(1.2)



第２章 瑞穂町の現状 

36 

⑦地域社会の問題に対して住民がお互いに協力するために必要なこと(複数回答) 

地域の問題に対して住民間の自主的な協力関係が必要だと思うかは、「必要だと思う」

が 55.3%で最も多く、以下「分からない」が 38.0%、「必要だと思わない」が 3.2%と

なっています。 

年齢でみると、60 歳以上の層では「必要だと思う」が６割を超えていますが、30～

39 歳では 32.3%にとどまっており、「わからない」が 54.8%を占めています。また、

60 歳未満の層では「わからない」が４割を超えています。「必要だと思わない」との回

答は、全体的に少ないものの、40 歳未満の層は他の年齢層より多くなっています。 

 

問１９ あなたは、地域社会での生活で起きる問題に対して、住民の間での自主的な協力関

係が必要だと思いますか。（１つに○） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域の問題に対して住民がお互いに協力するために必要なことは、（「自ら進んで日頃

から住民相互のつながりを持つように心がけること」が 47.6%で最も多く、以下「地域

の人が気楽に集まれる場所を作ること」が 32.0%、「地域の活動に積極的に参加するこ

と」が 30.2%、「町内会や自治会が中心となって住民相互の交流活動を積極的に進める

こと」が 27.3%などとなっています。 

 

問 19 で「１．必要だと思う」と回答された方 

問 19-1 地域社会の問題に対して住民がお互いに協力するためには、どんなことが必

要だと考えますか。（２つまでに○） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（　）内は前回調査の数値(n=192)

55.3 3.2 38.0 3.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

（n=497）

必要だと思う 必要だと思わない 分からない 無回答

(56.3)                       (5.7)               (37.0)              (1.0)
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⑧日頃、健康について注意していること(複数回答) 

健康面で気を付けていることは、「定期的に健康診断を受けている」が 43.3%で最も

多く、以下「規則正しい生活を心がける」が 42.3%、「過労に注意し、睡眠や休養を十

分にとる」が 39.0%、「栄養のバランス等、食生活に気を付ける」が 37.0%などとなっ

ています。 

年齢別でみると、40 歳未満の層では「過労に注意し、睡眠や休養を十分にとる」が最

も多く、「定期的に健康診断を受けている」、「規則正しい生活を心がける」は他の年齢層

より少なくなっています。 

性別でみると、女性では（「規則正しい生活を心がける」と（「栄養のバランス等、食生

活に気を付ける」が 43.8%で最も多くなっています。 

前回調査と比較すると「過労に注意し、睡眠や休養を十分にとる」が少なくなってい

ます。 

 

問２８ あなたは、日頃、健康についてどのようなことに気を付けていますか。（３つまでに○） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（　）内は前回調査の数値(n=192)

43.3

42.3

39.0

37.0

24.3

20.1

11.3

9.5

9.1

6.6

6.4

5.6

4.6

1.0

3.6

1.0

0% 20% 40% 60% 80%

定期的に健康診断を受けている

規則正しい生活を心がける

過労に注意し、睡眠や休養を十分にとる

栄養のバランス等、食生活に気を付ける

運動やスポーツ（体操や散歩を含む）をする

日常生活の中でできるだけ体を動かすようにする

気軽に相談できる、かかりつけ医を決めている

健康の記録（体重、体脂肪率、血圧値等）を付ける習慣がある

予防接種を受ける、食中毒に注意する等、感染予防対策を実行している

たばこを吸う量を控えている（吸わない）

アルコールの摂りすぎに注意している（飲まない）

健康づくりの情報や知識を増やすようにしている

定期的にがん検診を受けている

その他

特にない

無回答

（n=497）

(41.1)

(37.5)

(47.4)

(38.5)

(24.0)

(16.7)

(3.6)

(6.3)

(4.2)

(10.9)

(4.7)

(9.4)

(9.4)

(0.0)

(4.7)

(1.0)
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⑨悩みやストレスの相談相手(複数回答) 

悩みやストレスの相談状況は、（「家族に相談している」が 49.9%で最も多く、以下「友

人・知人に相談している」が 39.0%、「病院・診療所の医師に相談している」が 12.3%、

「職場の上司・同僚に相談している」が 11.5%などとなっています。 

一方、（「相談する必要はないので誰にも相談していない」が 16.9%、「相談したいが

どこに相談したらよいか分からない」が 3.8%、「相談したいが誰にも相談できないでい

る」が 3.0%となっています。 

年齢でみると、「家族に相談している」は 30～39 歳で特に多く、80.6%を占めてい

ます。また、「友人・知人に相談している」は年齢が低いほど多くなる傾向がみられます。

一方、65～74 歳では（「相談する必要はないので誰にも相談していない」が 21.7%で

他の年齢より多く、「無回答」を合わせると 75 歳以上とともに３割を超えています。 

前回調査と比較すると「相談する必要はないので誰にも相談していない」が多くなっ

ています。 

 

問５２ 悩みやストレスをどのように相談していますか。（５つまでに○） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 （　）内は前回調査の数値(n=192)

49.9

39.0

12.3

11.5

5.8

1.6

1.0

1.0

1.0

3.0

3.8

16.9

8.2

0% 20% 40% 60% 80%

家族に相談している

友人・知人に相談している

病院・診療所の医師に相談している

職場の上司・同僚に相談している

公的な機関の相談窓口（電話等での相談を含む）を利用している

民間の機関の相談窓口（電話等での相談を含む）を利用している

テレビ、ラジオ、新聞、ホームページ等の相談コーナーを利用している

LINEやFacebookなど、SNSを活用した相談窓口を利用している

その他

相談したいが誰にも相談できないでいる

相談したいがどこに相談したらよいか分からない

相談する必要はないので誰にも相談していない

無回答

（n=497）

(55.7)

(54.7)

(7.8)

(16.1)

(3.6)

(0.5)

(0.0)

(選択肢なし)

(2.1)

(3.6)

(3.1)

(10.4)

(2.1)
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⑩保健や福祉情報の希望入手方法(複数回答) 

希望する保健や福祉に関する情報等の入手方法は、（「広報紙で」が 48.1%で最も多く、

以下「インターネットのホームページで」が 30.8%、「テレビ・ラジオ・新聞等で」が

21.7%、「町役場の職員を介して」が 19.3%などとなっています。 

年齢でみると、「広報紙で」、「自治会・町内会の回覧板等で」、「高齢者支援センターの

職員を介して」は、年齢が高いほど多くなる傾向がみられます。一方、「SNS で（X、

Instagram、LINE など）」は、年齢が低いほど多くなる傾向がみられます。また、「イン

ターネットのホームページで」は、40～49 歳と 60～64 歳で過半数を占めています。 

 

問５３ 保健や福祉に関する情報等を、どのような方法で入手したいと思いますか。 

（５つまでに○） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（　）内は前回調査の数値(n=192)

48.1

30.8

21.7

19.3

17.5

16.7

16.3

14.3

9.7

9.3

8.9

8.0

4.2

3.2

2.0

1.2

5.0

5.4

0% 20% 40% 60%

広報紙で

インターネットのホームページで

テレビ・ラジオ・新聞等で

町役場の職員を介して

知人・家族を介して

SNSで（X、Instagram、LINEなど）

自治会・町内会の回覧板等で

高齢者支援センターの職員を介して

保健所や保健センターの職員を介して

各種公共施設の掲示板等で

福祉事務所の職員を介して

医療機関の相談窓口で

民生委員・児童委員を介して

社会福祉協議会の窓口や掲示板等で

子ども家庭支援センターの職員を介して

その他

特にない

無回答

（n=497）

(55.2)

(47.9)

(20.8)

(23.4)

(12.0)

(選択肢なし)

(26.0)

(7.8)

(10.9)

(12.0)

(7.8)

(11.5)

(1.6)

(5.2)

(2.1)

(0.5)

(4.7)

(3.1)
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⑪地域で安心して生活していくために大切だと思う保健・福祉について(複数回答) 

地域で安心して生活していくために福祉・保健・医療に関して大切なことは、（「地域

医療（かかりつけ医、病院等）提供体制の充実」が 72.4%で最も多く、以下「福祉施策

（高齢者福祉、障がい者福祉、児童福祉等）の充実」が 46.1%、「健康管理（生活習慣

病、がん等）の相談窓口の充実」が 21.1%、「インターネットを活用した情報共有やつ

ながりのシステムづくり」が 14.7%などとなっています。 

年齢でみると、（「地域医療（かかりつけ医、病院等）提供体制の充実」は 40 歳以上

の層で７割を超えています。また、（「福祉施策（高齢者福祉、障がい者福祉、児童福祉

等）の充実」は 50 歳以上の層で過半数を占めています。 

性別による大きな差はみられません。 

前回調査と比較すると「地域医療提供体制の充実」が多くなっています。 

 

問５４ 地域で安心して生活していくために、福祉・保健・医療に関してどのようなことが

大切だと思いますか。（３つまでに○） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（　）内は前回調査の数値(n=192)

72.4

46.1

21.1

14.7

13.7

13.7

12.3

12.1

4.2

1.2

5.8

5.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

地域医療提供体制の充実

福祉施策の充実

健康管理の相談窓口の充実

インターネットを活用した情報共有やつながりのシステムづくり

感染症対策や食中毒対策等の健康管理

セーフティネットの仕組みの充実

地域の住民組織や民間非営利組織等による地域活動の充実

誰にでも優しいまちづくりの推進

ボランティア活動による助け合い

その他

分からない

無回答

（n=497）

(67.7)

(48.4)

(22.4)

(20.3)

(8.9)

(12.5)

(14.6)

(27.6)

(3.1)

(1.6)

(4.7)

(2.6)
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⑫地域福祉の推進において重要なことについて(複数回答) 

地域福祉を推進するために重要なことについて、『①自助』では、「地域のことに関心

を持つ」が 57.9%で最も多く、以下「できる範囲で地域に貢献する」が 44.3%、「福祉

に関する知識や技術を身につける」が 23.1%、「地域の人々と活発に交流する」が 22.3%

などとなっています。 

『②互助・共助』では、「より多くの人に地域や福祉に関する情報を広める」が 35.0%

で最も多く、以下「地域の人々の課題を共有する」が 34.0%、「地域で活動できる組織

体制を整備する」が 27.2%、「地域で活動する人材を育てる」が 25.2%などとなってい

ます。 

『③公助』では、「地域住民のニーズの把握を強化する」が 39.8%で最も多く、以下

「公的な福祉サービスの質の向上を図る」が 34.8%、「公的な福祉サービスの量の充実

を図る」が 33.6%、「都市基盤やサービス提供基盤の充実を図る」が 32.6%などとなっ

ています。 

 

問５７ 地域福祉を推進するためには、自助（一人ひとりの取組）、互助・共助（周囲や地

域のサポート）、公助（国や自治体等による公的な支援）の連携が重要です。あなたは地

域福祉を推進するため、どのようなことが重要だと考えますか。（○は①～③のそれぞれ

にいくつでも） 

 
①自助 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②互助・共助 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（　）内は前回調査の数値(n=192)

57.9

44.3

23.1

22.3

21.3

2.2

10.1

0% 20% 40% 60% 80%

地域のことに関心を持つ

できる範囲で地域に貢献する

福祉に関する知識や技術を身につける

地域の人々と活発に交流する

地域での活動に積極的に参加する

その他

無回答

（n=497）

(65.6)

(46.9)

(25.0)

(20.8)

(16.7)

(0.5)

(6.3)

（　）内は前回調査の数値(n=192)

35.0

34.0

27.2

25.2

19.7

19.3

2.2

14.5

0% 20% 40% 60%

より多くの人に地域や福祉に関する情報を広める

地域の人々の課題を共有する

地域で活動できる組織体制を整備する

地域で活動する人材を育てる

地域で活動する団体の間の連携を深める

個人と行政の間で双方の意向の調整を図る

その他

無回答

（n=497）

(41.7)

(34.4)

(24.0)

(25.0)

(19.8)

(20.3)

(1.6)

(8.9)
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③公助 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（　）内は前回調査の数値(n=192)

39.8

34.8

33.6

32.6

25.4

21.9

20.3

2.6

13.7

0% 20% 40% 60%

地域住民のニーズの把握を強化する

公的な福祉サービスの質の向上を図る

公的な福祉サービスの量の充実を図る

都市基盤やサービス提供基盤の充実を図る

地域福祉の取組に関する情報提供を強化する

地域で活動する団体や人材の育成、支援を図る

多様なネットワークを構築して地域ぐるみで福祉を推進する仕組みをつくる

その他

無回答

（n=497）

(49.5)

(38.0)

(32.8)

(37.5)

(30.7)

(29.7)

(29.2)

(1.6)

(7.3)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３章 第４次地域保健福祉計画の進捗

状況 
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第３章 第４次地域保健福祉計画の進捗状況 

１ つながり、ささえあう地域づくり 

（これらの施策は引き続き第５次地域保健福祉計画でも実施されます。第５章 施策の展開、基本目標１、基本施策

（１）、117ページを参照して下さい。） 

  

（１）地域での交流活動の推進 

①地域の子育てグループ

の支援 

子育てを通じて交流を深めた親同士が、その後も継続的な交流活動ができるようなグループづくり

と活動を支援します。 

令和７年度までの取組状況 今後の課題 

【子ども家庭センター課子ども家庭支援係】 

子育てグループに活動場所の提供、備品の貸

出しを行っています。また、子ども家庭支援

センターひばり館内でグループのチラシを

掲示し、継続的な交流活動ができるよう支援

を行いました。 

子育てグループの活発な活動につながるよ

う活動場所の提供、グループ活動の周知につ

いて継続的に支援を行う必要があります。 

【子育て応援課児童館係】 

児童館事業がきっかけとなり交流の深まっ

た子育てグループに対し、一般利用者に制限

を設けない範囲で幼児室の提供や、各グルー

プが作成したポスターを掲示するなど、子育

てグループの自主的な活動の支援を行いま

した。 

児童館事業に参加した保護者同士の交流が

活発となるよう、児童館事業の充実に引き続

き取り組みます。また、施設の使用状況によ

り子育てグループと調整をはかり、自主的な

グループ活動の支援を継続します。 

②地域における交流の

場づくりの推進 

地域における交流やつきあいを深め、高齢者等の孤立や所在不明児童等の防止のために、交流

できる場・機会の提供や支援活動を積極的に推進します。また、関係機関や団体等と連携・協働

しながら、地域の様々な課題の解決をはかり、地域におけるささえあい活動を支援します。このよ

うな活動を推進していくために、地域福祉コーディネーターの設置推進に向けて調査研究をすす

めます。 

令和７年度までの取組状況 今後の課題 

【福祉課福祉推進係】 

社会福祉協議会が実施している地域におけ

るささえあい活動に対し、事業費を一部助成

し、各活動への支援を行っています。 

地域福祉コーディネーター設置推進に向け、

近隣自治体へのヒアリング、先進自治体であ

る茨城県東海村へのヒアリングなどを実施

し、「瑞穂町重層的支援体制の整備事業実施

（準備）計画」を策定しました。 

地域つながり推進連絡会やささえあいフー

ドリレーなどの様々な事業へ参加し、関係団

体等と情報交換や課題の共有といった取組

を継続する必要があります。 

地域福祉コーディネーターの設置推進につ

いても、町関係各課・社会福祉協議会と連携

しながら取組を継続する必要があります。 

【協働推進課地域協働係】 

町内会・自治会等を側面から支援するため、

各種行事等に対し、地域づくり補助金を交付

し、地域コミュニティの活性化を図りまし

た。また、申請書の記入例や具体的な活用事

例を町ホームページに掲載し、申請者の利便

性向上を図りました。 

町内会・自治会役員の改選期に当たる年度に

は、補助金のマニュアルを更新し、全町内会・

自治会に配付しました。 

また、コロナ禍以降の町内会・自治会の新た

な活動の情報を取りまとめ、町内会連合会を

通して他の町内会・自治会に情報提供するこ

とで、地域コミュニティの増進をはかること

ができました。 

町内会・自治会の改選期には、地域づくり補

助金の申請方法に関する問い合わせが増え

るため、分かりやすいマニュアル作成の必要

があります。より多くの町内会・自治会に有

効活用してもらうため、継続して制度の広報

活動を行う必要があります。 

また、町内会・自治会が抱えている課題を解

決するためには、町内会連合会を中心に横

（各町内会・自治会又は各地区）の繋がりを

強化し、各町内会・自治会活動の情報共有な

ど、地域全体の活性化をはかる必要がありま

す。 
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（この施策は引き続き第５次地域保健福祉計画でも実施されます。第５章 施策の展開、基本目標１、基本施策（１）、

117ページを参照して下さい。） 

 

 

 

  

②地域における交流の

場づくりの推進 

【社会福祉協議会】 

地域におけるささえあいの活動支援として、

サロンの立上げ支援を行い、令和７年８月現

在で２９か所のサロンができています。子育

て世代、認知症を含む高齢者世代、全世代と

様々なサロンが自主運営され、誰もが気軽に

参加できる集いの場となっており、現在は地

域福祉コーディネーターが後方支援を行っ

ています。 

令和４年度から、ささえあいフードリレーを

開始し、実行委員会を組織し、年３回生活困

窮者向けの食品配布を継続的に行っていま

す。 

地域のつながりや顔の見える関係づくりの

ために、現在は地域つながり推進連絡会を開

催しており、今までの会議で上がった地域課

題を踏まえ、令和７年度から実際に各地区に

て地域でつながり運動を行う働きかけを行

っており、あいさつを通してつながりを作っ

ていく取組を行っていきます。 

生活支援コーディネーターとしては、令和４

年度から松山町をモデル地区に選定し、高齢

者向けのアンケート調査を行い、令和５年度

に地域懇談会を４回開催、住民主体の週１回

の集まりの場が立ち上り、買い物が困難な人

向けの移動スーパー誘致を行いました。 

サロン運営については、代表者の負担や高齢

化が課題であり、後方支援を継続していくこ

とが必要です。また、サロン数は増えていま

すが、誰もが気軽に立ち寄れる全世代型のサ

ロンが必要です。 

ささえあいフードリレーでは、食品を必要と

している方が増えていますが、食品の集まり

が少なくなり、本当に必要な人に届けるため

に、受付方法の検討が必要であり、実行委員

会にて検討していきます。 

地域つながり推進連絡会では、今まで課題抽

出をしてきており、令和７年度からは実際に

小地域での活動に結び付けていき、自主グル

ープの立ち上げ・後方支援を行う必要があり

ます。 

生活支援コーディネーターでは、令和６年度

末から富士山町でのアプローチが始まり、令

和７年度地域懇談会を重ね、地域課題を検討

し、新たな地域活動につなげていく取組が必

要です。 

③小地域区分(圏域)に基

づく地域福祉活動の推進 

それぞれの小地域区分の実情をふまえながら地域福祉の整備等を行っていきます。また地域ささ

えあい連絡協議会の開催等の地域福祉活動を推進するとともに、地域福祉の担い手となる人材

の発掘を積極的に行います。 

令和７年度までの取組状況 今後の課題 

【福祉課福祉推進係】 

社会福祉協議会が主催する地域つながり推

進連絡会に参加し、各地域で抱えている課題

等について、意見交換を行ました。回数を重

ねることで、地域で活動している方との関係

性を築き、また、地域課題の共有につながり

ました。 

地域課題への対応について、行政と地域が一

緒に考え取り組むため、意見交換の場を継続

して設けることが必要です。また、意見交換

だけでなく、具体的な活動へとつなげていく

ための支援について検討する必要がありま

す。 

【協働推進課地域協働係】 

町内の地区ごとに開催された地域つながり

推進連絡会で、各地域で抱えている課題、問

題等について、意見交換を行うことができま

した。当該協議会に参加することで、地域で

活動している方々と顔の見える関係性を築

くことができました。 

また、町内会・自治会等のイベントに、職員

地域情報コーディネーターとして多くの職

員が参加し、地域の方と情報共有等をするこ

とが出来ました。 

各地域での課題や問題は、多様化・深刻化し、

多岐に渡るような状況です。当該協議会だけ

では把握できない部分があるため、そのよう

な部分を補うため、更に、町内会・自治会等

との情報共有や職員地域情報コーディネー

ター活動を活発に行うことで、積極的に各地

域からの意見、要望等を聞き取り、把握して

いく必要があります。 
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（この施策は引き続き第５次地域保健福祉計画でも実施されます。第５章 施策の展開、基本目標１、基本施策（１）、

117ページを参照して下さい。） 

  

③小地域区分(圏域)に基

づく地域福祉活動の推進 

【社会福祉協議会】 

「地域ささえあい推進連絡協議会」を令和６

年度から「地域つながり推進連絡会」と改称

し、町内６地区で定期的に開催しており、令

和６年度までに各地区で出た地域課題や意

見をもとに、令和７年度から各地区での具体

的な取組を創出していきます。 

生活支援コーディネーターとして、地域に向

けてアンケート調査を行った上で、地域懇談

会を開催しました。そこで、立ち上った集い

の場については、今現在も地域の方が継続的

に運営しており、移動スーパーも地域の資源

として活用されて、生活支援コーディネータ

ーが後方支援をしています。 

「地域つながり推進連絡会」では、各地域で

取り組むつながり運動について説明をする

際に、いかに自分事として主体的にとらえて

もらえるかが大切であり、人の心を動かすプ

レゼンテーション・ファシリテーション力を

職員がつけ、その後の取組を住民とともに組

み立てる後方支援力が必要です。 

小地域での取組には、各地域での特徴がある

ため、地域アセスメントが重要であり、その

上で地域懇談会などで地域住民との対話を

継続的に行うことが必要です。 
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（これらの施策は引き続き第５次地域保健福祉計画でも実施されます。第５章 施策の展開、基本目

標１、基本施策（２）、117ページを参照して下さい。） 

  

（２）地域情報の発信 

①福祉情報の提供・広報

活動の充実 

必要なときに、必要な人に、必要な内容が提供されるよう、わかりやすい表現による福祉情報の

充実につとめます。更に広報みずほ等の従来の周知方法に加え、ＩＣＴツールの進歩やそのツー

ルを使える人の増加といった今後の状況も見据え、情報の発信方法や情報伝達の充実について

研究します。また成年後見制度利用促進地域連携ネットワークづくりの一環として、広報機能の整

備についても推進します。 

令和７年度までの取組状況 今後の課題 

【福祉課福祉推進係】 

広報やホームページ、メール配信等を活用

し、継続的に情報の提供を行いました。 

東京都が行っている事業の広報への掲載や

権利擁護センターみずほが開催する講座を

町ホームページで周知するなど、必要な人へ

情報が伝わるよう取り組みました。 

媒体の特性に応じて掲載内容や掲載のタイ

ミングを考慮するなどの、多くの住民に伝わ

るための周知方法を研究する必要がありま

す。 

【社会福祉協議会】 

社協だより及びボランティア通信を、２色刷

りから全ページカラー印刷に変更及び新聞

折込から全戸配布に変更しました。写真やイ

ラストを活用し、見やすくわかりやすい紙面

づ く り に 努 め ま し た 。 ま た 、 SNS で

Facebookに続き、Instagramを開始し幅広

い世代への情報発信に努めました。 

権利擁護支援に関する情報、成年後見制度の

周知を広報みずほや社協だより、ホームペー

ジ、Facebook・Instagramを活用し、成年

後見制度利用促進地域連携ネットワークづ

くりに努めました。 

ホームページやSNSの種類によって、記事内

容を変更するなど、各媒体の強みをいかした

活用を検討します。 

②地域資源情報の収集 

地域でどのような活動が行われているのか、どのような人的・物的資源があるのか等、地域ささえあ

い連絡協議会や地域ケア会議等を通じて地域情報の収集と発掘、及び積極的な活用を推進します。 

令和７年度までの取組状況 今後の課題 

【福祉課福祉推進係】 

社会福祉協議会が主催する地域つながり推

進連絡会（地域ささえあい連絡協議会より名 

称変更）に参加し、各地域で抱えている課題

等について、意見交換を行ました。回数を重

ねることで、地域で活動している方との関係

性を築き、また、地域課題の共有につながり

ました。 

地域でどのような活動が行われているのか、

また、その地域活動をささえる人的・物的資

源を把握していくためにも、地域つながり推

進連絡会などの場は継続して設けることが

必要です。また、得られた情報を、具体的な

活動へとつなげていくための支援について

検討する必要があります。 

【社会福祉協議会】 

社協だより及びボランティア通信は、令和6

年度から全カラー印刷に変更し、写真やイラ

ストを活用し、見やすくわかりやすい紙面づ

くりに努めました。また、 Facebook や

Instagramを開始し、幅広い世代への情報発

信に努めました。 

地域つながり推進連絡会では、地域課題の検

討や地域資源の情報が得られました。 

生活支援コーディネーターとして、２カ月に

１回生活支援コーディネーター連絡会を開

催し、高齢者福祉課と１・２層コーディネー

ターで情報共有の場を設けています。 

東西高齢者支援センターが実施する地域ケ

ア個別会議では個別支援の検討を通じて、地

域の課題を抽出します。行政と連携し、新た

な社会資源の創出をするために、段階的に協

議を図っています。 

ホームページやSNSの種類によって、掲載内

容を変更するなど、各媒体の強みをいかした

活用を検討します。 

多くの会議で得た地域情報を、今後地域に還

元し、地域でいかしていく取組を推進するこ

とが必要です。 
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（これらの施策は引き続き第５次地域保健福祉計画でも実施されます。第５章 施策の展開、基本目標１、基本施策

（３）、118 ページを参照して下さい。） 

 

  

（３）利用しやすい施設の環境づくり 

①公共施設の利用促進 

地域内のコミュニケーションや交流活動を促進するために、公共施設の運用の見直し等を促し、

地域福祉活動を行う拠点としての利用促進をはかります。 

令和７年度までの取組状況 今後の課題 

【福祉課福祉推進係】 

ふれあいセンターの管理・運営を指定管理者

である社会福祉協議会に委託し、地域福祉活

動の拠点として、利用促進を図りました。令

和３年１月末から令和５年６月末まで、一部

会議室をテレワーク等で利用できるサテラ

イトルームとして運用するなど、社会福祉協

議会と連携しながら、柔軟な運営をはかるこ

とができました。 

ふれあいセンターが、地域福祉活動を行う拠

点としてさらに利用してもらえるよう継続

してPRを行うことが必要です。 

【協働推進課地域施設係】 

地区会館、町民会館及び武蔵野・元狭山・長

岡コミュニティセンターは、町内会・自治会

をはじめ、その他各種利用団体等が地域の活

動交流拠点として利用しています。施設の適

切な維持管理等を行い、地域コミュニティの

利用促進を図っています。 

特に不具合箇所については、限られた予算の

中、優先順位を付けて対応しています。 

今後も地域コミュニティの活動拠点として

利用促進をはかっていくことが必要です。 

地域の施設として適切に利用が行えるよう、

引き続き、不具合箇所への修繕対応等をはじ

めとした、適切な管理運営を行っていく必要

があります。 

【社会福祉協議会】 

ふれあいセンターでは、コロナ禍においては

フリーWi-Fiの設備を活用した、サテライト

ルームを実施しました。また、状況に合わせ

て安心して利用できるように入口に非接触

型体温計の設置や各貸部屋、トイレなどにも

消毒液を設置、適宜換気を行うなど感染症拡

大防止に努めました。 

また、文化向上事業として、毎年映画会を実

施し、好評を得ています。 

クーリングシェルターでは、カフェコーナー

を開放し地域の方々に活用をしていただき

ました。 

ふれあいセンターでは、新たに地域交流を踏

まえた事業を検討していきます。 
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（これらの施策は引き続き第５次地域保健福祉計画でも実施されます。第５章 施策の展開、基本目標１、基本施策

（３）、118ページを参照して下さい。） 

 

 

  

②交流の場づくり 

施設の利便性や利用の向上をはかり、住民同士のふれあいを促進します。 

あすなろ児童館から遠い地域の子どもたちのため、地域住民の協力を得ながら、移動児童館事

業の拡充をはかります。 

令和７年度までの取組状況 今後の課題 

【福祉課福祉推進係】 

ふれあいセンターの管理・運営では、指定管

理者である社会福祉協議会と連携し、点字ブ

ロックや手すりの設置などを実施し、施設の

利便性向上をはかりました。 

施設利用者の声を拾い上げ、施設の利便性向

上につなげる取組を継続します。また、Wi-

Fi設備があること、懇親会等を行うことがで

きる施設であるなど、ふれあいセンターの特

色を継続してPRしていく必要があります。 

【子育て応援課児童館係】 

各コミュニティセンターと連携し、幼児及び

就学児向けの移動児童館を実施しました。ま

た、期間限定移動児童館を町内小・中学校の

長期休業期間中に開催し、児童の安心・安全

な居場所として貢献しました。 

移動児童館事業並びに期間限定移動児童館

事業は、多くの子どもたちが利用することか

ら、地域及びコミュニティセンター利用団体

に対し、理解や見守りの姿勢について求めて

行くことが必要です。 

【社会福祉協議会】 

ふれあいセンターでは、文化向上事業で映画

会を実施し好評を得ています。 

クーリングシェルターでは、カフェコーナー

を開放し地域の方々に活用をしていただき

ました。 

サロンについては、高齢者世代・子育て世代・

全世代などと対象が分かれていますが、基本

的には誰もが気軽に参加できます。サロン登

録が増え、令和７年９月現在で29か所です。 

福祉ふれあいまつりは、コロナ禍は中止とな

りましたが、令和度５年から開催し、子ども

や高齢者、障がい者など誰もが楽しみ、ふれ

あいがあるおまつりとなっています。令和６

年度からは、ふれあいまつりと子育て応援バ

ザーを同時開催し、より子どもからあらゆる

方までが交流できる場となっています。 

ふれあいセンターでは、新たな地域交流を踏

まえた事業を検討していきます。 

対象を定めず、全世代向けのサロン立ち上げ

を検討しています。 

福祉ふれあいまつりでは、実行委員会を組織

していますが、実行委員会や参加団体が主体

的に動くことができるように、働きかけを継

続していきます。 
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（この施策は取組内容を修正した上で、第５次地域保健福祉計画でも実施されます。第５章 施策の展開、基本目標

１、基本施策（４）、118 ページを参照して下さい。） 

 

  

（４）世代間交流の活性化 

①地域交流、世代間交流

の推進 

様々な世代が交流することにより、お互いささえあい・助け合いができるよう仕組みづくりをすす

め、住民同士をつなげます。このような活動を推進するために、ボランティア団体に協力を依頼し

たり、地域福祉コーディネーターの配置推進に向けての調査研究をすすめます。 

令和７年度までの取組状況 今後の課題 

【福祉課福祉推進係】 

ボランティア団体「おひさまキッチンの会」

が、小学校の家庭科室で朝食を提供する活動

に対して支援を行いました。瑞穂第一小学校

で始まった活動は、令和３年度に瑞穂第四小

学校で、令和５年度に瑞穂第三小学校、令和

７年度に瑞穂第五小学校で開催されていま

す。 

手作りおにぎりの提供や民間事業者等から

の支援も受けることができ、内容が充実して

きています。 

ボランティアメンバーの負担などに配慮が

必要です。安定した活動が行えるよう、ボラ

ンティアの拡充や各種団体と連携を図りな

がら支援を継続します。 

【子育て応援課保育・幼稚園係】 

各保育園では、地域の特性をいかし、高齢者

や障がい者等との交流事業を実施していま

す。 

引き続き地域の特性をいかした交流事業を

実施します。 

【高齢者福祉課高齢者支援係/地域包括ケア

推進係】 

寄り合いハウスいこいは、高齢者を中心とし

た地域交流の場として、運営ボランティアの

会が施設の管理運営を行っています。運営ボ

ランティアの会主催で健康体操等の各種教

室を開催しました。また、年に1回寄り合い

ハウスいこい祭りを開催しています。 

高齢者の居場所づくり事業では、補助金の活

用の有無を問わず、高齢者の閉じこもりを防

ぎ、健康な生活を維持するため、誰でも気軽

に立ち寄ることができる住民主体の居場所

づくりを進めるとともに、既存の活動を支援

しています。活動支援の１つとして、補助金

の活用についてグループの相談に対応し、令

和6年度は、補助金を活用開始したグループ

は2か所、補助金の活用を終了したグループ

が1か所で令和7年3月末現在6か所となっ

ています。また令和6年11月に郵送で実施し

た生活支援ニーズ調査時に補助金の周知も

行い、適宜相談に対応しています。 

寄り合いハウスいこいでは、今後も、運営ボ

ランティアの会と協議しながら、より良い施

設の管理運営や事業を実施していく必要が

あります。 

高齢者の居場所づくり事業では、引き続き、

補助金の活用を問わず、居場所・通いの場づ

くりを進めるとともに、既存の活動支援も必

要です。活動支援の1つとして、補助金の周

知を行うとともに、活動に即した活用ができ

るよう相談に対応する必要があります。 

【協働推進課地域協働係】 

町内会・自治会等が実施する世代間交流事業

に対し、地域づくり補助金を交付することに

より、各地域における世代間の交流を側面か

ら支援しました。 

また、令和５年４月に設置した「協働の窓口

（みずほマッチング）」を活用し、ボランテ

ィア等と協働事業を実施し、協働のまちづく

りを推進することができました。 

より多くの町内会・自治会に地域づくり補助

金を有効に活用してもらい、様々な行事等を

通じて世代間交流の活性化をはかっていく

必要があります。 

また、「協働の窓口（みずほマッチング）」

を有効に活用してもらい、様々な世代の交流

の機会を創設し、協働のまちづくりを推進し

ていく必要があります。 
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（①の施策は取組内容を修正し、②及び③は引き続き第５次地域保健福祉計画でも実施されます。第

５章 施策の展開、基本目標１、基本施策（４）、118 ページを参照して下さい。） 

  

①地域交流、世代間交流

の推進 

【社会福祉協議会】 

寿楽では世代間交流を推進してきましたが、

コロナ禍により各種交流事業は中止しまし

た。しかし、令和５年度からは徐々に事業再

開ができ、「じゅらく秋まつり」の開催、地

域の学校や保育園との交流を行いました。 

地域福祉コーディネーターについては、令和

７年度から２人配置して、子どもから高齢者

まで、誰もが集える場づくりとあいさつを通

じて住民同士がつながり合える取組を進め

ています。 

令和６年度をもって寿楽事業終了。 

地域福祉コーディネーターは、地域課題を住

民が自分事として捉えられるような取組に

することを目指し、住民が必要と思える交流

の場や地域のつながりを構築していくこと

が重要になります。 

②地域で子どもを育てる

環境づくりの推進 

地域では、子ども会や地区青少年協議会、子育てサークルをはじめ多くの育成団体が活動してお

り、こうした地域住民が中心となった活動が活発になるような環境づくりにつとめます。 

令和７年度までの取組状況 今後の課題 

【子育て応援課児童館係】 

地域の子育てサークルからの申し出を受け

て、一般利用者に制限を設けない範囲で活動

場所として幼児室を提供しました。 

児童館はコミュニティセンターとは異なり、

貸室業務を行っていないため、一般利用者と

の兼ね合いを取りながら活動場所の提供を

行う必要があります。 

【社会教育課社会教育係】 

子ども会連合会では、子ども会への加入促進

事業として、モルック大会、紙ひこうき大会、

工作教室等を実施してきました。 

開催した事業の中で、参加者を子ども会加入

者に限定しない事業も多く実施し、多くの方

の参加がありました。 

地区青少年協議会では、夏・冬の非行防止パ

トロールの実施や各地区で事業協力等行い

ました。 

また、子育てサークルと協働で行う住民提案

型協働事業として、子育て支援事業を実施し

ました。 

子ども会については、年々減少しており、そ

の在り方をどうしていくかが課題であり、子

ども会連合会でも引き続き検討していると

ころです。 

地区青少年協議会に対しては、各地区で地区

の事業に協力したり、独自に事業を開催して

います。今後もできる限りの支援に努めま

す。 

③子育てひろばの拡充 

子育て中の親子が気軽に集い、交流する場として児童館事業及び移動児童館事業の子育てひろ

ばの拡充をはかります。また、保育園・幼稚園の園庭開放により、地域の未就園児と入園児との

交流やイベント開催等、子育てひろばを充実し、地域に開かれた保育園・幼稚園を推進します。ま

た、子ども家庭支援センターで子育てひろばと同様の子育て支援事業が行われているため、その

事業展開につとめます。 

令和７年度までの取組状況 今後の課題 

【子育て応援課保育・幼稚園係】 

認可保育園９園、認定こども園１園、幼稚園

２園で実施しており、各園未就園児童及び保

護者を対象とした事業を展開するものです。 

引き続き関係機関と調整を行い、事業を継続

します。 

【子ども家庭センター課子ども家庭支援係】 

保護者交流事業を実施し、保護者の育児負担の

軽減及び孤立化の防止をはかるとともに、子ど

もとの接し方の方法を学ぶ機会としています。 

事業参加者が減少傾向となっています。今

後、他の部署で実施する類似事業との統廃合

等について、研究が必要です。 

【子育て応援課児童館係】 

児童館では様々な子育て支援事業を実施しま

した。併せて、保護者から好評をいただいてい

る事業を展開するなど、参加者を増やす工夫を

凝らしました。また、町内３か所のコミュニテ

ィセンターで移動児童館を開催しました。 

今後も親子が共に楽しめる児童館事業及び

移動児童館事業の充実をはかることと、参加

者同士の交流が深まる機会づくりを継続し

ていきます。 
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（これらの施策は引き続き第５次地域保健福祉計画でも実施されます。第５章 施策の展開、 

基本目標１、基本施策（５）、119 ページを参照して下さい。）  

（５）高齢者や障がい者の社会参加促進 

①シルバー人材センター

への支援 

高齢者の就労支援により、就業を通じた社会参加を促進することで介護予防に大きな成果が期待

されます。センターの理念である「自主的・主体的」「共働・共助」の精神のもと、会員の方々が豊

かにいきいきと社会参加ができ、働く喜びを得られる事業運営をめざして、より一層の発展、充実

をはかれるよう支援を行います。 

令和７年度までの取組状況 今後の課題 

【高齢者福祉課高齢者支援係】 

町では高齢者の就労支援のため、シルバー人

材センターの運営をサポートしています。令

和７年３月末現在のシルバー会員数は418

人です。前年度末と比較して10人の減とな

りました。全国的にみても、定年延長や定年

後の再雇用の増加等で、会員の確保は難しい

状況です。会員の交流を促進するため、ボッ

チャ、絵手紙教室等の交流事業を実施しまし

た。また、広報みずほへの「入会説明会の案

内」の毎月掲載等による支援を行いました。 

シルバー人材センターは、高齢者がいきいき

と就業し活躍する場としてとても重要です。

今後も、会員の交流を促進することで退会抑

制をはかることやPRを継続していくこと等

で、会員増強に取り組む必要があります。 

【建設課維持管理係】 

違反屋外広告物の撤去及び町道の除草清掃

を行いました。 

町道の除草作業では、草の伸び具合により除

草箇所の優先順位付けが必要となります。 

【建設課公園係】 

例年どおり、公園等管理委託事業の中で、シ
ルバー人材センターに狭山池公園、さやま花
多来里の郷、松原中央公園、六道山公園の管
理と公園・ポケットパークの除草・清掃を委
託しました。 

今後もシルバｰ人材センターへの公園管理委

託の可能性について検討する必要がありま

す。 

②老人クラブへの支援 

老人クラブ活動を通し、福祉活動への参加促進や生きがい活動・スポーツ等の取組も行われ、生

きがいと張りあいをもった健康づくりがはかられています。また、いつまでも自分らしく地域で暮ら

すため、自ら担い手となれる老人クラブの活動への変革を支援します。また、高齢者がいきいきと

暮らせるよう財政面を含め、支援にもつとめます。 

令和７年度までの取組状況 今後の課題 

【高齢者福祉課高齢者支援係】 

町内にある老人クラブへ支援を行うことで

会員の福祉活動への参加促進や生きがい活

動、スポーツ等への取組が行われています。

寿クラブ連合会は、グランドゴルフ、だれで

もCafé、芸能大会、交通安全講習会等の事

業を実施しました。町は、事業の相談につい

て、随時対応して活動を支援しました。また、

クラブの運営支援のため、会員募集の広報掲

載を行い、高齢者福祉課が送付する住民向け

の調査に会員募集チラシを同封しました。 

新規クラブの立上げ支援、既存クラブの運営

を支援し、高齢者の活動の場づくりに寄与す

るほか、寿クラブ連合会の事業について、相

談に対応し、活動を支援する必要がありま

す。 

【社会福祉協議会】 

令和６年度までは寿楽で事務局を担ってい
ましたが、令和７年度からは地域ささえあい
推進係が担当となり、変わらず当会で老人ク
ラブの支援を行っていきます。 
高齢者の様々な経験を地域にいかし、地域交
流をはかる「だれでもCafé」を年に数回開
催し、子どもから高齢者まで楽しめる企画
で、多くの地域の方が楽しんで交流していま
す。「だれでもCafé」はサロン登録を行い、
継続的に後方支援していきます。 
老人クラブは自主的に多くの事業を展開し、
チャリティ活動なども行ったりと、地域の担
い手としての活動を多く行っており、地域資
源の一つになっています。 

自主的に運営しているため、必要時に適切な

支援ができるよう継続的に後方支援をする

必要があります。 
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（④の施策は取組内容を修正し、③及び⑤は引き続き第５次地域保健福祉計画でも実施されます。第５章 施策の

展開、基本目標１、基本施策（５）、119 ページを参照して下さい。） 

  

③敬老会の開催 

参加された方に大変喜ばれている事業ですが、新型コロナウイルス感染予防対策と、参加者の満

足を両立させる従来とは違う開催方法等を検討していきます。 

令和７年度までの取組状況 今後の課題 

【高齢者福祉課高齢者支援係】 

敬老会は安全対策として、引き続き事前申込

制、座席指定で開催しました。速やかな案内

を行うとともに、安全面も考慮し、会場内と

駐車場等に人員を配置しています。 

開催に際しては参加者の安全に配慮しつつ、

事業を計画する必要があります。また、多く

の方が楽しめる敬老会を計画していきます。 

④高齢者福祉センター寿

楽の運営 

高齢者の生きがい対策と介護予防を推進するための施設として、その重要性は高まっています。

指定管理者による施設運営を行い、介護保険制度の改正に柔軟に対応するとともに高齢者のニ

ーズに即したサービス内容の充実をはかります。 

令和７年度までの取組状況 今後の課題 

【高齢者福祉課高齢者支援係】 

寿楽は施設及び設備の老朽化に対応するた

め、令和4年度より3か年計画で改修事業を実

施しました。令和５年度から工事に着手し、

令和7年3月に工事が完了しました。指定管理

者制度による民間の経験や知識をいかした施

設の管理運営を行えるよう指定管理者の指定

を行いました。令和7年5月のリニューアルオ

ープンに向け、指定管理者と定例会の実施や

施設内の環境整備等を行いました。 

多世代交流施設として令和7年度が初年度に

なることから、利用者アンケートを実施及び

施設の運営協議会を設置し、地域住民や利用

者と協働、連携を推進できるよう運営体制の

確立と施設運営の安定化を図ります。 

【社会福祉協議会】 

コロナ禍当初は、事業を縮小したり、感染症

対策を取りながら自主事業やデイサービス、

自主グループ支援を行ってきました。令和５

年度から、徐々にカラオケや館内での持ち込

みの飲食を感染症対策を取りながら再開し

たり、寿楽最大のイベントだった「納涼まつ

り」は、時期をずらし「じゅらく秋まつり」

として開催することで、健康づくりや仲間づ

くりの場、楽しめる場を提供しました。 

令和６年度をもって、寿楽事業は終了。 

⑤敬老金の支給 

敬老の日現在、住民登録のある77歳・88歳・99歳及び100歳以上の節目年齢の高齢者を対象に、

地元商店で使用できる商品券を贈呈していますが、今後は高齢者の増加に伴い支給方法や内容

について見直しをはかっていきます。 

令和７年度までの取組状況 今後の課題 

【高齢者福祉課高齢者支援係】 

4月1日から翌年の3月31日までの間に88

歳及び100歳以上を迎えられる高齢者に敬

老金を支給しました。また、令和6年度は制

度改正の経過措置として、令和5年の敬老の

日の翌日から3月31日までに誕生日を迎え

られる方（77歳及び99歳の方は4月1日ま

で）についても支給しました。 

今後も対象者に周知を実施し、口座振り込み

により、適正に支給を行う必要があります。 
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（これらの施策は引き続き第５次地域保健福祉計画でも実施されます。第５章 施策の展開、基本目標１、基本施策

（５）、119 ページを参照して下さい。） 

  

⑥障がい者の社会参加

の促進支援 

障がい者の社会参加を促進するため、社会福祉協議会や障がい者の当事者団体、家族会などと

連携し、障害福祉サービスによる日中活動の場の提供や地域生活支援事業の充実をはかりま

す。 

令和７年度までの取組状況 今後の課題 

【福祉課障がい者支援係】 

本計画期間中に発足した障がい児サークル「瑞

穂おやこの会」に心理職等を派遣し、活動を支

援しました。 

障害福祉サービス事業による日中活動の場を

充実させるため、民間事業所の開設相談に応

じ、就労継続支援B型や生活介護事業所などを

町内に増やすことができました。 

当事者団体、家族会との連携によるインフォー

マルな日中活動の場の創設には至っていませ

んが、自立支援協議会などでの協議を続けてい

ます。 

福祉サービス事業所の不足を補うために公設

民営で実施しているあゆみ・ひまわり（地域活

動支援センター）、さくら・ころぼっくる（就

労継続・就労移行支援）は、事業を継続してい

ますが、障害児等タイムケア事業は、放課後等

デイサービスの充実に伴い、令和７年度中を目

途に事業を終了する予定です。 

障害福祉サービス事業所が増え、計画初年度

に比べれば日中活動の場も充実しましたが、

サービスの利用希望者が増えていることも

あり、ニーズに見合った施設数とはなってお

らず、特に重度心身障害者や医療的ケアの必

要な方、行動障害のある方などが利用する施

設は不足が著しく、町外の施設を利用する方

が引き続き多い状況です。 

不足するサービスを補う公設民営の４施設

は継続が必要な状況ですが、施設の老朽化や

利用者の重度化などが進んでいます。また、

あゆみでは、利用者の減少が課題となってい

ます。大規模改修や統廃合などの検討が必要

ですが、町単独での施設の維持管理にかかる

財政負担が課題となっています。自立支援協

議会を通じて当事者や関係者の意見を取り

入れながら、持続可能な施設運営の在り方を

模索していくことが必要です。 

【社会福祉協議会】 

令和５年度に障害福祉計画分科会の委員と

して、地域課題を共有し、次期計画について

の検討を行いました。 

令和６年10月に瑞穂町基幹相談支援センタ

ーを開所しました。センター主催の相談支援

事業所連絡会を開催し、各事業所の相談支援

に関する課題や地域課題を共有しました。 

また、拠点機関として、相談支援専門員のス

キルアップを図りました。 

各事業所共通で、短期入所や居宅介護の担い

手不足が課題となっています。それに伴い、

社会参加の機会が制限されてしまう現状が

あり、フォーマル及びインフォーマルの資源

開発が必要になります。 

町内の障害福祉サービス事業所とスキルア

ップを図りながら、安定したサービス提供や

人材確保に向けた取組を自立支援協議会と

連携し実現していきます。 

⑦社会参加のための支

援サービスの充実 

地域生活支援事業により、相談支援や移動支援、手話通訳の保障等のコミュニケーション支援

や、支援者等の育成等、障がい者が一般住民と同様に社会参加していくための支援サービスの

充実をはかります。 

令和７年度までの取組状況 今後の課題 

【福祉課障がい者支援係】 

障害者総合支援法に定められた地域生活支

援事業として、1－（５）－⑥に記載の地域

活動支援センター以外に、以下の事業を実施

しています。 

相談支援、日中一時支援、移動支援、意思疎

通支援、日常生活用具給付、心身障害者自動

車運転教習費助成、身体障害者用自動車改造

費助成、訪問入浴サービス。 

計画期間中に新たなサービスの創設として

は、相談支援の充実として基幹相談支援セン

ターを令和６年１０月に開設しました。これ

らの事業を継続することで、社会参加の支援

を行ってきました。 

これらのサービスは申請に応じて継続的に

支給していますが、障がい者の増加や福祉人

材の不足などにより提供事業者が不足した

り、手話通訳者などの専門的人材の確保が難

しいなどの課題が生じてきています。 

また、国の制度設計上、障がい者の移動のニ

ーズを抜本的に解決することが難しいとい

う課題があります。 

国・都に地域の実情を伝えていくとともに、

自立支援協議会などの場で社会参加促進の

ために町に必要なサービスの在り方につい

て引き続き検討していきます。 
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（これらの施策は引き続き第５次地域保健福祉計画でも実施されます。第５章 施策の展開、基本目標１、基本施策

（５）、119 ページを参照して下さい。） 

  

⑦社会参加のための支

援サービスの充実 

【社会福祉協議会】 

令和５年度に病院から地域で暮らすための

地域移行支援を行いました。令和６年11月

から障がい児の相談支援事業を開始し、サー

ビス利用計画作成の依頼を受けています。 

障がい者の相談支援事業では、年間約90人

のサービス利用計画を作成し、継続した相談

支援を実施しています。他にも、障がい者の

退院支援や絵画展への出展に係る助言など、

社会参加のための支援を実施しました。 

町内の相談支援事業所のマンパワーが不足

していることから、新たな利用者を受け入れ

にくい状況が起きています。そのため、事業

所間のネットワーク構築による業務の効率

化や報酬確保に向けた経営など相談支援体

制を整え、安定したサービス提供のための取

組が必要になります。 

⑧当事者活動の支援 

障がい者自らが支援者となる当事者間活動や当事者団体の活動支援、協力ボランティアの育成

支援を行います。 

令和７年度までの取組状況 今後の課題 

【福祉課障がい者支援係】 

当事者団体や親の会などの直接的な支援、協

力ボランティアの育成などは社会福祉協議

会が中心に行っていますが、障がい当事者団

体の代表を、障害者計画の策定や自立支援協

議会の委員として起用し、その意見を町施策

に反映させるほか、研修や事業の紹介を行

い、側面から活動を支援しています。また、

障がい児サークル「瑞穂おやこの会」に心理

職などを派遣し、活動の支援を行いました。 

令和７年度は、視覚障がいの当事者団体立ち

上げ希望者の相談に応じました。今後社会福

祉協議会と協力して支援を行う予定です。 

講演会などは、当事者の意見を聴取し、参加

しやすい日程や時間などを設定するように

しています。 

障がい者や障がい者を支える活動団体の高

齢化により、支援やボランティアの担い手が

少なくなっていくことが懸念されます。新た

に発足した障がい児サークルへの支援や町

事業への意見反映などを継続することが重

要です。 

また、当事者団体の立ち上げ希望者などへ、

社会福祉協議会と協力し、積極的な支援を行

います。 

現在、手話通訳者やヘルパーの養成研修な

ど、協力者・ボランティアの育成ができてい

ませんが、今後も人材不足が進むことが予測

されるため、専門的な福祉の担い手の育成に

も力を入れていくことが必要です。 

【社会福祉協議会】 

令和４年度に町内の障がいを持つ子の親達

から、つながりの場を作りたいと相談を受

け、打ち合わせを重ねました。その結果、令

和5年度に当事者家族から構成される「瑞穂

おやこの会」が立ち上がりました。 

令和６年に基幹相談支援センターとして「瑞

穂おやこの会」に参加し、障がい児福祉につ

いての現状把握を行いました。また、当事者

活動への側面的支援の役割を周知・PRしま

した。 

障がいを持つ方やその家族が抱える悩みに

対して、気軽に共有できる場の創出が必要に

なります。基幹相談支援センターとして、当

事者のニーズを把握し、既存の活動拡充や機

会の創出に向けた支援に取り組む必要があ

ります。 



第３章 第４次地域保健福祉計画の進捗状況 

57 

 

 

 

（これらの施策は引き続き第５次地域保健福祉計画でも実施されます。第５章 施策の展開、 

基本目標１、基本施策（６）、122 ページを参照して下さい。）  

（６）介護保険制度の適正な運営 

①介護保険制度の適正

な運営 

介護保険制度を適正に運用し、介護認定審査会の公平かつ公正な介護認定や、介護給付費の

適正化をはかります。また、自立支援に資する適正なケアマネジメントの推進とともに、必要なサ

ービスを安定して提供できるよう、住民ニーズに即したサービス提供体制の整備や介護サービス

事業者の適正な運営に向けた指導・監督につとめます。 

令和７年度までの取組状況 今後の課題 

【高齢者福祉課介護支援係】 

介護給付適正化事業の取組として、介護認定審

査会における公正・公平な介護認定ができるよ

う、年２回の委員合同研修会を実施しました。

また、毎年実施しているケアプラン点検では、

町内・町外居宅介護支援事業所等の協力によ

り、効果的に実施することができ、介護支援専

門員の質の向上をはかることができました。縦

覧点検については、国民健康保険団体連合会へ

の委託により実施しました。サービス事業者の

適正な運営支援の取組として、指定市町村事務

受託法人を活用し、町内の地域密着型介護サー

ビス事業所及び居宅介護支援事業所の指導検

査を指定期間（6 年）中に１回実施しました。 

適切な介護サービス提供のため、国が進め

る介護給付適正化事業の取組を実施して

いますが、要介護認定者の増加により、介

護サービス利用者は年々増加していくと

推計しているため、事業を効率的、効果的

に進める必要があります。また、サービス

事業者への適正な指導を行っていくため

には、専門知識等が必要となるため、関係

機関等と連携して実施する必要がありま

す。指導検査については、指定市町村事務

受託法人を活用して適正なサービス提供

につなげるため、継続的に予算を確保する

必要があります。 

②介護予防・日常生活支

援総合事業の充実 

高齢者が自立した生活を送ることができるよう、介護保険制度の改正に柔軟に対応するとともに、

高齢者のニーズに即したサービス内容の充実をはかります。また、生活支援コーディネーターの

活用や協議体の運営等生活支援サービスの体制の充実をはかります。 

令和７年度までの取組状況 今後の課題 

【高齢者福祉課地域包括ケア推進係】 

65歳以上の高齢者を対象とする生活支援事業

ニーズ調査を令和 3 年度、令和 6 年度に郵送

で実施しました。調査結果・分析内容について

は、令和７年度以降の地区ごとの特徴に沿った

働きかけに活用していきます。令和 6 年度ま

では、令和 3 年度の結果を活用し、生活支援コ

ーディネーターと共に、地域活動を主とした生

活支援サービスの体制の充実をはかりました。 

また、令和 3 年、令和 6 年の介護保険制度改

正、報酬改定を受け、実施している事業につい

て柔軟に対応を行いました。 

令和６年度に実施した調査結果・分析内容

を活用し、地区ごとの特徴に沿った働きか

けが必要です。生活支援コーディネーター

と共に、地域の実情に沿ったサービスの充

実をはかります。 

令和６年の介護保険制度改正、報酬改定に

あわせた事業を実施するとともに、次の改

正に向け柔軟に対応する必要があります。 

③在宅医療・介護連携の

推進 

医療と介護の両方を必要とする状態の高齢者が、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けるこ

とができるよう、在宅医療と介護サービスを一体的に提供するために、在宅に関する医療機関と

介護サービス事業者などの関係者の連携を推進します。 

令和７年度までの取組状況 今後の課題 

【高齢者福祉課地域包括ケア推進係】 

町内医療機関内に、在宅医療・介護連携に関す

る在宅医療相談窓口を継続して設置し、医療・

介護関係者、住民等からの相談業務を行うとと

もに、在宅医療と介護サービス事業者等の関係

者の連携を推進するため、医療機関及び介護サ

ービス事業所を訪問し周知等行いました。 

また、ICT を活用して登録者に対し、講演会等

の事業の周知を行いました。ICT の推進に向け

た説明会を各種機会に行い、適宜、登録者の増

加及び利用促進のための声掛けを行いました。 

在宅医療相談窓口を継続して設置・活用

し、在宅医療と介護サービス事業者等の関

係者の連携をさらに推進していく必要が

あります。 

ICTの推進に向け、適宜、ＩＣＴツールの

活用の有効性を関係者に伝え、説明会等を

実施するなど、引き続き活用を推進してい

きます。 



第３章 第４次地域保健福祉計画の進捗状況 

58 

（この施策は引き続き第５次地域保健福祉計画でも実施されます。第５章 施策の展開、基本目標１、基本施策

（６）、120 ページを参照して下さい。） 

  

④高齢者支援センター

（地域包括支援センター）

の充実 

２か所の高齢者支援センターを総括し、総合的に支援する基幹型のセンターを活用して高齢者支

援センターの更なる機能強化をはかります。また、高齢者が困った時には最も身近な相談窓口と

なるよう周知徹底をはかります。 

令和７年度までの取組状況 今後の課題 

【高齢者福祉課地域包括ケア推進係】 

高齢者やその家族の地域の身近な相談窓口

として、介護、福祉、健康、医療など総合的

に支援する高齢者支援センターを町内２か

所に設置し、関係機関と連携しながら、高齢

者の相談にきめ細やかに対応し、様々な機会

に周知を行いました。 

令和５年10月に設置した見守り相談窓口に

より、西部高齢者支援センターでの総合相談

等の更なる機能強化をはかりました。 

基幹型地域包括支援センターが中心となり、

困難事例等の情報共有や検討を行い、介護支

援専門員研修では、運営主体として介護支援

専門員の質の向上につとめました。また、介

護支援専門員の職能団体立ち上げ後、自主的

な運営となるよう伴走支援を引き続き行い

ました。 

２か所の高齢者支援センターを総括し、総合

的に支援する基幹型地域包括支援センター

を中心に、引き続き機能強化と専門性の向上

をはかることが必要です。また、支援が必要

な人に情報が届くように、周知の徹底が継続

して必要です。 

【社会福祉協議会】 

基幹型地域包括支援センターでは東西高齢

者支援センターとの連携を図りニーズを把

握し、機能強化を図ります。東西高齢者支援

センターと困難ケース等の共有や検討及び

情報交換を行います。ケアマネ連絡会や、み

ずほ介護サービス事業者連絡会の運営では

職能団体の事務局として、お互いの情報交換

や顔の見える関係づくりのために各種事業

を実施しています。 

高齢者にとって身近な相談先となるために、

民生委員・児童委員と連携した相談対応や、

公共施設や商業施設での出張相談会を継続

して開催しています。 

連絡会開催を積極的に推進し、２か所の高齢

者支援センター間で情報共有及び活動状況

を把握し、地域課題の解決に取り組んでいく

必要があります。また、ケアマネジャーの人

材不足に対しては後方支援や人材育成機能

をいかし、困難に直面しているケアマネジャ

ーの継続的な支援が重要です。 
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２ 地域福祉をすすめるための体制づくり 

（この施策は引き続き第５次地域保健福祉計画でも実施されます。第５章 施策の展開、基本目標２、基本施策

（１）、121 ページを参照して下さい。） 

 

 

 

  

（１）地域福祉の担い手の養成 

①地域福祉の担い手の

養成のための研究 

介護予防・日常生活支援総合事業における支援の担い手や、地域での高齢者の居場所づくりの

支援に関わる人として、介護予防リーダーの育成、活用をはかります。また、町独自のヘルパー

養成研修を実施し、地域福祉の担い手として地域で活躍する方を増やしていきます。 

このような活動を推進していくために、地域福祉コーディネーターの配置推進に向けての調査研究

をすすめます。 

令和７年度までの取組状況 今後の課題 

【福祉課福祉推進係】 

社会福祉協議会が実施している地域におけ

るささえあい活動に対し、事業費を一部助成

し、各活動への支援を行っています。 

地域福祉コーディネーター設置推進に向け、

近隣自治体へのヒアリング、先進自治体であ

る茨城県東海村へのヒアリングなどを実施

し、「瑞穂町重層的支援体制の整備事業実施

（準備）計画」を策定しました。 

地域つながり推進連絡会などへ参加し、関係

団体等と情報交換や課題の共有といった取

組を継続する必要があります。 

地域福祉コーディネーターの設置推進につ

いても、町関係各課・社会福祉協議会と連携

しながら取組を継続する必要があります。 

【高齢者福祉課地域包括ケア推進係】 

介護予防リーダー養成講座を毎年実施し、地

域で活躍できる人材として、令和６年度まで

累計130名となりました。既存のグループの

仲間として、また自主的な活動を促していま

す。 

また、介護予防・日常生活支援総合事業の町

独自のヘルパー養成研修を毎年実施し、地域

福祉の担い手として育成しました。在職中の

方がほとんどでしたが、研修終了後、すぐに

事業所へ登録し、総合事業ヘルパーとして活

動される方もいました。 

いずれも、人材発掘・マッチングのために生

活支援コーディネーターと連携を行いまし

た。 

介護予防を進めていくために、地域で自主的

に個人又はグループで活動する方を引き続

き増やしていく必要があります。 

また、町独自のヘルパー養成研修で得ること

ができる知識は、地域で高齢者を支える際の

参考となり、人材不足解消のための一助とな

るよう、研修の継続実施が必要です。 

引き続き、新たな担い手となる人材発掘のた

めにも、生活支援コーディネーターとの連携

が必要です。 

【社会福祉協議会】 

生活支援コーディネーターとして、様々な通

いの場やサロンを訪問したり、新たな集まり

の場の立上げを支援している中で、様々な地

域で担い手と接点を持ち、活躍している状況

を把握し、後方支援をしています。 

地域つながり推進連絡会は、コロナ禍を除

き、定期的に開催し、地域の担い手発掘や、

地域のつながりを情報共有することができ

ました。 

令和７年度から地域福祉コーディネーター

が配置され、より地域福祉の担い手を発掘し

ていき、また小地域での地域活動も増やして

いき、あらゆる人が気楽に地域活動に参加で

きる環境づくりを進めていく必要がありま

す。 
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（この施策は引き続き第５次地域保健福祉計画でも実施されます。第５章 施策の展開、基本目標２、基本施策

（１）、121 ページを参照して下さい。） 

 

  

②地域福祉の担い手の

活動支援 

地域福祉の担い手が、地域活動の中心的な役割を担う存在として活躍するための支援を行います。 

生活支援コーディネーターが地域の自主グループやサロン活動等に足を運びながらネットワーク

を構築し、地域の社会資源の把握を継続的に行えるよう、また高齢者自身もサービスの担い手と

して、役割を持ち活動する場の創設や活動への支援を行います。 

地域福祉を包括的に推進していくために、地域福祉コーディネーターの配置推進に向けての調査

研究をすすめます。また、そこから派生する新たな担い手の発掘を行います。 

令和７年度までの取組状況 今後の課題 

【福祉課福祉推進係】 

社会福祉協議会が実施している地域におけ

るささえあい活動に対し、事業費を一部助成

し、各活動への支援を行っています。 

地域福祉コーディネーター設置推進に向け、

近隣自治体へのヒアリング、先進自治体であ

る茨城県東海村へのヒアリングなどを実施

し、「瑞穂町重層的支援体制の整備事業実施

（準備）計画」を策定しました。 

地域つながり推進連絡会などへ参加し、関係

団体等と情報交換や課題の共有といった取

組を継続する必要があります。 

地域福祉コーディネーターの設置推進につ

いても、町関係各課・社会福祉協議会と連携

しながら取組を継続する必要があります。 

【高齢者福祉課地域包括ケア推進係】 

地域で介護予防をすすめていくために、自主

的に活動をするグループの中心的な役割を

担えるよう、地域で活躍する介護予防リーダ

ーを養成する講座を継続して実施しました。

講座実施中は生活支援コーディネーターも

関わることで、介護予防リーダーの活動支援

を行いやすくしました。 

自主グループに対して、生活支援コーディネ

ーターが足を運び、チラシの作成等により活

動支援を行いました。 

介護予防をすすめていくために、地域で自主

的に活動する方々は増々必要となります。そ

のきっかけづくりとして、介護予防リーダー

講習会を継続して実施し、今後も地域の自主

グループを増やすとともに、生活支援コーデ

ィネーター等による活動支援を継続してい

く必要があります。 

【教育指導課指導係】 

高齢者福祉課と連携し、毎年小学校全校の５

年生を対象に認知症サポーター養成講座を

実施しました。（令和３年度～令和７年度） 

高齢者福祉課と連携し、今後も継続して小学

校全校の５年生を対象に認知症サポーター

養成講座を実施していく必要があります。 

【社会福祉協議会】 

生活支援コーディネーターとして、様々な通

いの場やサロンを訪問したり、新たな集まり

の場の立上げを支援します。活動を支援して

いくために、運営側スタッフの困りごとなど

を聞き、負担軽減をしながら、継続して運営

していけるように後方支援をしています。 

令和７年度からは、社協独自で地域福祉コー

ディネーターを配置し、生活支援コーディネ

ーターの役割も兼ねながら、担い手の支援や

地域の拠点づくりなど、総合的に地域福祉の

推進を図ります。 

地域福祉コーディネーター・生活支援コーデ

ィネーターが、より地域に出向いていき、地

域とつながり、地域活動をさらに発展させて

いくことが必要です。 
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（これらの施策は引き続き第５次地域保健福祉計画でも実施されます。第５章 施策の展開、 

基本目標２、基本施策（２）、121 ページを参照して下さい。）  

（２）地域における福祉教育・学習の推進 

①地域福祉の理解促進 

地域福祉活動への関心を引き起こしていくための福祉教育を推進します。 

令和７年度までの取組状況 今後の課題 

【福祉課福祉推進係】 

「児童委員、児童相談所、学校、子ども家庭

支援センター等の関係機関による地区連絡

協議会」、「瑞穂町要保護児童対策地域協議

会」及び「立川児童相談所」との共催による

講演会を開催し、関係機関の相互理解と協働

関係を強化しました。 

地域福祉活動への関心を引き起こしていく

ために関係者との協議により適切なテーマ

を設定しつつ、継続して実施することが必要

です。 

【社会福祉協議会】 

小中学校の校長会や副校長会で、福祉体験学

習のPRをし、担当の先生に参考にしてもら

えるような福祉体験学習のチラシも作成し

配付しました。学校との打合せから実施ま

で、当事者団体、障がい当事者の協力を得て

行いました。当日も企業や地域ボランティア

を巻き込みながら地域福祉にも興味をもて

るような内容としました。 

職員が福祉教育推進員となり、障がい当事者

と共に、学校や地域へ向けた福祉学習プログ

ラムの作成を行っています。 

つながりを大切にする「みずほつながりた

い」のシンボルマーク（缶バッチ・ステッカ

ー）の普及・啓発を通して、福祉への関心に

つなげる活動を行っています。 

町内全ての小中学校、都立高校で、福祉体験

を行えるようPRしていく必要があります。

また、地域ボランティアの養成や、企業との

連携も必要であり、学校だけでなく、地域全

体に発信していくことが必要です。 

②地域に開かれた福祉

教育の実践 

地域福祉活動への関心を引き起こしていくための福祉教育を推進し、すべての住民が地域福祉

について関心・理解を深めていけるよう、講座等の開催や体験する場の提供等を行います。 

令和７年度までの取組状況 今後の課題 

【福祉課福祉推進係】 

町や社会福祉協議会などが実施する講座等

を広報みずほや町ホームページ、福祉課が所

管する会議などを通じて、積極的に情報提供

を行いました。 

町や社会福祉協議会のイベントを通じて、地

域福祉について関心・理解を深める機会を提

供しました。 

地域福祉活動への関心を引き起こしていく

ため、社会福祉協議会や教育委員会等と連携

し、講座等の開催や体験する場の提供等、継

続して取り組むことが必要です。 

【社会福祉協議会】 
第一、第三、第四小学校の総合学習で、福祉体
験を企業や地域のボランティア、障がい当事
者の協力を得て実施しました。夏休み期間を
利用した「夏体験ボランティア」では、毎年
50人前後の参加がありました。地域福祉への
関心を深めるために、多くの施設や団体がボ
ランティアの受入れに協力してくれました。 
町内企業（観光バス業者）の特別支援学校送
迎に従事する運転手や添乗員に向けた社内研
修会を、社協職員が講師となり、障がいの捉
え方や地域共生社会をテーマとした講義を行
いました。 
また、認知症サポーター養成講座や、住民向
け、町内小学校5年生向け、町職員向けに町と
協働で実施し、認知症の理解を深める取組を
しました。また、認知症ミニ講座も開催しま
した。認知症サポーターステップアップ講座
受講者が集まる「チームオレンジ」の後方支
援も行いました。 

福祉体験を、町内の全ての小中学校で実施で

きるよう、学校側にわかりやすいプログラム

を作成し、PRの場を作っていく必要があり

ます。 

認知症人口が増加するため、今後も幅広く多

世代の多くの住民に認知症の理解を深めて

いく必要があります。 
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（これらの施策は引き続き第５次地域保健福祉計画でも実施されます。第５章 施策の展開、基本目

標２、基本施策（３）、122 ページを参照して下さい。）  

（３）ボランティア・ＮＰＯの活動の推進 

①啓発活動の充実 

ボランティアやＮＰＯ活動への支援を行いつつ、情報提供や相談体制の充実等をはかることで、ボ

ランティアやＮＰＯ活動の推進をはかります。 

令和７年度までの取組状況 今後の課題 

【福祉課福祉推進係】 

多世代間交流事業では、ボランティア団体の
活動について、備品類や容器等消耗品の支給
などの支援を行いました。また、民間事業者
等からの寄付を受け、様々な種類の副食を提
供することができました。 
ボランティアセンターみずほの運営やボラ
ンティア団体への助成について、町が事業費
の一部を助成し、各活動に対し支援を行って
います。 

ボランティア活動継続につながるような支

援のあり方を検討する必要があります。 

ボランティアセンターみずほと協力し、ボラ

ンティア団体への情報提供や相談体制の充

実について継続して取り組むことが必要で

す。 

【社会福祉協議会】 

ボランティアセンターみずほでは、活動の支援
や相談を実施し、グループの情報交換の場とし
て連絡会を定期的に開催しました。ボランティ
ア情報をSNSで発信し、情報提供を行いまし
た。申請のあった登録グループには、活動助成
金を交付し、活動費の支援を実施しました。さ
らに、民間の助成金情報の提供や、申請書類作
成の協力、表彰の推薦などの後方支援を行いま
した。また、福祉ふれあいまつりやサロン、福
祉施設での発表の場をマッチングすることで、
ボランティア活動の推進を図りました。夏の体
験ボランティア活動にも協力してもらうこと
で、団体のPR活動やメンバー集め、各種相談
にも対応しました。 
NPO法人には、瑞穂町で開催する合同就職説
明会（福祉のしごと相談・面接会）への出展募
集を呼びかけ人材確保の支援をしました。 

ボランティアが主体的に活動できるよう、情

報提供を効果的に実施する必要があります。

また長年活動してきている団体などはメン

バーの高齢化に伴い、活動が困難になってき

ているケースもみられるため、メンバー集め

のサポ―トが重要です。ボランティア情報の

充実をはかるためには、様々な広報媒体を活

用し、PRの場を作っていく必要があります。 

福祉のしごと相談・面接会開催以外にも福祉

人材センターと連携した人材確保の支援を

行っていく必要があります。 

②相談体制や情報提供

の充実 

ボランティア活動をしたい人と必要とする人等とのコーディネートや、活動相談・支援や地域のボラ

ンティア情報の発信地としての役割を担うボランティアセンターの充実をはかります。 

令和７年度までの取組状況 今後の課題 

【福祉課福祉推進係】 

ボランティアセンターみずほの運営やボラ

ンティア団体への助成について、町が事業費

の一部を助成し、各活動に対し支援を行って

います。 

ボランティア活動には、住民の社会参加、相
互交流の促進、地域課題の解決につながるな
どの効果が期待されます。ボランティアセン
ターみずほと協力し、多くの住民にセンター
のことを知ってもらうこと、ボランティア活
動に興味を持ってもらえるような周知・啓発
活動が必要です。 

【社会福祉協議会】 

ボランティアの新規登録は5年間で205人

（R3～R7）でした。ボランティア活動を必要

とする人や施設・団体187件のボランティア

活動をマッチングし、活動を推進しました。 

ボランティアセンターを多くの方々の知って

もらうためにSNS等の広報に力を入れ、利用

しやすいセンターを目指してリニューアルも

行いました。 

ボランティアセンターへの来所や電話での相

談や依頼等は、年間平均で422件（R3～R7）

となっています。 

まちづくり協働推進委員会に出席し、社会参

加・協働・ボランティア活動について話し合

い、センターでの相談や情報提供時に活用し

ています。 

ボランティア活動を希望する全ての方に、希

望どおりのボランティア活動がマッチング

できるよう、情報量を増やす必要がありま

す。また、SNS等の活用方法を研究し、積極

的に情報を発信していく必要があります。 

住民の社会参加や協働を促進し、地域交流や

地域の課題解決につなげるために、活動への

一歩を踏み出せないという人が、気軽に相談

できるセンターにしていく必要があります。 
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③ボランティア・NPO活動

への支援 

地域を担う住民活動のひとつであるNPOやボランティア団体が、その組織力と知識、経験を福祉

のまちづくりにいかすことができるよう、公益的な活動や事業への支援を行います。 

令和７年度までの取組状況 今後の課題 

【福祉課福祉推進係】 

公共交通機関を利用して移動することが困

難な方を対象に、通院・通所など移送サービ

スを有償で行う福祉有償運送団体（ＮＰＯ法

人）へ補助金を交付し、支援を行っています。 

多世代間交流事業では、ボランティア団体の

活動について、備品類や容器等消耗品の支給

などの支援を行いました。また、民間事業者

等からの寄付を受け、様々な種類の副食を提

供することができました。 

公共交通機関を利用して移動することが困

難な方を対象に、通院・通所など移送サービ

スを有償で行う福祉有償運送団体（ＮＰＯ法

人）へ補助金を交付し、支援を行っています。 

多世代間交流事業では、ボランティア団体の

活動について、備品類や容器等消耗品の支給

などの支援を行いました。また、民間事業者

等からの寄付を受け、様々な種類の副食を提

供することができました。 

【社会福祉協議会】 

登録ボランティア団体が、広く住民に対して

イベントや講座を実施する際、チラシの作成

や広報活動等の後方支援を行いました。企業

や団体、個人が福祉のまちづくりに参画でき

るよう、福祉体験講座などを通じて協働を意

識した事業に取り組みました。 

登録ボランティア団体に助成金を交付し活

動の支援を行いました。毎年、約２０の団体

から申請があり、１団体1万円（令和７年度

は２万円）を交付しました。民間助成の案内

をして申請の支援も行いました。 

瑞穂町と連携しながら、自分のまちについて

より興味を持てるようなイベント等を企画

していく必要があります。 

ボランティア団体の活動を広く知ってもら

えるようなPRの場や交流の場を企画してい

く必要があります。 
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④定年退職者などへの

地域活動参加の機会と

情報の提供 

定年退職された方やシニア世代の方が長年培った技術や経験などを、地域のなかで活用し、生き

がいのある人生を送れるよう、様々な団体との連携をはかりながら、各種団体を紹介する事業や

情報提供を推進し、地域活動へ参加しやすい環境整備につとめます。生活支援コーディネーター

が中心となり、地域活動の環境整備、促しなどを行います。 

令和７年度までの取組状況 今後の課題 

【福祉課福祉推進係】 

社会福祉協議会と連携して、定年退職者やシ

ニア世代に夏の体験ボランティアへの参加

を促しました。また、多世代間交流事業では、

シニア世代の方もボランティアとして参加

しています。 

定年退職された方やシニア世代の方が、ボラ

ンティア活動について興味を持っていただ

けるよう、社会福祉協議会などと連携を図り

ながら情報提供等を継続する必要がありま

す。 

【高齢者福祉課高齢者支援係/地域包括ケア

推進係】 

地域で自主的に活動するグループの中心的

な役割を担えるよう介護予防リーダーを養

成しています。また、高齢者が働くことを通

じて生きがいを得るとともに、地域社会の活

性化に貢献する拠点として、シルバー人材セ

ンターの運営を支援しました。介護予防・日

常生活支援総合事業の町独自のヘルパー養

成研修も実施し、地域福祉の担い手として希

望者を事業所に登録紹介しました。生活支援

コーディネーターを中心に、地域活動のニー

ズや担い手の発掘のため、生活支援ニーズ調

査を実施しました。 

高齢者が、地域活動の担い手になれるよう介

護予防リーダーの養成やシルバー人材セン

ターの会員増強等が引き続き必要です。ま

た、生活支援コーディネーターと連携した地

域活動の整備、参加への促しなども引き続き

必要です。 

【社会福祉協議会】 

令和５年度には、生活支援コーディネーター

として、高齢者向け、ケアマネ向けに、高齢

者が集うサロン、通いの場を周知紹介する講

座を開催しました。 

モデル地区を選定し、その地区の６０歳以上

を対象にしたアンケート調査を実施しまし

た。回答者の中には、地域活動に興味がある

方が複数人おり、担い手発掘の第一歩とな

り、地域活動にもつながりました。 

地域のサロン、通いの場には、多く定年退職

者がおり、特に男性は、グループのまとめ役

として活躍しています。 

定年退職者やシニア世代にボランティア活

動や地域活動への促しは、今後も継続して行

う必要があります。 

特に男性に向けて働きかけを進めていく必

要があります。 
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（４）相談体制の充実 

①相談体制の充実 

関係機関と連携しながら相談体制の充実をはかり、相談しやすい環境の構築につとめます。平成

27 年 4 月 1 日から施行された「生活困窮者自立支援法」に基づいた支援制度やひきこもりについ

ても周知をすすめ、制度に基づいた支援につとめます。 

また成年後見利用促進の一環として相談機能について、権利擁護支援の地域連携ネットワークづ

くりを念頭に置いた相談体制の整備について推進します。 

令和７年度までの取組状況 今後の課題 

【福祉課福祉推進係】 

相談内容に応じて社会福祉協議会や西多摩

福祉事務所、西多摩くらしの相談センターな

どの専門機関と連携し、相談者が適切な支援

を受けられるよう対応しました。また、生活

困窮者自立支援会議へ参加し、関係機関との

連携をはかりました。 

引き続き社会福祉協議会や西多摩福祉事務

所、西多摩くらしの相談センターなどの関係

機関と連携をはかることや各専門相談機関

の周知などに継続して取り組みます。 

【健康課成人保健係】 

成人を対象とした健康相談（健康・栄養相談

（毎週火曜日）・歯科相談（第２・第４火曜

日））に加え、窓口や電話での随時相談を実

施しました。 

令和６年 10 月の組織改編に伴い、健康課成

人保健係を設置し、栄養に関して管理栄養士

資格のある栄養指導専門員（会計年度任用職

員）による相談体制を整備しました。 

健康課はひきこもり支援の相談窓口になっ

ており、個別事情に応じて関係部署や各専門

機関と連携し、対応しました。 

瑞穂町の特徴的な取組である毎週実施の相

談事業について、必要な方に対するフォロー

につながるよう、適切な周知方法の検討や関

係機関と連携した対応が必要です。あわせて

適切な相談体制の整備を継続していく必要

があります。 

ひきこもりについては、要因が複雑化してい

る場合があり、関係部署や関係機関等と連携

し、適切に対応していく必要があります。 

【社会福祉協議会】 

令和6年度からはよろず相談を福祉くらしな

んでも相談、令和７年度からは福祉くらしな

んでも相談を福祉なんでも相談と名称を変

更し、生活全般に係る相談を受け、関係機関

との連携を図りながら総合的な相談対応を

実施しています。また、法律、精神保健（～

令和５年度）、成年後見制度、終活（令和５

年度～）についての専門相談を実施し、家庭

の問題や相続、遺言などの相談に対応しまし

た。認知力低下がみられる方にも地域福祉権

利擁護事業や成年後見制度の利用支援など

を通じて、本人に寄り添い本人が必要とする

福祉サービスの利用を支援しました。 

専門的な相談で明らかになった生活課題ニ

ーズは、相談者の同意のもと適切な支援や機

関につないでいきます。 

②関係機関との連携強化 

庁内関係部局、関係機関等で、相談体制の連携を強化します。 

新たに、司法も含めた権利擁護支援の地域連携ネットワークづくりをめざし、関係機関との連携の

構築につとめ、成年後見制度の利用を更に促進します。 

令和７年度までの取組状況 今後の課題 

【福祉課福祉推進係】 

庁内関係課と権利擁護センター、基幹相談支

援センター、高齢者支援センター、民生委員・

児童委員協議会、西多摩福祉事務所、西多摩

くらしの相談センターなどと連携をはかり、

成年後見制度の利用促進につとめました。 

庁内関係課と各関係機関との連携を強化す

るための取組を継続することが必要です。 

成年後見制度の利用促進に向け、後見人等報

酬助成の拡充などについて検討を進めるこ

とが必要です。 
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②関係機関との連携強化 

【社会福祉協議会】 

司法専門職を講師とした一般向け講座を開

催し、福祉関係者の参加もあり、個別支援に

おける連携促進を図りました。毎月１回開催

している司法書士による成年後見利用相談

では福祉職として働いている方からの相談

もあり、連携強化につながりました。また、

成年後見制度や法律的判断を要するケース

会議にも専門職に参加を依頼する機会が増

えています。 

司法書士団体による寸劇、紙芝居を交えた成

年後見制度の入門講座をしました。 

今後も成年後見制度利用促進法に伴い、行

政、福祉関係者、司法専門職等を交え、成年

後見制度利用推進の基盤整備を進めていく

必要があります。 

③自立に向けた援助 

西多摩福祉事務所、民生委員・児童委員協議会、社会福祉協議会などの関係機関との連携を強

化し、相談体制の充実をはかるとともに、各種制度の周知を徹底します。 

また、ハローワークと連携し、就労情報の提供、職業訓練の促進などにより、自立に向けた援助を

推進します。 

令和７年度までの取組状況 今後の課題 

【福祉課福祉推進係】 

生活困窮者自立支援事業を実施している西

多摩くらしの相談センターでは、自立に向け

た各種支援を実施しているため、町から積極

的に相談者をつなげました。その他、必要に

応じてハローワークの就労支援制度などの

紹介も行いました。 

また、西多摩福祉事務所の母子・父子自立支

援員の方が町関連部署に対して、西多摩くら

しの相談センター職員が、民生委員・児童委

員に対して事業内容を説明する場を設ける

など、関係機関同士の連携をはかりました。 

西多摩くらしの相談センター、西多摩福祉事

務所、民生委員・児童委員協議会、社会福祉

協議会、ハローワークなどの関係機関相互の

連携を深め、相談者が適切な支援を受けるこ

とができるように取組を継続します。 

【社会福祉協議会】 

貸付の相談の中では、家計改善や就業、居住

等の支援が必要であると判断したケースに

ついては、西多摩くらしの相談センターと連

携を図り、支援を実施しています。新型コロ

ナ特例貸付実施後のフォローアップ支援と

して、償還が困難な世帯の生活再建のための

相談・支援を行っています。 

必要に応じて、西多摩福祉事務所や民生委

員・児童委員と連携し、世帯の状況把握に努

めました。 

相談の際に、経済的に困窮以外の困りごとや

不安についても、幅広く受け止めることが必

要です。十分な情報を提供し、相談者にとっ

てより納得できる選択となるように、今後も

関係機関との連携強化や情報共有を行って

いきます。 
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④生活安定に向けた支援 

各種福祉資金制度に関する情報提供をすすめ、国や東京都の制度利用の促進をはかります。ま

た、生活困窮者自立支援制度に基づき開設した、西多摩くらしの相談センターを住民に周知する

とともに、生活に不安を抱えている人が自立し、安心できる生活を送ることができるよう、相談セン

ターと連携をはかりながら支援します。 

令和７年度までの取組状況 今後の課題 

【福祉課福祉推進係】 

相談者の状況に応じて、社会福祉協議会の生

活福祉資金貸付制度や西多摩くらしの相談

センターが実施している生活困窮者自立支

援制度、ハローワークが実施している就職支

援制度などを紹介しました。 

関係機関の連携を強化するとともに、支援機

関のＰＲを継続して実施します。 

【社会福祉協議会】 

各種貸付資金の広報では、社協だよりや広報

みずほなどの広報媒体を積極的に活用しま

した。受験生チャレンジの広報では、町のメ

ール配信サービス、町内の中学校・高校の保

護者会での説明、みずほケーブルテレビ、

FacebookでのPR活動を行いました。 

新型コロナ特例貸付では、借り入れを行って

いる方からの相談は西多摩くらしの相談セ

ンターや西多摩福祉事務所と連携を図り、少

額・猶予・免除申請を行うなど、世帯のフォ

ローアップ支援を行いました。 

必要としている人に必要な情報が届くよう

に、広報活動にはさらに力を入れていきま

す。 
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（これらの施策は引き続き第５次地域保健福祉計画でも実施されます。第５章 施策の展開、基本目標２、基本施策

（５）、124 ページを参照して下さい。） 

  

（５）福祉サービスの質の向上 

①福祉関係職員の資質

向上 

福祉サービスの質の確保・向上をはかるため、各種研修会や会議への職員参加を促進し、保健

福祉関係職員の資質向上につとめます。 

令和７年度までの取組状況 今後の課題 

【福祉課福祉推進係】 

福祉部では毎年部内研修を実施しました。ま

た、関連業務に係る各市研修や情報交換会等

に積極的に参加し、職員の資質向上につとめ

ました。 

部内、課内、係内で調整し、研修等に継続的

に参加し、職員の資質向上につとめる必要が

あります。 

【福祉課障がい者支援係】 

計画期間中、欠員や病気休業などで人員が限

られることが多くありましたが、業務を調整

し、可能な限り研修や会議に参加して職員の

資質向上に努めました。また、児童の発達支

援に関わる保育士や学童保育、放課後デイサ

ービス事業所職員などを対象とした研修を

開催し、支援力の向上を図りました。発達障

害者支援講演会を毎年開催し、保護者や関係

機関職員の受講に配慮するため、オンライン

配信やYouTubeによるオンデマンド配信が

できるよう、工夫しました。 

令和６年１０月に開設した基幹相談支援セ

ンターでは、相談支援事業所の支援力向上を

はかるため、連絡会や研修を行いました。 

毎年業務が増え続ける中、町職員の欠員や中

途退職が続き、必要な人材の確保や、専門性

の向上をはかることが難しくなってきてい

ます。 

相談支援業務などの専門的な事業は、会計年

度任用職員などを活用し、専門職によるサー

ビス提供を安定的に行える体制を維持する

必要があります。 

基幹相談支援センターの事業を充実させ、相

談支援事業所のみならず、福祉サービスの人

材育成や確保のための施策を進めることが

重要です。 

【高齢者福祉課地域包括ケア推進係】 

介護保険制度や福祉制度など、専門的な知識

を必要とするため、オンライン等も活用して

研修会や会議等にできるだけ参加をしてい

ます。制度についても、高齢者支援センター

職員との内部研修を実施するなど、職員の専

門的な資質の向上につとめました。 

制度改正も多く、職員の専門性が必要となる

ため、今後も引き続き研修等に参加をするこ

とで、資質の向上に継続してつとめる必要が

あります。 

【子育て応援課子育て支援係】 

各種手当制度や医療費助成制度が改正され

る中、オンラインや参集型の研修・説明会等

に参加することで、改正内容の理解及び最新

情報の把握を積極的に行いました。 

また、近隣自治体との情報交換や西多摩郡町

村担当福祉課長会への出席、西多摩福祉事務

所との連携などを通じて、職員の資質向上に

つとめました。 

研修・説明会等で得た様々な情報等は、会計

年度任用職員を含めた全職員で共有し、統一

的な対応をすることで、質の高いサービスを

提供しました。 

今後も制度改正が見込まれるため、引き続き

研修や説明会を通じ、改正内容の理解及び情

報収集につとめること、そして近隣自治体と

の情報交換や西多摩福祉事務所との連携を

強化することが必要です。 
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（これらの施策は引き続き第５次地域保健福祉計画でも実施されます。第５章 施策の展開、 

基本目標２、基本施策（５）、124 ページを参照して下さい。）  

①福祉関係職員の資質

向上 

【子ども家庭センター課母子保健係/健康課成

人保健係】 

母子保健研修や国保データベース（KDB）シ

ステム操作・活用研修等、様々な研修や会議、

説明会等（オンライン開催を含む）に積極的

に職員が参加し、最新情報の収集や資質の向

上につとめました。 

特に令和６年度は、区市町村に設置の努力義

務が課せられた「こども家庭センター」関連

の研修を東京都が複数回開催しました。１０

月に開設した子ども家庭センターの機能発

揮のため、子育て世代包括支援センターを担

当する職員は、必要な知識や技術が得られる

よう可能な限り研修（オンライン開催を含

む）に参加しました。 

制度改正への対応や実践的な技能の習得等、

職員の専門性を担保するため、今後も引き続

き研修等に積極的に参加し、資質の向上につ

とめる必要があります。 

②関係団体等への働き

かけ 

民間事業者、ＮＰＯ、関係団体に対し、研修会など人材育成関係情報を積極的に提供し、関係者

の資質向上につとめるよう働きかけます。 

令和７年度までの取組状況 今後の課題 

【福祉課福祉推進係】 

東京都等が開催する人材育成関係情報につい
て、福祉課が所管する会議での周知、庁内で
のチラシ配架などで積極的に周知しました。 

引き続き研修会の情報を積極的に提供し、関

係者の資質向上に繋がるよう働きかけを継

続します。 

【社会教育課社会教育係】 

総合人材リストについては、令和6年度に更

新作業を実施し、更新されたリストについて

周知しました。また、生涯学習まちづくり出

前講座と合わせ、利用促進に向け、広報やホ

ームページでPRを行っています。 

広報やホームページ、町内の公共施設へのチ

ラシの配架に加え、生涯学習推進団体への周

知も行ってきましたが、制度について、さら

なる周知・活用につとめる必要があります。 

また、当制度については協働推進課へ情報提

供し、住民との協働事業として共有しつつ推

進していく必要があります。 

③苦情対応等に基づくサ

ービスの質の向上 

養護者等の高齢者への虐待について、高齢者福祉課及び高齢者支援センターで受付け、高齢者虐

待の早期発見・早期解決につとめます。 

認知症等により判断能力が十分でない高齢者等が、虐待や消費者被害等の権利侵害や様々な生活

の困りごとや不安を抱えている人々の権利が守れるよう権利擁護センターとの連携を強化します。 

相談窓口や関係部局・関係機関等の相談窓口に寄せられたサービス利用者からの苦情を把握し、対

応をはかるとともに、苦情内容を検証し、更なるサービスの質の向上につとめます。 

また、権利擁護センターの窓口は成年後見制度利用促進の一環としての相談機能や他事業者のサ

ービスに対する苦情相談窓口でもあるため、専門機関と連携する体制を構築します。 

令和７年度までの取組状況 今後の課題 

【福祉課福祉推進係】 

町や権利擁護センター、高齢者支援センター
等、どの部署で苦情や相談を受けても、必要
に応じて情報の共有化を行い、適切に対応で
きるよう連携をはかりました。 

相談窓口に寄せられた苦情を関係機関等で

共有し対応するとともに、内容を検証し、継

続してサービスの質の向上をはかる必要が

あります。 

【福祉課障がい者支援係】 

福祉サービスへの苦情対応は、福祉課窓口の

他、権利擁護センターによる専門的な相談体

制を整えています。計画期間中、権利擁護セ

ンターと連携して対応をはかるような苦情

はありませんでしたが、施設による障がい者

虐待（疑いを含む）通報の件数は増えつつあ

ります。 

障がい者の権利擁護に対する理解が徐々に

進み、町内に障害福祉サービス事業所が充実

してきた一方、今後はサービスへの苦情や虐

待通報、事業所への指導・助言の必要性が高

まることが予測されます。今後も権利擁護セ

ンターとの一層の連携や、町職員の研修など

による対応力の向上に努めていきます。 

また、町職員の研修受講では専門性の確保に

限界があるため、専門的な指導体制の確保方

策について検討が必要です。 
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（これらの施策は引き続き第５次地域保健福祉計画でも実施されます。第５章 施策の展開、基本目標２、基本施策

（５）、124 ページを参照して下さい。） 

 

  

③苦情対応等に基づくサ

ービスの質の向上 

【高齢者福祉課地域包括ケア推進係】 

虐待等の案件では、高齢者支援センターとと

もに早期発見・早期解決につとめ、対応しま

した。また、家族間で多問題を抱えているこ

とがあるため、高齢者支援センターと連携す

るとともに、権利擁護センター等の関係機関

とケース会議を実施し、対応しました。 

今後、多問題を抱える家族が増えていくこと

が予想されます。関係機関との更なる連携を

はかり、対応していく必要があります。 

【高齢者福祉課介護支援係】 

高齢者施設等への苦情等について、適切かつ

迅速に関係機関等と連携し対応しています。 

また、苦情の防止やサービスの質の向上の観

点から、町内地域密着型介護サービス事業所

（通所介護・認知症対応型通所介護・認知症

対応型共同生活介護）及び居宅介護支援事業

所の指導検査を事業所指定期間（６年）中に

１回実施し、運営指導を行いました。 

適正な介護サービスを提供するため、引き続

き、適正な指導を行うとともに、苦情等の困

難な案件については、関係機関等との連携を

強化し、適切な対応をする必要があります。 

【社会福祉協議会】 

権利擁護センターみずほでは、町内の福祉サ

ービスを利用している方が、事業者との間で

苦情を解決することが困難な場合に、第三者

の立場から相談を受ける「福祉サービス苦情

相談窓口」を設置しています。 

広報みずほや社協だより、ホームページを活

用し、福祉サービス苦情相談窓口の周知に努

めました。 

権利擁護センターみずほの福祉サービス苦

情相談窓口は行政機関と連携し窓口の周知

が必要です。 

④第三者によるサービス

評価の支援 

第三者機関によるサービス評価システムの普及定着に向けて、サービス提供事業者への周知を

はかります。 

東京都の補助制度を活用し、施設等の第三者機関によるサービス評価の実施を支援します。 

令和７年度までの取組状況 今後の課題 

【福祉課福祉推進係】 

町内福祉施設に第三者機関によるサービス

評価システムについて、パンフレットの配布

するなど周知をはかっています。また、東京

都の補助制度を活用し、施設等の第三者機関

によるサービス評価の実施を支援しました。 

東京都の補助制度を活用し、第三者機関によ

るサービス評価の実施を適切に支援できる

よう、関係部署へ適切に情報を提供し、連携

をはかります。 

【福祉課障がい者支援係】 

計画期間を通じて、都の補助制度を活用し、

第三者評価を受ける事業所に費用助成を行

いました。 

今後も第三者評価の啓発と支援を継続しま

す。 

【子育て応援課保育・幼稚園係】 

認可保育所、認定こども園、小規模保育事業

所に補助金を交付するものです。 

第三者評価結果をいかした運営の改善が図

られているため、今後も事業を継続します。 

【高齢者福祉課介護支援係】 

介護サービスの質の向上のため事業者が実

施する第三者評価に対し、補助金を交付しま

した。 

毎年、町内の認知症対応型共同生活介護、介

護予防認知症対応型共同生活介護を提供す

る事業者に補助金を交付しました。 

評価結果を事業者が適正な運営、利用者への

サービス向上にいかすことができるよう指

導するとともに、事業者に対し継続的に実施

していくため連携をはかる必要があります。 
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３ 誰もが安心して暮らせる環境づくり 

（この施策は引き続き第５次地域保健福祉計画でも実施されます。第５章 施策の展開、基本目標３、基本施策

（１）、125 ページを参照して下さい。） 

  

（１）権利擁護の推進 

①権利の擁護 

認知症や障がいにより、意思能力や判断能力が低下した人たちが、地域で自立した生活を送るこ

とができるよう、地域福祉権利擁護事業を推進するとともに、消費者保護に関係する機関との連

携を強化することにより、権利侵害の未然防止、早期解決をはかります。 

また、介護等従事者による虐待の通報に迅速に対応し、高齢者や障がい者の権利擁護につとめ

るとともに、事業者の提供するサービスの質の向上に向け指導、助言をします。 

令和７年度までの取組状況 今後の課題 

【福祉課福祉推進係】 

認知症や障がいにより、意思能力や判断能力

が低下した人たちが、地域で自立した生活を

送ることができるよう、権利擁護センターみ

ずほでは地域福祉権利擁護事業や成年後見

制度の利用支援を実施しています。事業受託

者である社会福祉協議会やその他関係機関、

関係各課との連携をはかりました。 

権利侵害の防止、早期解決をはかるため、引

き続き社会福祉協議会やその他関係機関、関

係各課と連携し、事業を継続します。 

【福祉課障がい者支援係】 

障がいにより意思能力や判断能力が低下し

ている方を支援する際は、権利擁護事業や成

年後見制度などを紹介し、権利擁護センター

と連携するなどして、利用の促進に努めまし

た。 

また、基幹相談支援センターの研修などの機

会に、支援関係者に対しても、権利擁護の制

度や仕組みの啓発を行いました。 

障害者虐待（疑いを含む）通報に迅速に対応

し、関係機関と連携を図りながら、障がい者

の環境改善や障害福祉サービス事業所への

助言などを行いました。 

引き続き、権利擁護センターや基幹相談支援

センターと連携し、障がい者の権利侵害の未

然防止、早期解決を図ります。 

【高齢者福祉課地域包括ケア推進係】 

高齢者の権利擁護に対する相談に、高齢者支

援センターで対応し、権利擁護に関する講座

を高齢者支援センターの社会福祉士が中心

となり開催しました。また、高齢者支援セン

ターと消費者相談員との情報交換会や法律

事務所との情報交換会に参加するなど、連携

強化をはかっています。 

意思決定能力や判断能力が低下した方々が、

地域で自立した生活を送ることができるよ

う、権利擁護についての理解を更に推進する

必要があります。また、消費者保護に関係す

る機関との連携を引き続き強化する必要が

あります。 

【高齢者福祉課介護支援係】 

高齢者施設等での虐待通報に対し、適正かつ

迅速に対応できるよう体制を整え、施設への

調査、報告の徴収等を行い適正に指導を行い

ました。また、困難な事例に対しては、関係

機関等と連携し対応しています。 

高齢者施設等での虐待の通報時には、迅速な

対応が求められているため、専門的なアドバ

イスに基づき、関係機関との連携強化が必要

となります。 
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（これらの施策は引き続き第５次地域保健福祉計画でも実施されます。第５章 施策の展開、 

基本目標３、基本施策（１）、125 ページを参照して下さい。）  

①権利の擁護 

【社会福祉協議会】 

東部高齢者支援センターでは、高齢で要介護

状態であっても、自分らしく生活ができるよ

う、一般に向けて瑞穂町と連携し、認知症サ

ポーター養成研修や権利擁護の啓発を実施

しています。また、福祉支援者に対して虐待

の早期発見に向けた研修を実施しています。 

権利擁護センターみずほでは、判断能力が不

十分な方が地域で自立した生活を送れるよ

う地域福祉権利擁護事業や成年後見制度の

利用支援を実施します。金融機関からの情報

提供で、福祉関係者との連携強化につながっ

たケースがありました。 

東部高齢者支援センターでは、行政、西部高
齢者支援センターや介護サービス事業所と
ともに広く地域に向けた権利擁護の啓発を
進めていく必要があります。また身近にある
事例として消費者被害などについて警察等
と連携し、予防のための講座を開催していき
ます。 
課題を抱えている方の早期発見のためには、
支援関係者や住民に権利擁護センターみず
ほを周知していく必要があります。地域で一
人ひとりがその人らしく暮らしていくため
には、成年後見制度等と一体的に、本人が守
られるべき権利など「権利擁護」の意識の啓
発が今後一層必要です。 

②権利擁護事業に関す

る連携と利用者に対する

支援 

「権利擁護センターみずほ」を中心に関係部署の相談体制の充実につとめるとともに関係部署、

関係機関が連携し相談者や成年後見制度利用者に対する支援を行います。 

また制度利用者に関わる地域連携ネットワークづくりをめざし、新たな連携の構築を検討します。 

令和７年度までの取組状況 今後の課題 

【福祉課福祉推進係】 

高齢者や障がい者等が自立した社会生活を

営めるよう、権利擁護センターみずほや基幹

相談支援センター、関係機関等と連携し、相

談者や成年後見制度利用者に対する支援を

行いました。 

引き続き権利擁護センターみずほや基幹相
談支援センター他、関係機関と連携し、相談
者や成年後見利用者に対する支援の充実を
はかる必要があります。 
成年後見制度の利用促進に向け、後見人等報
酬助成の拡充などについて検討を進めるこ
とが必要です。 

【福祉課障がい者支援係】 

障がい者の相談支援を通じて権利擁護事業
や成年後見制度などを紹介し、必要に応じて
成年後見の町長申し立てを行うなど、利用の
促進に努めました。 
権利擁護センター運営協議会に参加し、障が
い者施策と権利擁護センター業務とが緊密
に連携できるよう、検討を行いました。今後、
基幹相談支援センターと権利擁護センター
の連携強化や業務内容の整理を検討します。 

資力の少ない方でも成年後見制度などを適

切に活用できるようにするためには、助成範

囲の拡大も視野に入れた検討を行う必要が

あります。また、後見を担う人材が不足して

いるため、選任まで時間がかかる方が出てお

り、市民後見人の養成や法人後見を担う機関

の創設などの検討や、広域的な協力体制の検

討などが必要です。 

【高齢者福祉課地域包括ケア推進係】 
認知症高齢者等で必要な方に成年後見制度
の説明を行っています。また、親族等がいな
いなど、後見開始の申立てができない場合、
それに代わって町が申立てを行い、年間２～
３件の申立てを行いました。「権利擁護セン
ターみずほ」からの情報の引継ぎや、申立て
の適否及び候補者に関する相談等、連携して
申立てを行いました。 

今後も高齢化に伴い、身寄りがない認知症の

高齢者等が増えてくると、ますます成年後見

制度の利用が必要となります。「権利擁護セ

ンターみずほ」との連携を更に進める必要が

あります。 

【社会福祉協議会】 
相談者の自立生活を支えるために制度利用
の決定や支援内容、後見人等の選定などは、
関係する多職種との支援会議などを行い、支
援の方針を決定しています。また、本人や親
族の申し立てが困難がケースは、町地域包括
ケア推進係や障がい者支援係と連携した首
長申し立てを実施しています。行政、司法書
士団体との会議や運営委員会を通して、申立
ての補助や報酬助成制度、専門職を交えた支
援検討会議について現状把握と課題検討を
しました。 

低所得者や生活保護受給者など資力のない

方であっても、必要な方には円滑に制度が利

用できるよう、申立ての補助や報酬助成制度

などの充実が必要です。 

表面化しない潜在的なニーズが多く住民や

関係者との連携の中で、支援が必要とされる

方の早期発見につとめる必要があります。 
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（この施策は引き続き第５次地域保健福祉計画でも実施されます。第５章 施策の展開、基本目標３、基本施策

（１）、125 ページを参照して下さい。） 

  

③成年後見制度の周知 

「権利擁護センターみずほ」を中心に広報機能の整備について推進します。また、広く住民に知っ

てもらうためセンターと協力し、チラシやホームページでも継続して周知をはかります。 

令和７年度までの取組状況 今後の課題 

【福祉課福祉推進係】 

制度の利用が必要な方に権利擁護センター

みずほを案内したり、チラシを設置していま

す。また、権利擁護センターみずほが実施す

る住民を対象とした講座について、町ホーム

ページでも周知し、より多くの住民に情報が

届くよう取り組みました。 

成年後見制度の周知のため、広報や町ホーム

ページでの周知等継続して取り組む必要が

あります。 

住民アンケート調査では、「権利擁護センタ

ーみずほ」を知っていると回答した方の割合

は４．４%であり、認知度向上が課題です。 

権利擁護センターみずほと連携し、成年後見

制度の周知とともにセンターの認知度向上

に向けた取組が必要です。 

【福祉課障がい者支援係】 

権利擁護センターが行う事業や研修などを、

町内の障害福祉サービス事業所等や、障がい

者に周知し、広報に協力しました。 

また、基幹相談支援センターの業務として、

権利擁護センターで関係のある講師を招い

た成年後見制度の研修を企画するなど、協力

して事業を実施することで、住民や関係機関

への制度理解を深める取組を行いました。 

引き続き、制度の周知を行います。 

【高齢者福祉課地域包括ケア推進係】 

介護支援専門員研修会で高齢者虐待に関す

る研修を実施するとともに、高齢者支援セン

ターの社会福祉士を中心に権利擁護センタ

ーみずほと連携し、権利擁護についての市民

講座を開催し、成年後見制度についても周知

を行いました。 

様々な機会を通じ、成年後見制度の周知につ

いて、権利擁護センターみずほを中心に、連

携して推進していく必要があります。 

【社会福祉協議会】 

権利擁護センターみずほでは、広く一般や支

援者向けに制度の講座や連絡会を開催して

います。関係機関に講座や連絡会のポスター

とチラシを配布、毎月１回実施している成年

後見利用相談の開催メールを配信しました。

社協だよりやホームページ、Facebook ・

Instagram、広報、福祉部各課が発行する刊

行物に制度や権利擁護センター事業を掲載

し、周知を図りました。令和７年度は、権利

擁護の推進を町内全域にはかるため、住民参

加型の劇団を結成する予定です。 

町内の金融機関、福祉事業所、住民などに権

利擁護センターみずほの周知をより一層図

っていく必要があります。社会情勢の変化に

伴い、認知症や終活などといった、関心の持

ちやすいテーマとともに制度の啓発を効果

的に進めていく必要があります。 
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（③の施策は取組内容を修正した上で、①及び②の施策は引き続き第５次地域保健福祉計画でも実施されます。第

５章 施策の展開、基本目標３、基本施策（２）、127 ページを参照して下さい。） 

  

（２）ユニバーサルデザインの推進 

①ユニバーサルデザイン

についての啓発 

「東京都福祉のまちづくり条例」に沿って、ユニバーサルデザインのまちづくりをすすめます。 

令和７年度までの取組状況 今後の課題 

【福祉課福祉推進係】 

開発指導担当課と連携し、町や開発業者が公

共施設や建築物等を整備する場合、福祉のま

ちづくり条例に沿った開発等を行うよう、情

報提供・指導を行いました。 

福祉のまちづくり条例に沿った開発等が行

われるよう、引き続き関係課との連携をはか

ります。 

【都市計画課計画・住宅係】 

瑞穂町都市計画マスタープランの中で、ユニ

バーサルデザインを積極的に推進すること

としています。 

各種公共・公益施設だけでなく民間の建築物

も含めて不特定多数の方が利用する施設に

ついて、引き続きユニバーサルデザインを推

進するよう誘導していくことが必要です。 

②東京都福祉のまちづく

り条例施設整備マニュア

ルへの対応 

東京都福祉のまちづくり条例施設整備マニュアルを踏まえ、事業者や設計者が建築物等を設計

するうえで、適合証交付請求書や届出書の提出を確実に行うよう指示します。 

令和７年度までの取組状況 今後の課題 

【福祉課福祉推進係】 

公共施設、店舗や事務所等を整備する際に、

東京都福祉のまちづくり条例を遵守するよ

う指導しました。年間１～３件ほど届出書が

提出されました。 

制度について引き続き周知を行い、適切に事

務処理を進めます。 

【都市計画課計画・住宅係】 

瑞穂町宅地開発等指導要綱の適用案件のう

ち、届出が必要な建築物を建築する事業主に

対し、東京都福祉のまちづくり条例について

担当部署と協議するよう指導しています。 

令和３年度の指導状況：８件 

令和４年度の指導状況：２件 

令和５年度の指導状況：３件 

令和６年度の指導状況：１件 

令和７年度（７月末時点）の指導状況：０件 

宅地開発等指導要綱に基づく指導の中で、引

き続き担当部署との協議を指導していくこ

とが必要です。 

③公共施設の整備 

公共施設、道路、公園等のユニバーサルデザイン化及び町内道路路線の歩道等の設置や歩道

の段差解消を推進していきます。 

令和７年度までの取組状況 今後の課題 

【福祉課福祉推進係】 

東京都の補助金を活用し、公共施設のトイレ

改修などのユニバーサルデザイン化を推進

しました。 

施設所管課へ情報提供を行い、東京都福祉の

まちづくり条例に規定する整備基準に適合

した公共施設等の整備を進めます。 

【建設課維持管理係】 

住民の方々や通行者からの情報提供や職員

による道路の巡回パトロールを行い、不良箇

所の早期発見につとめ、迅速かつ的確な対応

により事故の未然防止をはかりました。 

歩道の設置や段差解消については、隣接地権

者の協力やその場所に適した施工方法を選

択することが必要となります。 

【建設課公園係】 

令和３年度新設「富士山ひよどり公園」 

令和４年度新設「陵北公園」 

園名板に外国語表記（英語）を併記しました。

また、福祉のまちづくり条例に基づき園内入

口の車止めの間隔を確保し、車いすが支障な

く入園できるようにしました。また、陵北公

園は公園の入口に点字ブロックも設置しま

した。 

今後も新設公園の園名板や既存公園の園名

板を修繕する際には、英語表記を取り入れて

いきます。 

建設予定の公園は、福祉のまちづくり条例に

基づいた公園整備を検討する必要がありま

す。 
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（④の施策は③に統合され、第５次地域保健福祉計画でも実施されます。第５章 施策の展開、基本目標３、基本施

策（２）、127 ページを参照して下さい。） 

  

④建築物等の整備 

新築の町有建築物については、ユニバーサルデザイン化につとめるとともに、既存の建築物につ

いても計画的に改善・整備を推進していきます。 

令和７年度までの取組状況 今後の課題 

【福祉課福祉推進係】 

東京都の補助金を活用し、公共施設のトイレ

改修などのユニバーサルデザイン化を推進

しました。 

施設所管課へ情報提供を行い、東京都福祉の

まちづくり条例に規定する整備基準に適合

した公共施設等の整備を進めます。 

【建設課公園係】 

令和４年度に松原中央公園のバリアフリー

トイレに東京都の補助金を活用してベビー

シートを設置しました。 

公園の改修や新築をする場合は、東京都の補

助金を活用しながらユニバーサルデザイン

化を進める必要があります。 
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（これらの施策は引き続き第５次地域保健福祉計画でも実施されます。第５章 施策の展開、 

基本目標３、基本施策（３）、128 ページを参照して下さい。）  

（３）防災・防犯体制の充実 

①災害時要配慮者の安

全確保体制の整備 

災害時において、要配慮者が正しく情報及び支援を得て、適切な行動がとれるようにするために

は、地域防災力の向上が必要となります。 

被害を軽減するためには、施設、資機材等ハード面の整備だけでなく、各防災機関による連携並

びに事業者及び住民の役割を明確にし、住民、行政及び事業者が一体となって活動を行えるよう

自主防災組織の強化をはかり、日頃からコミュニティの充実につとめるとともに、事業所において

は、自衛消防組織を整備し、地域及び行政との連携体制の推進をはかります。 

訓練等を通じて災害時における高齢者等の受入れに関する協定の実効性を高めます。 

令和７年度までの取組状況 今後の課題 

【福祉課障がい者支援係】 

計画期間中に、避難行動要支援者名簿を管理

するシステムを導入し、登録の呼びかけと、

登録内容の定期的な更新を行うとともに、高

齢者福祉課と協力して、安全・安心課や避難

支援者に共有するための名簿・マップを作製

しました。 

町内に障害福祉サービス事業所などの社会
資源が少なく、実効性のある協定の整備や、
障害特性に応じた福祉避難所の整備を進め
ることができませんでした。 
また、福祉課単独では自主防災組織等との具
体的な話し合いを行うことが難しく、災害時
要配慮者の安全確保に重要となる個別避難
計画の作成に向けた検討などを進めること
ができませんでした。 
実効性のある安全確保体制の整備において
は、課を超えた連携強化と、人員の確保が重
要です。 

【高齢者福祉課高齢者支援係/介護支援係】 
避難行動要支援者名簿の整備とマップを作成
しました。名簿とマップは、安全・安心課をは
じめ消防署、警察署、自主防災組織、民生委
員・児童委員協議会等に名簿情報を提供し共
有化をはかっています。また、対象者に名簿
登録の希望調査を行いました。なお、災害時
における高齢者の受入れに関する協定に基づ
く介護保険施設等との共同訓練では、町関係
部署、福生消防署等と連携して実施しました。 

今後も名簿の情報を更新するため、定期的な
調査を実施していく必要があります。 
介護保険施設等と定期的な共同訓練の実施
に向け、関係機関との連携を深めるととも
に、今年度の実績を踏まえ効果的に実施でき
るよう工夫していく必要があります。 

【安全・安心課安全係】 

災害時避難行動要支援者名簿については、地
域防災計画に避難支援関係者となる者に規定
されている自主防災組織、消防署、警察署等
に名簿を提供し、共有を図りました。また、自
主防災組織と名簿の活用について、情報交換
を行いました。 

各自主防災組織に当該名簿を預けています

が、個人情報が多く記載されているため、同

組織内での活用方法等が課題です。また、個

別避難計画の作成が進捗しておらず、整備が

必要となります。 

②災害時要配慮者への

対応 

要配慮者の現状把握とともに、安否確認等災害時の援護活動が効率的に行えるよう、実態把握、

リストの作成や災害時要配慮者マップの整備を行います。 

令和７年度までの取組状況 今後の課題 

【福祉課障がい者支援係】 
計画期間中に、避難行動要支援者名簿を管理
するシステムを導入し、登録の呼びかけと、
登録内容の定期的な更新を行うとともに、高
齢者福祉課と協力して、安全・安心課や避難
支援者に共有するための名簿・マップを作製
しました。 

避難行動要支援者名簿のシステム管理と、登

録の呼びかけ、定期的な登録内容の更新を引

き続き継続します。 

【高齢者福祉課高齢者支援係】 

避難行動要支援者名簿の整備とマップを作成
し、安全・安心課をはじめ、消防署、警察署、自
主防災組織、民生委員・児童委員協議会等に名
簿情報を提供し共有化をはかっています。また、
対象者に名簿登録の希望調査を行いました。 

今後も名簿の情報を更新するため、定期的な

調査を実施する必要があります。災害時に住

民、行政、事業所が一体となって活動を行え

るように、情報共有や協力体制の更なる強化

が必要です。 
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（これらの施策は引き続き第５次地域保健福祉計画でも実施されます。第５章 施策の展開、基本目標３、

基本施策（３）、128 ページを参照して下さい。） 

  

③災害ボランティアの育

成と連携体制 

柔軟性やきめ細かさといった特性をもつボランティアやＮＰＯなどの活動は、行政と異なる立場か

ら被災者の救済や災害の除去に大きな役割を果たすものであり、大規模災害においては、行政と

ともに欠くことのできない存在です。 

毎年の防災訓練に合わせ、社会福祉協議会では災害ボランティアセンターの設置訓練を行ってお

り、今後も災害ボランティアの育成と連携体制の強化につとめます。 

また、新型コロナウイルス感染症にも対応した、オンラインを活用した訓練も実施します。 

令和７年度までの取組状況 今後の課題 

【福祉課福祉推進係】 

災害ボランティアセンター設置訓練を実施

しているボランティアセンターみずほの運

営費の一部を町補助金を通して支援してい

ます。ICT を活用した訓練の実施など新たな

取組も行われています。 

ボランティアセンターみずほや関係機関、住

民等との関係性を構築し、有事に備える取組

を継続します。 

【社会福祉協議会】 

災害ボランティアセンター設置訓練を年１回

実施しました。令和３年度には新型コロナウ

イルス感染症拡大防止に対応したオンライン

活用訓練を行い、その他は対面での訓練を実

施しました。 

令和６年２月に石川県かほく市、９月に石川

県輪島市の災害ボランティアセンターにそれ

ぞれ職員１人を派遣し、運営支援を行いまし

た。令和7年2月には、石川県の災害ボランテ

ィアセンターで導入されていたICT（情報通信

技術）を活用した訓練を実施しました。この

ICTの導入で、職員の業務負担が軽減され、職

員が被災者と関わる時間が持てるようにな

り、今まで以上に被災者に寄り添った支援が

できるようになるということがわかりまし

た。 

災害ボランティアセンターの設置場所の検

討を含めて、マニュアルの見直しも進めてい

く必要があります。ボランティアセンターの

運営を効率よく進めていくために、ICT を活

用した訓練を行い、出た課題をもとに修正を

図っていくことが必要です。 

また、平時から地域住民や企業、関係機関と

顔の見える関係性を構築し、有事の際に連携

がとれるような体制が必要です。 

④地域防犯活動の推進 

警察や地域住民等と連携しながら、防犯対策をすすめます。町内会・自治会単位で防犯パトロー

ルが行われている地域もあり、今後も安全・安心なまちをめざし、防犯に関する取組を推進してい

きます。 

令和７年度までの取組状況 今後の課題 

【協働推進課地域協働係】 

町内会・自治会が行う防犯パトロール活動に

対して、地域づくり補助金を交付することに

より、側面からの支援を行いました。また、防

犯等に関するチラシやポスターを、町内会・

自治会の回覧板や地域の掲示板に掲示し、周

知等を行うことで、防犯に関する取組を推進

しました。 

ポスターやチラシの回覧に関し、SNS を活用

した電子回覧板の導入により、登録者に対し、

速やかに情報提供を行うことができました。 

今後も、町内会・自治会が行う防犯パトロー

ル活動を支援するため、地域づくり補助金を

活用し、側面からの支援を続けることが必要

です。また、より安全・安心なまちを目指すに

は、警察等と連携し、継続して防犯に関する

情報等を周知・啓発していく必要があります。 

電子回覧板の登録者をより増やすため、定期

的な広報活動を行う必要があります。 

【安全・安心課交通防犯担当】 

防犯等に関するチラシやポスターを、町内

会・自治会の回覧板や地域の掲示板に掲示

し、周知等を行うことで、防犯に関する取組

を推進するとともに、防犯対策緊急補助事業

及びわんわんパトロール事業を通じて、住民

の防犯意識の向上に努めました。 

安全・安心なまちを目指すには、警察等と連

携し、継続して防犯に関する情報等を周知・

啓発していくとともに、今年度で防犯パトロ

ール事業を終了することから、防犯カメラ更

新事業等により、防犯対策を推進していく必

要があります。 
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（これらの施策は引き続き第５次地域保健福祉計画でも実施されます。第５章 施策の展開、基本目標３、基本施策

（３）、128～129 ページを参照して下さい。） 

  

④地域防犯活動の推進 

【建設課公園係】 

【防犯カメラ設置状況】 

令和 3 年度：狭山池公園と富士見公園 

計２基 

令和 4 年度：六道山公園に 1 基 

合計３台のカメラを設置し、公園の犯罪抑止

効果を高めました。また、犯罪発生後に警察

へ防犯カメラの関係データを提供し、迅速な

捜査の促進や被害の拡大防止に協力し、警察

と連携体制を構築している。 

公園・緑道に防犯カメラが２８台設置されて

います。既存の防犯カメラの必要性を調査

し、設置場所を研究していく必要がありま

す。 

⑤相談体制の充実 

国や東京都等の関係機関、保護司会と連携して罪を犯した人の立ち直りを支えるため、窓口職員

の資質向上につとめます。また町内会・自治会からの相談を受けるなど、地域住民等が相談しや

すい環境の構築につとめます。 

令和７年度までの取組状況 今後の課題 

【福祉課福祉推進係】 

保護司会、更生保護女性会や法務省などと連

携し、保護司会の会議等で情報交換を行いま

した。保護司の面談の場として公共施設を活

用する取組を継続するとともに、窓口職員の

資質向上にもつとめました。 

保護司の活動内容を住民に周知するため、啓

発活動の継続、町ホームページを活用した活

動報告の周知などの取組を継続します。 

また、東京都等が実施している再犯防止に関

する研修会に参加するなど、職員の資質向上

に継続して取り組みます。 

【協働推進課地域協働係】 

協働の窓口（みずほマッチング）、身の上・

行政相談の窓口でもあるため、町内会・自治

会だけではなく、地域住民等から様々な相談

等を受け、関係部署や専門窓口等へ橋渡しを

行い、どんなことでも気軽に相談できる体制

を構築することができました。 

協働の窓口（みずほマッチング）、身の上・

行政相談は、様々な相談等を受ける窓口であ

ることを、多くの方に周知していく必要があ

ります。 

また、今後も、地域住民等が気軽に相談でき

る窓口としての役目を果たすため、現在の体

制を維持していくことが必要です。 

⑥関係機関との連携強化 

社会復帰をめざす人の様々なニーズに対応できるよう、日頃から庁内関係課、関係機関等で必要

な情報を共有し、支援体制の強化をはかります。 

令和７年度までの取組状況 今後の課題 

【福祉課福祉推進係】 

庁内の関係課、社会福祉協議会、西多摩福祉

事務所、西多摩くらしの相談センター、保護

司、東京保護観察所などと連携し、情報共有

を行っています。 

再犯防止担当者会議などを通じて、他自治体

の取組等の情報収集を行っています。 

引き続き庁内関係課等と情報を共有し、支援

体制の強化をはかります。 

【安全・安心課交通防犯担当】 

警察などの関係機関と情報共有を行うとと

もに、官公庁から発信される情報などについ

ても庁内関係課と共有を行いました。 

引き続き情報共有に努め、連携を強化するこ

とが必要です。 
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（これらの施策は引き続き第５次地域保健福祉計画でも実施されます。第５章 施策の展開、基本目標３、基本施策

（３）、129 ページを参照して下さい。） 

 

  

⑦自立・生活安定に向け

た援助 

社会復帰をめざしている人で、高齢者や障がいがある等で適切な支援がなければ自立した社会生

活を送ることが困難な人に対して、必要な福祉支援へ結び付けられるよう国や東京都の制度に関

する情報提供をすすめ、利用の促進をはかります。また就労や住居等の生活に不安を抱えている

人が、安心できる生活を送ることができるよう、東京都と連携をはかりながら支援していきます。 

令和７年度までの取組状況 今後の課題 

【福祉課福祉推進係】 

就労や住居等の生活に不安を抱えている方

の相談に乗り、安心して生活を送ることがで

きるよう、社会福祉協議会、西多摩福祉事務

所、西多摩くらしの相談センターなどと連携

し支援を行いました。 

関係機関との連携を進め、就労や住居等の生

活に不安を抱えている方の相談体制の充実

をはかるとともに、各支援制度の情報提供を

行います。 

【社会福祉協議会】 

生活に不安を抱えている方の相談を受け、東

京都社会福祉協議会や西多摩福祉事務所、西

多摩くらしの相談センターなどと連携し、必

要な相談支援を実施しました。 

東部高齢者支援センターでは、高齢者の住居

確保のため、不動産事業者への同行や居住支

援法人との連携を行いました。また、不動産

事業者と個別に高齢者との契約について、ま

た町都市計画課と空き家対策について話し

合い、瑞穂町の高齢者の住まいについて現状

を把握しました。 

相談者が安心して生活を送るために充実し

た情報提供が行えるよう、これからも関係機

関との連携を進めます。 

⑧学校関係者等と連携し

た非行防止、学習支援 

児童生徒の非行防止に向け保護司等が学校関係者と連携・協力体制を構築できるよう支援しま

す。また東京都と連携して、学習支援事業ならびに居場所づくりに取り組みます。 

令和７年度までの取組状況 今後の課題 

【福祉課福祉推進係】 

保護司、更生保護女性会、安全・安心課、福

生警察とともに瑞穂中学校、第二中学校に対

して学校訪問を行い、保護司による講話等を

実施しました。 

７月の社会を明るくする運動強調月間・再犯

防止啓発月間における駅頭広報活動では、中

学校の生徒にも参加していただくなど連携・

協力体制を構築しています。 

引続き、学校関係者と連携・協力体制を維持

できるよう支援します。 

【安全・安心課交通防犯担当】 

学校関係者からの情報を警察や青色防犯パ

トロールなどと共有し、活動にいかしまし

た。また、防犯パトロール中に得た情報を学

校関係者や警察と共有しました。 

瑞穂町安全・安心まちづくり協議会を通じて

警察、ＰＴＡ、保護司会などの関係団体と情

報共有を図りました。 

引き続き情報共有に努め、関係機関との連携

を密にして活動します。 

【教育指導課指導係】 

地域の人材を活用した地域学校協働本部を

各学校に設置し、学校・家庭・地域が連携し

た児童・生徒の育成を図りました。地域学校

協働本部で、取組を工夫し、主体的に学習に

取り組む態度の育成を目指しています。ま

た、各学校の特色をいかし、児童・生徒の学

ぶ意欲を高めています。 

地域の住民の協力を得て、地域コーディネー

ターを委嘱し、地域学校協働本部の運営を行

います。各学校の独自性をいかして進められ

るよう、各学校の取組内容を共有していく必

要があります。 
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（この施策は引き続き第５次地域保健福祉計画でも実施されます。第５章 施策の展開、基本目標３、基本施策
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⑨広報・啓発活動の推進 

保護司会や更生保護女性会等と協力し、犯罪や非行のない地域社会を築くための「社会を明るく

する運動」を推進します。また、再犯の防止や犯罪を犯した人の地域での立ち直り等について、地

域住民の理解を深めるようつとめます。 

令和７年度までの取組状況 今後の課題 

【福祉課福祉推進係】 

７月の社会を明るくする運動強調月間・再犯

防止啓発月間では、駅頭広報活動及び役場庁

舎やコミュニティセンター等公共施設での

啓発活動を実施しました。 

また、瑞穂中学校、第二中学校に対して学校

訪問を実施し、保護司から非行防止などにつ

いて講話を行いました。 

産業まつりでは保護司会や更生保護女性会

と協力し、啓発活動を行いました。 

引き続き保護司や更生保護女性会等と連携

し、「社会を明るくする運動」を推進し、再

犯の防止や犯罪を犯した人の地域での立ち

直り等について、地域住民の理解を深めるよ

うつとめます。 

【安全・安心課交通防犯担当】 

瑞穂町安全・安心まちづくり協議会におい

て、「社会を明るくする運動」をはじめとし

た活動状況等の報告を受け、各団体と情報共

有を図りました。 

引き続き情報共有に努め、関係機関との連携

を強化します。 
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（これらの施策は引き続き第５次地域保健福祉計画でも実施されます。第５章 施策の展開、基本目標３、基本施策
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（４）すべての子育て家庭への支援 

①子ども家庭支援センタ

ー機能の充実 

子ども計画を推進し、安心・安全な環境づくりを行いつつ、すべての子育て家庭の支援を通じて、

子どもの健やかな成長をめざします。 

令和７年度までの取組状況 今後の課題 

【子ども家庭センター課子ども家庭支援係】 

令和６年10月に児童福祉及び母子保健の両

機能が一体的に相談支援を行う子ども家庭

センターを開設し、必要に応じた支援を行え

るよう環境整備をしました。 

関係機関と連携し、適切な支援に努めていま

す。 

子ども家庭支援の中核機関として、子育て支

援サービスの提供を継続します。 

また、要保護児童対策地域協議会を通じ、関

係機関と更なる連携強化につとめる必要が

あります。 

②子育て相談の充実 

子ども家庭支援センターや保育園、幼稚園、保健センター、子育て世代包括支援センター等の相

談事業において、関係機関との連携及び相談員の専門性を強化し、相談内容に応じた適切な指

導、援助を行います。 

令和７年度までの取組状況 今後の課題 

【子ども家庭センター課子ども家庭支援係】 

令和６年１０月に児童福祉及び母子保健の

両機能が一体的に相談支援を行う子ども家

庭センターを開設し、必要に応じた支援を行

えるよう環境整備をしました。 

相談業務についてのチラシの配布や、広報、

ホームページ等を活用し、周知をしていま

す。また、専門研修に参加し、相談員の専門

性強化を図っています。 

相談員の人材確保や相談内容に応じた適切

な助言が行える体制確保が必要となります。 

【子育て応援課保育・幼稚園係】 

保育園では子育てひろば事業等の中で相談

業務を実施します。相談を受ける保育士等の

資質向上のために、研修を実施しました。 

引き続き講演会や研修会等の機会を提供し、

保育士等の資質向上をはかります。 

【教育指導課指導係】 

教育相談室の心理士の専任相談員が教育相

談を実施しています。また、保育園・幼稚園

の要請に基づき、相談員が保育園・幼稚園を

訪問し、関係機関と連携をはかっています。

さらに、２月には、就学相談説明会を実施し

ています。 

今後も継続して、相談内容に応じた適切な助

言、支援を行い、関係機関と連携をはかって

いく必要があります。 

【子ども家庭センター課母子保健係】 

毎週、火曜日開催の育児・栄養・歯科相談（歯

科は第２・第４火曜日）に加え、心理相談、

保健師・管理栄養士の随時相談等を実施し、

子育てに関する相談を適宜受けています。 

また、子ども家庭センター課母子保健係で、

平成30年度から利用者支援事業（こども家

庭センター型（令和6年9月までは母子保健

型））を、令和5年3月から「妊婦・子育て家

庭への伴走型相談支援と経済的支援の一体

的実施事業」を合わせて行い、専門職による

きめ細かい相談支援や関係機関と連携した

支援により、子育て世代の負担軽減をはかっ

ています。子ども家庭センターを開設する令

和6年10月には、精神保健福祉士の資格を持

つ困難事例対応職員（母子保健ワーカー）を

任用し、困難ケースへの対応強化をはかりま

した。さらに令和5年10月には1歳児へのバ

ースデーサポート事業も開始しました。 

支援を要する妊産婦・子育て家庭は多問題

化、複雑化しており、相談支援の過程におい

て様々な関係機関との連携が必要になりま

す。 

令和６年１０月の組織改編により子ども家

庭センター課が創設され、児童福祉機能と母

子保健機能の一体的な相談支援体制が構築

されましたが、相談支援を効果的に実施でき

るよう運営方法等の検証は必要であり、状況

に応じて運営方法の見直し等、対応が必要な

場合もあります。 
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（この施策は引き続き第５次地域保健福祉計画でも実施されます。第５章 施策の展開、基本目標３、基本施策

（４）、130 ページを参照して下さい。） 

  

③子育て支援情報の提

供 

広報みずほ、ホームページ、チラシ等、多様で子育て家庭がアクセスしやすい媒体を活用し、町の

子育て支援サービスや関係機関の子育て支援活動等、情報提供の充実をはかります。 

令和７年度までの取組状況 今後の課題 

【福祉課福祉推進係】 

主任児童委員が中心となり「瑞穂町子育て応援

ガイドブック」を令和４年度に改訂しました。 

民生委員・児童委員の活動について、町ホーム

ページや広報、イベントでの啓発活動などを通

して PR しました。 

情報提供の充実について継続して取り組み

ます。 

【子ども家庭センター課子ども家庭支援係】 

子育て情報を適切に提供できるよう情報の

集積に努めています。また、来館者が情報を

得やすいよう掲示を工夫し、迅速な情報提供

に努めています。 

支援を必要としている家庭に情報が届くよ

う周知方法の充実をはかる必要があります。 

【子育て応援課子育て支援係】 

子育て支援サービスや各種制度を掲載した

「子育てほっとブック（冊子）」を毎年作成

し、転入や出生の手続時に配布（当該冊子の

情報は町ホームページにも掲載）することで

活用してきました。また、各種手当や医療費

助成の制度改正について、広報みずほや町ホ

ームページで周知をはかるとともに、東京都

が実施している事業（018 サポート）も町ホ

ームページや窓口で周知しました。 

その他、子育てナビワクワクみずほ（アプ

リ）、子育て支援制度のプッシュ配信を活用

することで情報を発信しました。 

広報みずほや町ホームページを活用した従

来の情報発信に加えて、「知りそびれ」「申

し込みそびれ」「貰いそびれ」をなくすため、

子育てナビワクワクみずほ（アプリ）、子育

て支援制度のプッシュ配信も活用するなど、

様々な手段を用いた情報発信を継続してい

きます。 

【子ども家庭センター課母子保健係】 

広報みずほ、ホームページ等、多様な媒体で

情報提供していますが、子育て世代にはプッ

シュ通知も可能なモバイルサービス「子育て

ナビ ワクワクみずほ」の活用が効果的です。

予防接種スケジューラーとして活用できる

ほか、子育て関連情報をまとめて見ることが

できるため、様々な機会を通じて子育て世代

にアプリケーションの活用を促し、利便性の

向上もはかっています。 

また、子育て世代包括支援センターで行う伴

走型相談支援では、養育者が子どもの成長段

階に応じて、必要なサービスや健診等を適切

な時期に受けられるよう、令和 5 年 3 月に

運用を開始した子育てガイド（出産・子育て

に関し、健診の時期や利用できるサービス及

び育児休業や復職の情報を案内）を活用し情

報提供しています。 

「子育てナビ ワクワクみずほ」については、

子育て世代が必要な情報を検索しやすいよ

う、内容を充実させるため、今後も関係各課

と掲載するべき情報を協議することが必要

です。 

また、子育て世代への情報提供は、文字情報

だけでなく動画等の視覚的に分かりやすい

情報も有効なため、優良な情報コンテンツが

あれば積極的に紹介していくことも必要で

す。 
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（これら施策は引き続き第５次地域保健福祉計画でも実施されます。第５章 施策の展開、基本目標３、基本施策

（４）、130 ページを参照して下さい。） 

  

④待機児童の解消への

取組と保育サービスの充

実 

認可保育所の増改築等あらゆる施策を駆使し、待機児童０の継続をめざします。幼稚園の預かり

保育を現在、町内全幼稚園において実施しており、事業の継続と拡充を促進します。 

令和７年度までの取組状況 今後の課題 

【子育て応援課保育・幼稚園係】 

4月1日時点での待機児童数は、令和3年度か

ら令和7年度まで0人を継続できました。保

育園に依頼し、弾力的に定員以上の入所対応

をしていただきました。 

定員割れとなっている保育園等について、定

員変更を実施し、定員割れを解消しました。 

保育士等の資質向上のために、研修会を実施

しました。 

令和5年度から、医療的ケアが必要な児童を

受け入れている保育所等に対し、支援を行い

ました。 

待機児童数０を継続するために様々な施策

を研究することが必要です。既存施設には、

定員弾力化を引き続き依頼していきます。 

また、児童人口減少の影響により、定員割れ

となる園が発生する可能性があることから、

入所率の推移を注視し、定員のスリム化等の

対策を研究する必要があります。 

⑤地域子育て支援事業

の充実 

時間外(延長)保育事業、放課後児童健全育成(学童保育クラブ)事業、子育て短期支援(ショートス

テイ)事業、一時預かり事業、病児・病後児保育事業、子育て援助活動支援(ファミリー・サポート・

センター)事業等の充実をはかります。 

令和７年度までの取組状況 今後の課題 

【子ども家庭センター課子ども家庭支援係】 

青梅市、あきる野市、羽村市、福生市、日の

出町、瑞穂町の６市町で連携・調整し、東京

恵明学園と契約してショートステイ事業を

実施しています。 

ファミリー・サポート・センター事業につい

ては提供会員養成講座を実施しています。 

支援の必要な方の利用につながるよう、様々

な媒体を活用し、制度の周知をする必要があ

ります。 

ショートステイ事業については利用枠の確

保、ファミリー・サポート・センター事業に

ついては提供会員の確保につとめる必要が

あります。 

【子育て応援課保育・幼稚園係】 

病児・病後児保育利用補助事業、時間外（延

長）保育事業、幼稚園及び保育園一時預かり

事業は継続実施中です。 

放課後児童健全育成（学童保育クラブ）事業

は、期間限定入所（夏季限定保育）を実施し

ました。 

利用者支援事業（特定型）、いわゆる保育サ

ポートコンシェルジュ事業を実施し、保育に

関する相談を受け付けています。 

保育園を利用していた児童が引き続き学童

保育クラブを利用することによる学童保育

クラブ需要の増加に対応するため、一部地域

において学童保育クラブ施設の拡充を実施

します。 
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（③の施策は取組内容を修正した上で、①及び②の施策は引き続き第５次地域保健福祉計画でも実施されます。第

５章 施策の展開、基本目標２、基本施策（４）、123 ページ及び基本目標３、基本施策（５）、131 ページを参照して下

さい。） 

  

（５）支援が必要な子どもと家庭への支援 

①要保護児童対策地域協

議会の充実 

児童虐待の予防・早期発見・早期対応をはかるため、関係機関の役割分担の調整や相互の連

携をはかる要保護児童対策地域協議会の機能を充実します。 

令和７年度までの取組状況 今後の課題 

【子ども家庭センター課子ども家庭支援係】 

実務者会議や講演会等を通じて要保護児

童等に関する問題について理解を深める

とともに、学校連絡会等の地域会議に参加

し、各関係機関の連携強化に努めていま

す。また、個別ケース検討会議において、

関係機関の役割分担の調整や相互の連携

をはかり、適切な支援につなげています。 

虐待の予防・早期発見・早期対応のため、要

保護児童対策地域協議会の更なる連携強化

に努め、機能の充実をはかる必要がありま

す。 

②児童虐待の未然防止 

子ども家庭支援センターや保健センター等での相談、乳幼児健康診査時における身体の様子

の観察、関係機関の情報提供により児童虐待の早期発見と早急な対応をはかります。また、地

域での情報が重要であり、児童虐待を発見した際には、関係機関と十分連携できる支援体制を

整えます。 

令和７年度までの取組状況 今後の課題 

【子ども家庭センター課子ども家庭支援係】 

要保護児童対策地域協議会で「子どもへの

虐待防止・対応の手引き」を配布し、関係機

関に迅速な情報提供を呼びかけています。 

また、「オレンジリボン・児童虐待防止推進

キャンペーン」では啓発物品の配布等を通

じて周知に努めています。 

要保護児童対策地域協議会を中心とした関

係機関との連携を継続し、各種媒体での啓発

を通じて、地域全体で虐待を未然に防止する

体制の強化につとめる必要があります。 

【子ども家庭センター課母子保健係】 

子育て世代包括支援センター事業及び各

種母子保健事業を通じ、健康診査未受診や

養育放棄等、児童虐待につながるおそれの

ある事例を把握した場合には、子ども家庭

支援係（令和6年9月までは子育て応援課

子ども家庭支援センター係）と情報共有し

ています。 

また、産婦訪問で産後メンタルヘルスチェ

ックを実施したり、面談や電話で産婦の気

分の落ち込みに気付いた場合等、産後うつ

などのおそれのある方にサポートプラン

（令和6年度運用開始）を作成し、必要な

支援を受けられるようにすることで、虐待

の未然防止・早期発見につとめました。 

引き続き、妊娠期から子育て期まで切れ目の

ない支援体制を推進し、その充実につとめ、

児童虐待の未然防止をはかることが必要で

す。 

令和６年10月の組織改編により子ども家庭

センター課が創設され、組織上同じ課になっ

たことで子ども家庭支援係と連携しやすく

なりましたが、一方で子ども家庭支援係と関

係が悪くなった要支援妊婦や要支援家庭の

相談支援に当たっては、母子保健係の支援も

拒否されないよう注意が必要です。 

③民生委員・児童委員等の

活動支援 

地域の子育て支援のために、民生委員・児童委員等の相談体制の充実につとめるとともに、子

育てガイドブックの発行の支援を行います。 

令和７年度までの取組状況 今後の課題 

【福祉課福祉推進係】 

民生委員・児童委員が中心となり「瑞穂町

子育て応援ガイドブック」を令和４年度に

改訂しました。 

冊子は子育て応援課や保健センター窓口

等で配布されています。 

「瑞穂町子育て応援ガイドブック」の改訂に

ついて、検討する必要があります。 
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（これらの施策は引き続き第５次地域保健福祉計画でも実施されます。第５章 施策の展開、基本目標３、基本施策

（５）、131 ページを参照して下さい。） 

  

③民生委員・児童委員等の

活動支援 

【子育て応援課子育て支援係】 

各種手当の新規申請時又は 6 月及び 8 月

の現況届提出時期には、民生委員・児童委

員による自宅訪問調査や証明が必要とな

る場合があります。職員が電話連絡等によ

り必要な情報を民生委員・児童委員に提供

したうえで、調査等を依頼しました。また、

民生委員・児童委員の負担を軽減するため

に状況に応じて職員が自宅訪問調査をす

るなど、柔軟な対応をしてきました。 

調査時だけではなく、民生委員・児童委員と

の連携をはかっていくとともに、必要な情報

を共有していきます。また民生委員・児童委

員の負担を軽減するために柔軟な対応をし

ていきます。 

④日常生活援助及びひとり

親家庭の自立支援・経済的

支援 

子ども家庭支援センターで実施しているファミリー・サポート・センター事業や社会福祉協議会で

実施している有償家事援助サービス等を紹介し、対応します。 

ひとり親家庭ホームヘルプサービス事業、学校給食費補助金交付、乳がん検診無料受診の適

正かつ円滑な実施につとめます。 

就労のための資格取得や職業訓練への助成、就労相談を実施する専門機関の紹介等により、

自立に向けた支援につとめます。また、ひとり親家庭関連の手当の給付や福祉資金の貸付等

の経済的支援により、ひとり親家庭の自立促進をはかります。 

令和７年度までの取組状況 今後の課題 

【子育て応援課子育て支援係】 

ひとり親家庭ホームヘルプサービス事業に

ついては、子育てほっとブック、町ホームペ

ージ及び広報みずほ等で周知をはかり、ヘル

パー派遣事業者の協力を得ることで継続し

て実施してきました。また、８月の児童扶養

手当等の現況受付期間に、西多摩福祉事務所

及びハローワーク青梅による「ひとり親家庭

等就労相談窓口」を開設しました。 

直接的に実施しているひとり親家庭等に対

する支援は手当支給や医療費助成が主なも

のですが、就労支援や経済的支援について

は、西多摩福祉事務所や社会福祉協議会と連

携することで、ひとり親家庭等の自立をはか

りました。 

ひとり親家庭ホームヘルプサービス事業は

ヘルパーが自宅で育児等の援助を行うもの

であり、ヘルパーが自宅に入ることに抵抗が

ある、外出（公園等で遊ばせる）できない等

の理由で、利用を躊躇している場合もあるた

め、利用世帯や利用件数は年によって差が出

ています。様々な手段により周知をはかって

いますが、より多くの方に当該事業を知って

もらうため、引き続き周知が必要です。 

また、子育てほっとブックや町ホームページ

等で西多摩福祉事務所や社会福祉協議会等

で実施している支援等を周知するとともに、

西多摩福祉事務所や社会福祉協議会等との

連携を強化していくことが重要です。 

【子ども家庭センター課子ども家庭支援係】 

広報、ホームページ、ひばりだより等を活

用し、ファミリー・サポート・センター事

業の周知に努めていますが、近年では利用

件数は減少傾向にあります。 

支援が必要な方がサービスを利用できるよ

う、提供会員の確保が必要となります。 
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（この施策は引き続き第５次地域保健福祉計画でも実施されます。第５章 施策の展開、基本目標３、基本施策

（５）、131 ページを参照して下さい。） 

  

⑤相談体制の充実 

障がい児や発達障がい児、不登校児童生徒等の相談体制の充実をはかり、障がいのある子ど

も等の親の精神的負担の軽減や、相談者のニーズに応じたサービス等の提供につとめます。ま

た、これに伴い関連機関との連携を強化します。 

令和７年度までの取組状況 今後の課題 

【福祉課障がい者支援係】 

町内に相談支援事業所が不足しているた

め、社会福祉協議会及び地域活動支援セン

ターひまわりで、町業務委託による相談支

援事業所を運営しています。障がい児の相

談ニーズの高まりに反して相談事業所の不

足が著しいため、令和６年度から社会福祉

協議会に障害児相談の機能を追加しまし

た。令和７年度からひまわりの人員を増や

せるよう、委託内容を見直しました。また、

令和８年度からの心身障害者（児）福祉セ

ンターあゆみの指定管理者募集に際し、相

談支援事業の開始を応募要件としました。 

令和６年１０月に基幹相談支援センターを

設置し、町内相談支援事業所の支援力向上

と、他問題事例や支援困難事例への対応力

強化を図りました。 

障がい者・児の相談ニーズの高まりに対し、

相談支援事業所の不足は深刻となる一方で

す。特に障害児相談の不足が著しいため、確

保のための検討を継続することが必要で

す。 

基幹相談支援センターについては、主任相

談支援専門員の配置など、より専門的な相

談支援体制の整備に向け、人材確保と業務

内容の充実を行う必要があります。 

【教育指導課指導係】 

障がい等のある子どもの保護者や、子ども

の発達に不安を抱える保護者からの相談に

応じ、就学相談を実施しました。就学相談

では、子どもにとって必要な支援内容や環

境について、教育相談室の専任相談員が保

護者とともに考え、就学に向けた支援を行

っています。 

なお、就学相談への理解を広めるため保護

者に向けた就学相談説明会を実施しまし

た。 

また、スクールソーシャルワーカーが関係

機関と連携し、不登校や学校に行きづらい

児童・生徒の支援を行っています。 

障がい等のある子どもが適切な就学先に就

学できるよう、関係機関との連携を充実し

ていく必要があります。 

また、就学相談の充実をはかるため、就学相

談説明会において就学相談に関する情報等

を分かりやすく提供する必要があります。 
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（これらの施策は引き続き第５次地域保健福祉計画でも実施されます。第５章 施策の展開、基本目標３、

基本施策（５）、132 ページを参照して下さい。） 

  

⑥発達障害等支援の充

実 

自閉症スペクトラム、アスペルガー症候群（ＡＳＤ）、学習障害（ＬＤ）、注意欠陥多動性障害（ＡＤＨ

Ｄ）やその傾向のある子どもと親に対し、必要とする支援を行うことができる体制を確立します。 

また、同じ考え方や悩みを持つ親同士のつながりをサポートし、互いの悩みや情報交換がはかれ

る環境を作っていきます。 

令和７年度までの取組状況 今後の課題 

【福祉課障がい者支援係】 

平成30年度から心理職を雇用し、計画期間
中に個別相談（にじいろ）、保育園等巡回相
談、発達障害者児支援講演会、発達障害児支
援関係者向け研修、障がい児サークル「瑞穂
おやこの会」への側面支援など、少しずつ業
務内容を充実させてきました。 
また、母子保健・子育て支援・教育など分野
横断的に発達障害児の支援に関わる部署を
集めた関係者会議を開催し、情報共有や支援
方針の検討の機会とすると共に、就学や卒業
などのライフサイクルを超えた切れ目のな
い支援のための個別事例の引継ぎなどを行
いました。 

これらの取組を継続し、引き続き、切れ目の

ない支援が行えるよう連携を図ります。 

【教育指導課指導係】 

令和６年度に自閉症・情緒障がい特別支援学
級を小学校に開設し、自閉症スペクトラム等
の発達障害のある児童に対する支援体制の
充実を図りました。 
また、小・中学校全校に設置されている特別
支援教室では、発達障害のある児童・生徒が
抱える学習上又は生活上の困難さに対応し
た特別の指導を実施し、改善・克服を目的と
した支援を行っています。 

自閉症・情緒障がい特別支援学級の支援内容

の更なる充実に向けて、学校等の関係機関と

協力し進めていく必要があります。 

また、特別支援教室の適切な運営に向け、各

校の体制を整えていくとともに、発達障害等

のある児童・生徒が必要な支援・指導を受け

られるよう、関係機関の連携を充実していく

必要があります。 

⑦子どもの貧困対策の推

進 

町の実情を踏まえ、福祉や教育施策の取組過程から得る子どもたちの状況に関する情報を活用

し、すべての子どもたちが健やかに成長できるよう、関係機関と連携して事業の充実をはかります。 

令和７年度までの取組状況 今後の課題 

【福祉課福祉推進係】 

「児童委員、児童相談所、学校、子ども家庭
支援センター等の関係機関による地区連絡
協議会」、「瑞穂町要保護児童対策地域協議
会」及び「立川児童相談所」との共催による
講演会を開催し、関係機関の相互理解と協働
関係を強化しました。 

引き続き関係機関との連携強化をはかりま

す。 

【子育て応援課子育て支援係】 

西多摩福祉事務所、社会福祉協議会及び西多

摩くらしの相談センター等の関係機関と連

携をはかるとともに、他市町村の状況を注視

し、情報収集等につとめました。 

直接的な支援としては、各種手当の支給や医

療費助成が主なものですが、生活困窮等に関

する相談があった場合は西多摩福祉事務所

や社会福祉協議会の支援事業を案内すると

ともに、関係機関と連携することで貧困対策

の推進をはかりました。 

各種手当の支給や医療費助成以外の貧困対

策については、西多摩福祉事務所、社会福祉

協議会及び西多摩くらしの相談センター等

の関係機関との情報共有等を引き続き行っ

ていく必要があります。 

また、子育てほっとブックや町ホームページ

等で西多摩福祉事務所や社会福祉協議会等

で実施している支援等を周知するとともに、

西多摩福祉事務所、社会福祉協議会及び西多

摩くらしの相談センター等の関係機関との

連携を強化していくことが重要です。 

【子ども家庭センター課子ども家庭支援係】 

経済的に厳しい状況に置かれた家庭において

も子どもたちが健やかに成長できるよう、関

係機関と連携し、必要な支援に繋げています。 

様々な支援策を集積し、貧困予防、早期支援

に繋げることが必要です。 
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（これらの施策は引き続き第５次地域保健福祉計画でも実施されます。第５章 施策の展開、基本目標３、基本施策

（６）、132 ページを参照して下さい。） 

  

（６）障がい者の就労支援 

①瑞穂町障害者就労支

援センターの充実 

障がい者の就労意欲の向上及び一般就労の促進をはかります。就労支援や生活支援を通じ、自

立をめざします。 

令和７年度までの取組状況 今後の課題 

【福祉課障がい者支援係】 

就労支援センターでは、１７０名程度の登録

者に対して、継続して支援を行い、毎年１０

人以上の一般就労を実現するとともに、就労

能力や障害特性に合わせて、就労継続支援事

業所などの福祉的就労につなげ、生活面も含

めた相談を行いながら就労後の支援も実施

しています。 

社会全体の障がい者雇用制度の改正や障が

い者理解の促進により、相談者は徐々に増え

ており、今後は相談体制の一層の充実が必要

になってきています。 

②瑞穂町福祉作業所「さ

くら」の充実 

利用者一人ひとりに対するきめ細かい対応を通じ、就労支援事業を行います。今後も利用者の視

点に立った事業を行います。 

令和７年度までの取組状況 今後の課題 

【福祉課障がい者支援係】 

町内の就労継続支援事業所の不足を補うた

め、福祉作業所さくらを公設民営で運営して

います。就労継続支援の利用者の中でも比較

的障がいが重い方にも丁寧に支援を行うた

め、法で規定されている人員配置基準を超え

た職員を配置しており、サービス利用中の利

用者支援に止まらず、家庭生活での困りごと

や家族への支援なども行っています。また、

自主製品の制作や新規受注の開拓なども積極

的に行い、工賃向上にも取り組んできました。 

利用者の重症化や家族の高齢化などにより、

今後は工賃向上を継続することが難しくな

る可能性があります。 

利用者の健康管理や、家族支援など、より専

門的で時間を要する支援ニーズにも対応で

きるよう、指定管理者と支援内容を検討し、

施設のより良い運営を目指します。 

障がい分野の４施設の中では比較的新しい

施設ではありますが、今後は施設の維持管理

のための修繕などの必要性が高くなること

が予測されます。 

③瑞穂町精神障害者共

同作業所「ころぼっくる」

の充実 

利用者の状態の把握や、瑞穂町障害者就労支援センターとの連携等、様々な方法で就労支援に

つながる取組を行います。 

令和７年度までの取組状況 今後の課題 

【福祉課障がい者支援係】 

町内の精神障がい者に対する就労継続支援・

就労移行支援事業所の不足を補うため、ころ

ぼっくるを公設民営で運営しています。施設

の設置・増築後の時間経過とともに、施設の

修繕などの必要性が高くなっており、計画期

間中にも一部空調機の交換や床の改修など

の作業環境の改善を行いました。 

精神障がい者の枠組みの広がりにより、施設

の利用者にも様々な障害特性を持つ方が増

えてきていますが、職員の研修に努め、障害

特性に応じた支援に努めてきました。 

施設の老朽化が進んでおり、個別施設計画に

基づく計画的な修繕を進めます。 

また、指定管理者と支援内容を検討し、施設

のより良い運営を目指します。 
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（これらの施策は引き続き第５次地域保健福祉計画でも実施されます。第５章 施策の展開、基本目標３、

基本施策（７）、133 ページを参照して下さい。）  

（７）地域包括ケアシステムの推進 

①地域包括ケアシステム

の構築推進 

団塊の世代が75歳以上になる令和７年及び団塊ジュニア世代が65歳以上になる令和22年に向け、

ひとり暮らし高齢者や高齢者のみ世帯が増加します。高齢者が住み慣れた地域でその有する能力

に応じ自分らしく日常生活を営むことができるよう、また年齢や属性を越えて、医療、介護、介護予

防、住まい及び自立した日常生活の支援が包括的に行える地域づくりや各種サービスが確保され

る体制を推進します。 

令和７年度までの取組状況 今後の課題 
【福祉課福祉推進係】 
社会福祉協議会が主催する地域つながり推進
連絡会に参加し、各地域の参加者の方と意見交
換を行いました。 

地域つながり推進連絡会で挙がった地域課
題等について、社会福祉協議会や関係機関
と連携し、取組を進める必要があります。 

【高齢者福祉課地域包括ケア推進係】 

令和３年から令和６年の第８期計画、令和７年

（2025 年）を含む令和６年度からの第９期計

画に基づき、令和 22 年(2040 年）を含む中・

長期的な視点で、地域包括ケアシステムの構築、

深化・推進を目指し、それぞれの分野でできる

ことから進めています。高齢者の居場所づくり

事業補助金により、住民主体の居場所づくり及

び活動の支援、見守り相談窓口により、ひとり

暮らし高齢者や高齢者のみ世帯等が、安心して

住み慣れた地域で過ごすことができるような体

制整備、在宅医療相談窓口により、在宅医療と

介護の連携の推進等を継続して実施しました。 

引き続き、医療と介護の連携、介護予防、住

まい、生活支援サービス体制の整備等、順

次、第９期計画に基づき、2040年を含む

中・長期的な視点で、更に進めていく必要が

あります。また、第10期計画に向けて、Ｐ

ＤＣＡサイクルにより進捗管理し、計画と

のかい離の原因を分析するとともに、対応

策を検討していく必要があります。 

【社会福祉協議会】 
東部高齢者支援センターでは「地域ケア個別会
議」を定期開催し、多職種が連携できる取組を
進めてきました。また令和２年度からは基幹型
地域包括支援センターを開始し、医療・介護連
携の促進を図り、職能団体としてケアマネ連絡
会やみずほ介護サービス事業者連絡会を立ち上
げ、関係者のネットワークづくりに努めました。
令和７年度は医療・介護職との研修・交流事業
を企画しています。 

身寄りのない単身高齢者の生活支援や、居

住支援の問題等、多様化する生活ニーズに

対応するため、行政や地域福祉コーディネ

ーターと連携し、支援の仕組みを整えてい

く必要があります。 

②認知症対策の推進 

認知症の方が、できる限り住み慣れた地域の中で、自分らしく暮らし続けることができるように地域で

支えるため、認知症にやさしい社会の実現をめざします。取組としては、認知症の早期発見・早期診

断を促進することや住民に対する認知症についての理解を深める施策を推進していきます。 

令和７年度までの取組状況 今後の課題 

【高齢者福祉課地域包括ケア推進係】 
認知症施策の推進及び認知症のある方とその家
族の支援のため、認知症地域支援推進員と認知
症支援コーディネーターを継続して配置してい
ます。認知症に関する正しい知識の普及啓発の
ため、認知症ガイドブックの作成・配布、認知
症サポーター養成講座の開催、9月のアルツハ
イマー月間に合わせた図書館と連携した関連本
の展示などを行いました。また、認知症ガイド
ブックを活用して認知症検診を実施し、認知症
の早期発見、早期対応を進めました。令和6年7
月の認知症サポーターステップアップ講座でチ
ームオレンジが発足し、認知症のある本人の視
点に立った活動について検討を重ね、令和7年2
月に「オレンジエイドみずほ」とチーム名が決
定し、ミーティングを行っています。 

認知症ガイドブックを活用し、認知症に関

する正しい知識の普及啓発を行うととも

に、認知症の早期発見、早期対応を進め、チ

ームオレンジをはじめとする認知症のある

本人の視点に立った、認知症にやさしい社

会の実現を目指していくことが引き続き必

要です。 
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（この施策は引き続き第５次地域保健福祉計画でも実施されます。第５章 施策の展開、基本目標３、基本施策

（７）、133 ページを参照して下さい。） 

  

③人材の確保及び資質

の向上 

高齢者が年齢にとらわれず自らの責任と能力において、自由にいきいきとした生活を送ることがで

きるよう、ＮＰＯや地域、ボランティア等様々な場面で支援する側として従事することができる環境

の構築をめざします。 

また、高齢者自らも支援する側になることで、生きがいを持って活動することができるよう支援しま

す。また、様々な人材の資質の向上や研修、セミナー等を高齢者が受講しやすい体制を整備して

いきます。 

介護が必要になっても、住み慣れた地域でその有する能力に応じ自分らしく日常生活を営むこと

ができるよう、介護福祉士、保健師、看護師、理学療法士、作業療法士等の専門職をはじめ、介

護サービス提供に必要な人材の確保に取り組みます。また、東京都や関係機関と連携し、介護従

事者等のスキルアップのための研修参加などを支援します。 

令和７年度までの取組状況 今後の課題 

【高齢者福祉課地域包括ケア推進係】 

高齢者がサービスを受ける側だけでなく、サ

ービスの担い手にもなれるよう、介護予防リ

ーダー養成講座等を継続して実施しました。

また、生活支援を行う住民向けの介護予防・

日常生活支援総合事業のヘルパー養成研修

も継続して実施しました。 

サービス体制の構築を行うためのボランテ

ィア等、担い手の人材確保や体制整備は、ま

すます必要となります。引き続き研修等を行

い、今後、多くの高齢者が担い手となれるよ

うな仕組み作りが必要です。 

【高齢者福祉課介護支援係】 

介護支援専門員が作成したケアプラン（居宅

サービス計画）が、自立支援のための適切な

プランになっているかを検証確認するケア

プラン点検を実施しています。この点検を通

じて介護支援専門員の気付きを促すととも

に、質の向上をはかっています。毎年、町内

及び町外の居宅介護支援事業所に所属する

介護支援専門員が作成したケアプランにつ

いて実施しました。 

介護支援専門員が作成するケアプランは利

用者の生活に大きく影響します。ケアプラン

点検が、介護支援専門員の資質を向上させる

とともに、利用者へのサービスに繋ぐことが

できるかが課題です。また、ケアプラン点検

の実施にあたっては、専門的な知識が必要な

ため、町内の事業所に所属する主任介護支援

専門員と連携し実施する必要があります。 

【社会福祉協議会】 

サロン活動は、参加している方が支援する側

になったり、支援される側になったり、役割

が変化していく活動であり、生きがいを持っ

て活動することができます。活動に悩みを抱

えたり、参加者の減少などの相談を随時対応

できるように、現在は地域福祉コーディネー

ターが後方支援をしています。 

地域つながり推進連絡会や地域活動に出向

くことで、様々な活動をしている方と関わ

り、地域の担い手となりうる方と会う機会が

増えてきました。 

人と人とがつながる機会を増やし、地域活動

の大切さを伝えていく必要があります。 
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（この施策は引き続き第５次地域保健福祉計画でも実施されます。第５章 施策の展開、基本目標３、基本施策

（７）、133 ページを参照して下さい。） 

  

④ささえあう地域づくり 

地域の担い手として多様な世代が主体的に参加し、高齢者が住み慣れた地域でささえあいながら

安心して暮らせるような体制の整備をすすめます。公的機関などのサービス以外でも、地域でつ

ながりお互いをささえあうことが可能な環境づくりをめざします。 

令和７年度までの取組状況 今後の課題 

【高齢者福祉課地域包括ケア推進係】 

高齢者もサービスを受ける側だけでなく、サ

ービスの担い手にもなれるよう、介護予防リ

ーダー養成や生活支援を行う住民向け介護

予防・日常生活支援総合事業ヘルパー養成研

修を継続して実施しました。 

また、各地区での住民主体の生活支援グルー

プや体操の活動、居場所づくり活動が継続し

て実施され、生活支援コーディネーターが中

心となり、自主的な通いの場としての活動継

続支援を実施しました。 

サービス体制の構築を行うためのボランテ

ィア等、担い手の人材確保や体制整備が、ま

すます必要となります。引き続き、各地区で

の住民主体の取組やささえ合いの検討会・活

動を、他地区の状況に合わせて実施できるよ

う検討・調整します。 

【社会福祉協議会】 

地域つながり推進連絡会では、地域で活動し

ている人々がつながり、ささえあいの活動に

ついて、意見交換を行っています。 

「みずほつながりたい」の取組では、つなが

りを大切にする意識を広めるシンボルマー

ク（缶バッチ・ステッカー）の普及を通して

町内でつながりの意識を高めていきます。 

生活支援コーディネーターは、地域活動に出

向き、主に高齢者の人材の把握とマッチン

グ、人と人とがつながる地域づくりを進めて

います。 

地域のあらゆる方が担い手になりうること

で、様々な場面で住民に周知啓発していくこ

とが必要です。 

地域福祉・生活支援コーディネーターとし

て、また地域つながり推進連絡会で、多くの

方に情報提供、地域のつながりを増やしてい

くことが必要です。 
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４ いきいきと暮らすための健康づくり 

（これらの施策は引き続き第５次地域保健福祉計画でも実施されます。第５章 施策の展開、基本目標４、基本施策

（１）、134 ページを参照して下さい。） 

  

（１）母子保健の充実 

①母子保健事業の推進 

国が定める「健やか親子 21（第２次）（平成 27 年度〜令和６年度）」及び「瑞穂町子ども計画」と整

合性をとりながら各事業を推進します。 

令和７年度までの取組状況 今後の課題 

【子ども家庭センター課母子保健係】 

第４次計画の評価指標の乳幼児健康診査受

診率の達成を目標として、各種母子保健事業

に取り組みました。健康診査未受診者は、受

診を促すとともに、状況把握を確実に実施し

ました。 

乳幼児健康診査受診率 

3～4か月児健診  令和6年度実績値：

98.5%（令和7年度目標値：98.0%） 

1歳6か月児健診  令和6年度実績値： 

97.0%（令和7年度目標値：92.0%） 

3歳児健診 令和6年度実績値：100.5%（令

和7年度目標値：99.0%） 

令和６年度に作成した「瑞穂町子ども計画」

は母子保健事業計画と一体的に作成されて

います。この計画に基づき引き続き母子保健

事業の推進と健診受診率維持につとめ、発育

発達の遅滞の早期発見が必要です。 

一方、未熟児や長期の里帰り、要支援家庭の

増加により、適切な時期に健診を受けること

が難しい家庭が増えています。未受診者には

個別に面接等を実施し、状況把握を継続し、

必要な支援につなげることが求められます。 

また、受診しやすい環境整備も検討が必要で

す。 

②疾病予防・健康増進事

業の推進 

疾病や異常を早期に発見し、う歯の予防、発育、栄養、生活習慣、その他育児に関する指導を行

い、乳幼児の健康増進をはかります。幼少期から望ましい生活習慣の定着をはかります。 

令和７年度までの取組状況 今後の課題 

【子ども家庭センター課母子保健係】 

乳幼児健診や発達健診等を通じて、疾病や異

常を早期発見し専門機関へつなげました。ま

た、育児相談・栄養相談・歯科相談等により

指導・助言を行うことで望ましい生活習慣の

定着をはかりました。 

３歳児健康診査では、令和４年度から屈折検

査機器による視覚検査を行っています。屈折

検査機器の導入でスクリーニングが容易に

なり、弱視が疑われる児を確実に精密検査に

つなげています。 

精密検査の受診勧奨や疾病等の疑いがある

ことや、必要と思われる助言等を受け入れる

ことが難しい保護者には、引き続き丁寧な対

応が求められます。また、町内に乳幼児の予

防接種や健診を実施できる医療機関が少な

いことや、地域及び診療科の医師偏在による

小児科医師の確保も課題となっています。 

子どもの発達の特性を早期に発見し、それに

合わせた適切な支援につなげられるよう、国

は５歳児健康診査の実施を強く推奨してい

ます。健診後のフォローも含めた事業の目的

を果たすための体制確保策について、調査・

研究を進める必要があります。 
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（これらの施策は引き続き第５次地域保健福祉計画でも実施されます。第５章 施策の展開、基本目標４、基本施策

（１）、134 ページを参照して下さい。）  

③切れ目のない妊産婦・

乳幼児への保健対策事

業の推進 

妊娠・出産・育児期における母子保健対策の充実に取り組むとともに、各事業間や関連部署との

連携体制を強化します。 

令和７年度までの取組状況 今後の課題 

【子ども家庭センター課母子保健係】 

保健センター内に設置している、子育て世代

包括支援センターにおいて、利用者支援事業

（こども家庭センター型（令和 6 年 9 月ま

では母子保健型））を実施していますが、「妊

婦・子育て家庭への伴走型相談支援と経済的

支援の一体的実施事業」も合わせて行い、面

談やアンケート等による状況把握を一層推

進するとともに、医療機関をはじめとした関

係機関との連携強化をはかっています。子ど

も家庭センターを開設する令和 6 年 10 月

には、精神保健福祉士の資格を持つ困難事例

対応職員（母子保健ワーカー）を任用し、困

難ケースへの対応強化をはかりました。 

なお、「妊婦・子育て家庭への伴走型相談支

援と経済的支援の一体的実施事業」は、制度

化により令和７年度から「妊婦等包括相談支

援事業」と「妊婦のための支援給付」に変わ

りました。経済的支援は現金給付になりまし

たが、相談支援と経済的支援を一体的に行っ

ていくことはこれまでと同様です。 

外国人家庭や共働き家庭の増加等、子育て家

庭が抱える問題が複雑化しています。 

子ども家庭センターでの児童福祉機能と母

子保健機能の一体的な相談支援体制が効果

的に行われているかの検証を進め、住民や関

係機関の意見等も踏まえながら、必要に応じ

て運営方法の見直し等を検討していく必要

があります。 

④食育の推進 

子どもが、生涯にわたって「食」に関心を持ち、健全な身体と豊かな心を育むために、家庭や地域

等と連携をはかり、子どもが食の大切さや楽しさを学ぶことができるよう、食育を推進します。 

令和７年度までの取組状況 今後の課題 

【子ども家庭センター課母子保健係】 

離乳食講習会や栄養相談などの機会を通じ

て、管理栄養士による指導・助言を行いまし

た。それにより正しい食習慣や食事の楽しさ

を伝えています。また、離乳食講習会は新型

コロナウイルス感染拡大時とほぼ同じプロ

グラムで実施しているため、プログラムの見

直しをはかりました。 

健康課と連携し、必要な人員（管理栄養士等

の有資格者）を確保するとともに、教育部門

など他部署や関係機関との連携及び住民と

の協働も視野に入れ、推進していく必要があ

ります。 
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（これらの施策は引き続き第５次地域保健福祉計画でも実施されます。第５章 施策の展開、基本目標４、基本施策

（２）、135 ページを参照して下さい。） 

  

（２）健康増進の充実 

①健康増進事業の推進 

「瑞穂町第９期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画」との整合性をとりながら事業を推進します。 

がん検診については、国の指針に基づき、胃がん検診・肺がん検診・大腸がん検診・乳がん検診・子

宮頸がん検診を実施し、その精度管理をすすめます。 

令和７年度までの取組状況 今後の課題 

【健康課成人保健係】 

健診・検診の申込みのハードルを下げるた

め、集団健診・検診の電子申請による申込受

付を継続しました。また、健診と一部がん検

診の同時受診機会を設け、各種健診・検診の

充実をはかりました。 

健診等の受診率向上のため、スマートフォン

アプリを活用した健康ポイント事業を令和4

年度から開始し、利用者の健康意識の向上を

はかりました。 

評価指標に掲げたがん検診は目標の達成に

は至りませんでした。 

健康寿命の延伸をはかるために、引き続き各

種健診・検診の受診を促す取組や、生活習慣

病予防の啓発や機会の提供を継続すること

が必要です。 

健診と一部がん検診の同時受診機会の提供

の継続等による健診受診率の向上とともに、

受診結果に基づく必要な方への適切な指導

や医療機関への受診につなげることが必要

です。がん検診では、検診の有効性等の対象

者への適切な情報提供や受診勧奨の実施に

よる受診率の向上とともに、精密検査対象者

への検診受診後のフォローを適切に実施し、

精度管理をより向上する必要があります。 

【健康課成人保健係】 

生活習慣病予防のための啓発事業として、各

種講演会・講座を開催しました。参加率の向

上や感染症対策を目的として、オンライン受

講を可能にするなど、受講しやすい環境を整

備しました。 

また、若い世代からの健康意識の向上のた

め、結果説明及び栄養指導を含む骨密度測定

を実施し、望ましい生活習慣の定着に向けた

意識改善をはかりました。また、乳がん・子

宮頸がん集団検診と骨密度測定の同日実施

日を設けることで、参加者の増加と利便性の

向上をはかりました。 

令和６年１０月の組織改編により、健康課成

人保健係を設置し、主に成人を対象とした健

康づくりの支援体制を強化しました。 

健康増進事業への参加率が低い若い世代の

参加を促すため、対象者への個別の参加勧奨

や、健康ポイントアプリを活用した周知が必

要です。 

健康ポイント事業について、アプリを活用し

た日常の取組を促すことによる健康意識の

向上につなげるため、アプリの登録、継続利

用を促進するためのインセンティブ付与の

工夫が求められます。 

②望ましい生活習慣の確

立 

定例の健康相談、保健師による随時の面接、電話相談等、生活習慣改善につながる相談体制や

相談業務のさらなる充実をはかります。 

更に、健康診査等の受診率向上のための勧奨や、受診の結果を生活習慣病予防に生かすため

の取組をすすめます。 

望ましい生活習慣の確立のため、広報みずほやホームページ等を通して健康に関する情報提供

を行い、地区の健康教育等、地域に根差した健康づくり活動をすすめます。 

令和７年度までの取組状況 今後の課題 

【健康課成人保健係】 

健康診査等の受診の意義、メリットを適切に

情報提供するために紙やデジタルツールの

広報媒体を活用した受診勧奨を実施しまし

た。集団健診・検診の電子申請による申込受

付や、健診と一部がん検診の同時受診機会を

設けるなど受診環境の整備につとめました。 

生活習慣改善の機会づくりを促進するため、

継続した受診・参加勧奨の実施が必要です。

また、より効果的な勧奨方法や広報媒体につ

いて検証し、健康診査の受診率及び特定保健

指導の実施率向上につなげていく必要があ

ります。 
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（これらの施策は引き続き第５次地域保健福祉計画でも実施されます。第５章 施策の展開、基本目標４、基本施策

（２）、135 ページを参照して下さい。） 

  

②望ましい生活習慣の確

立 

【健康課成人保健係】 

定例の健康相談や随時相談だけでなく、健診

結果による対象者への健診結果個別相談会

を継続実施しました。特定保健指導実施率向

上のため、集団健診で対象者への同日指導を

実施しました。 

生活習慣病予防のための啓発事業として、健

診結果によるハイリスク者を主な対象とし

た各種講演会・講座を開催しました。 

その他、健康づくり推進委員との協働による

健康増進事業の実施により、住民が望ましい

生活習慣についての知識を得られるようつ

とめました。 

生活習慣病予防が必要な方向けの事業につ

いて、健診結果の活用等により住民の健康課

題の傾向を把握し、より効果が見込めるよう

に事業内容を適宜見直した事業展開が必要

です。 

③食生活の維持・改善 

関係各課や機関等が連携し、地産地消の推進、学校給食を通じた望ましい食習慣を定着させる

ため、子どもの頃からの食育を推進します。保健事業に参加しづらい子育て世代・若い世代を中

心に望ましい食習慣を普及させるため、ホームページ等を利用して適正な栄養の摂り方等を啓発

していきます。 

また、管理栄養士や保健師等の専門職による健康栄養相談や健康教育を推進します。 

令和７年度までの取組状況 今後の課題 

【健康課成人保健係】 

各種保健事業において、望ましい食習慣につ

いて専門職による相談、普及・啓発を実施し

ました。 

また、広報誌や令和 4 年度から開始した健康

ポイント事業のアプリを活用した普及・啓発

を実施しました。 

令和６年１０月の組織改編に伴い、健康課成

人保健係を設置し、栄養に関して管理栄養士

資格のある栄養指導専門員（会計年度任用職

員）による相談体制を整備しました。 

栄養指導専門員等の専門職を中心とした相

談体制の継続と、専門職の資質の充実による

事業効果の向上につとめ、住民に対して望ま

しい食習慣のさらなる普及・啓発を進めてい

く必要があります。 

子育て世代や高齢者など、特に対応が必要な

世代への啓発について、関係各課と連携した

取組の工夫が求められます。 

④身体活動・運動の実践 

住民を対象とした研修会や教室を通して、身体活動・運動についての正しい知識の普及・啓発を

はかります。また、健康づくり活動の住民参加によって、日常的な身体活動・運動の必要性につい

て広く周知をはかります。 

令和７年度までの取組状況 今後の課題 

【健康課成人保健係】 

健康づくり推進委員活動の中で、住民を対象

としたウオーキング事業等を実施し、日常的

な身体活動・運動の必要性について普及・啓

発しました。 

また、「歩く」ことを中心に、日常生活の中

で気軽に健康づくりに取り組むことができ

るよう、令和 4 年度から「みずほ健康ポイン

トあるってこ」を開始し、住民の健康意識の

向上につながりました。 

日頃から身体活動・運動を行う意識をより高

めるため、運動に関連した事業を実施してい

る関係各課と連携した身体活動・運動につい

ての知識の普及と実践を促す取組の継続が

必要です。 

健康ポイント事業について、利用を促すイン

センティブ付与の工夫により、さらなる利用

者の増加、継続利用をはかる必要がありま

す。 
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（これらの施策は引き続き第５次地域保健福祉計画でも実施されます。第５章 施策の展開、基本目標４、基本施策

（２）、136 ページを参照して下さい。）  

⑤喫煙・飲酒・薬物と健

康被害 

喫煙や受動喫煙の健康への被害について、正しい知識の普及・啓発につとめます。また、公共施

設における禁煙や分煙の推進、喫煙者に向けた禁煙・節煙の支援、児童・生徒等に対し喫煙防止

教育を実施します。 

保健事業を通じて、節度ある飲酒について普及・啓発につとめます。また、未成年者への飲酒防

止教育、多量飲酒者やアルコール関連疾患の本人や家族等への支援を行います。 

薬物乱用について、生徒や保護者等に対しその危険性を訴えていきます。また、ポスターや標語

の掲示を通じて薬物の危険性の啓発に取り組みます。 

令和７年度までの取組状況 今後の課題 

【健康課健康係】 

広報みずほ、産業まつり会場での薬物乱用防

止啓発事業、各種保健事業を通じて、知識の

普及・啓発につとめました。 

妊婦や子育て世代の喫煙率が全国平均（令和５

年度乳幼児健康診査問診回答状況（こども家庭

庁調査））に比べ、高い傾向にあることから、

胎児や子どもの健康に悪影響を及ぼす懸念が

あります。妊婦や子育て世代の喫煙率の低下に

向け、引き続き啓発推進に取り組むことが求め

られます。 

また、がん教育を通じて若い年代から喫煙や受

動喫煙の影響に関する知識の啓発を、関係各課

と協力しながら実施することが必要です。 

⑥休養・心の健康づくり 

心の健康に影響する睡眠や休養の、正しい知識の普及につとめます。また、心の健康やストレス

について、パソコンやスマートフォンで気軽にアクセスし、情報や相談機関を知ることのできるシス

テムにより情報提供をします。 

また、自殺予防行動計画を実行し、自殺に追い込まれる前に相談機関につながるように工夫して

いきます。 

令和７年度までの取組状況 今後の課題 

【健康課健康係】 

パソコンやスマートフォンで気軽に利用でき

る「こころの体温計」システムを運用し、セル

フチェックと医療機関や相談先の情報提供を

行いました。 

自殺予防行動計画に基づき、庁内連携会議の開

催、新任職員を対象とした講義形式によるゲー

トキーパー研修を行いました。また、令和６年

度からは住民向け事業として、NPO 法人から

提供を受けたゲートキーパー研修動画の町ホ

ームページでの公開を始めました。 

令和６年度に、第１期計画に新たな課題への対

応を加え、「第２期いのち支える瑞穂町自殺予

防行動計画」を策定しました。 

令和６年度に策定した「第２期いのち支える

瑞穂町自殺予防行動計画」に基づき、全庁的

に各種施策（事業）を推進していく必要があ

ります。また、各施策（事業）については、

毎年度評価、点検を実施し、計画の見直しに

反映させる必要があります。 

厚生労働省の集計によれば、令和６年の全国

の小中高生の自殺者数が過去最多となり、こ

のことを背景に自殺対策基本法が一部改定

されました。今後の国・都の動向を注視しな

がら、町の計画の見直しを検討する必要があ

ります。 

【健康課成人保健係】 

定例の健康相談等の事業や広報紙等を活用し

て、休養や心の健康づくりの正しい知識の普及

につとめました。 

窓口や電話での個別相談に対して、必要に応じ

て関係機関と連携し、適切に対応しました。 

心の健康づくりにつなげるため、厚生労働省

による「健康日本 21（第三次）」や「健康

づくりのための睡眠ガイド 2023」等を通じ

た睡眠や休養の正しい知識の普及・啓発が必

要です。 

個別相談に対しては、事情に応じたきめ細や

かな対応と、必要に応じた関係機関との適切

な連携が求められます。 
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（この施策は引き続き第５次地域保健福祉計画でも実施されます。第５章 施策の展開、基本目標４、基本施策

（２）、136 ページを参照して下さい。） 

  

⑦歯・口腔の健康づくり 

歯周疾患の予防を目的に、30〜40歳の若い世代も対象に、意識啓発を行います。 

また、乳幼児期・学齢期のう歯罹患率が高く、未処置率も高いため、指導内容の充実をはかり、予

防・治療の両面からの意識啓発を行います。 

令和７年度までの取組状況 今後の課題 

【健康課健康係】 

成人歯科検診の受診率向上をはかるため、受

診対象者のうちの未受診者に対し、再勧奨通

知を実施しました。 

しかし、評価指標に掲げた目標には至りませ

んでした。 

健康増進法の改定による歯科検診の対象年

齢の拡大（20 歳、30 歳の追加）は、歯科医

師会と調整の上、令和６年度から開始するこ

とができました。 

歯周疾患の予防意識を高めるため、成人歯科

検診の受診勧奨を継続することが求められ

ます。 

しかし、成人歯科検診については、かかりつ

け歯科医がなく、受診機会がない方に向けた

ものという側面があるため、今後、「かかり

つけ歯科医」の定着を評価指標に加えること

を検討する必要があります。 

令和５年度に改定された歯周病健診マニュ

アルへの対応、また、国民皆歯科健診等の国

の動向を注視する必要があります。 

【子ども家庭センター課母子保健係】 

保健センターで幼児歯科健診、歯科相談等の

事業を実施し、正しい知識の普及等の予防処

置を実施しました。妊婦歯科健診は、令和 4

年度まで保健センターで実施していました

が、令和 5 年度から町内の指定医療機関で行

う個別健診に変更し、利用者の利便性を高め

ることで受診率の向上をはかっています。 

乳幼児のう歯罹患率は都全体や近隣市と比

較しても高い状態が続いています。今後、幼

児期からの歯科保健事業については、費用対

効果も踏まえた上で、現事業の手法の見直し

等も含め事業の在り方、方向性を検討する必

要があります。 
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標４、基本施策（３）、137 ページを参照して下さい。）  

（３）医療体制の基盤づくり 

①救急医療体制の確保 

今後も休日夜間診療をはじめとする救急医療体制の確保につとめながら、小児救急医療体制を

継続していきます。 

令和７年度までの取組状況 今後の課題 
【健康課健康係】 
福生市・羽村市の医療機関と連携し実施してい
る休日準夜診療について、広報みずほやお知ら
せを医療機関に掲示し、周知をはかりました。 
令和５年度から検証事業として実施している、
往診型救急診療事業者による診療について、令
和６年度に診療報酬（往診料）の改定があった
ものの、受託者と調整を行い、受診者への影響
を最小限に抑えて、事業を実施することができ
ました。 
また、公立福生病院が主体となり実施してい
る、小児初期救急夜間平日診療事業を維持する
ため、補助金を交付するとともに、町ホームペ
ージやポスターの掲示を通じ、周知をはかりま
した。 
令和７年度の休日診療・休日準夜診療体制につ
いて、関係機関と調整を行い、体制を確保する
ことができました。 

近隣市、地区医師会及び民間事業者と協力
し、継続可能な実施体制の整備（協議、検討）
を行うほか、診療情報を継続して周知するこ
とが必要です。 

②地域医療体制の基盤

づくり 

人口構造の変化に伴う医療需要の質・量を踏まえ、町内医療機関と公立福生病院、周辺市との

連携を強化しながら、訪問診療、在宅医療や安全性と信頼性を踏まえた遠隔診療を視野に入れ

て地域医療体制の確保につとめます。 

令和７年度までの取組状況 今後の課題 

【健康課健康係】 
定期予防接種や町で実施した健康診査及び各
種検診を、かかりつけの医療機関で受診する
ことで、身近な主治医から結果説明を受けた
り、相談をすることができるメリットの周知
につとめました。西多摩地域の地域医療構想
調整会議への参画、また、西多摩医師会との
情報交換を通じ、西多摩保健医療圏の医療体
制の課題について把握しました。 
令和５年度から一部の休日に休日診療とし
て、往診型救急診療事業者による往診、オン
ライン診療の検証を開始しました。令和６年
６月の診療報酬改定による往診料の評価の見
直しの影響を受け、当該往診型救急診療事業
者から実施方法の変更（原則オンラインのみ）
の申し出がありました。地区医師会等との調
整の上、事業内容（実施時期、時間帯）を決定
し、診療体制を確保することができました。 

かかりつけ医療機関の必要性を広く周知し
ていくとともに、地区医師会、歯科医師会、
薬剤師会との連携を継続することが必要で
す。 
町内の医療資源の確保とともに、他地域の医
療資源、民間事業者の活用、また、国の動向
を注視しつつ、新たな手法の検証も必要とな
っています。 
また、国の示す医師偏在の是正に向けた対策
の動向を注視することが必要です。 

③関係機関との連携 

町医師会・町歯科医師会や薬剤師会との協力により、健康診査や予防接種事業、歯科保健事業

等を実施していきます。西多摩医師会や西多摩歯科医師会とも協議会等を通じて連携をはかって

いきます。 

令和７年度までの取組状況 今後の課題 

【健康課健康係】 
地域の健康課題に応じた保健サービスが実
施できるよう、地区医師会・歯科医師会・薬
剤師会との連携の推進をはかりながら、事業
を実施しました。 
令和６年度から新型コロナウイルス感染症
予防接種が定期接種化されましたが、西多摩
地域の市町村、西多摩医師会と協議、連携し、
高齢者インフルエンザ予防接種と同様に相
互乗り入れによる接種を実施しました。 

引き続き、地区医師会・歯科医師会・薬剤師
会との連携をはかることが必要です。 
高齢者インフルエンザや新型コロナウイル
ス感染症定期接種の広域連携を行う上で、引
き続き、西多摩地域の市町村、西多摩医師会
と協議、連携することが必要です。 
また、西多摩地域８市町村で実施している休
日歯科診療事業についても、引き続き、西多
摩地域の市町村、西多摩歯科医師会との協
力・連携することが必要です。 
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（これらの施策は引き続き第５次地域保健福祉計画でも実施されます。第５章 施策の展開、基本目標４、基本施策
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（４）健康危機管理対策の推進 

①感染症予防事業の推進 

住民一人ひとりの日常からの感染症予防策の啓発を継続し、新たな感染症発生時には東京都と

連携した対策をすすめます。 

国が接種を推奨する定期接種と合わせ、任意接種の中でも特に必要と考えられるものに対して、

その接種費用の助成等を実施し、予防接種の確実な実施をはかっていきます。 

令和７年度までの取組状況 今後の課題 

【健康課健康係】 

定期予防接種の案内を適正な時期に対象者

へ発送するとともに、就学時健診の案内に予

防接種の案内を同封し、接種を促しました。 

モバイルサービスの利用促進をはかり、保護

者の予防接種のスケジュール管理の負担軽

減をはかりました。 

高齢者インフルエンザ及び高齢者肺炎球菌

の定期接種の対象者への自己負担額の軽減

を行いました。また、令和６年度から定期接

種化された新型コロナウイルス感染症、令和

７年度から定期接種化された帯状疱疹予防

接種についても、国・都の補助を活用し、自

己負担額の軽減を行いました。その他、帯状

疱疹及び高齢者肺炎球菌任意接種に対する

助成を行い、接種を促進することで、疾病予

防対策をはかりました。 

また、抜本改定された政府行動計画及び東京

都行動計画、また、町の新型コロナウイルス

感染症の対応経験を踏まえ、第２期新型イン

フルエンザ等対策行動計画を策定しました。 

適正な時期に予防接種が行えるよう、継続し

た対象者への周知及び接種実施医療機関の

確保が必要です。 

また、予防接種については、国による予防接

種事務のデジタル化の動向を注視し、医療機

関との連携をはかりながら、対応していくこ

とが求められます。 

令和７年度に改定を行った新型インフルエ

ンザ等対策行動計画を推進するとともに、政

府行動計画の改定等を踏まえ、随時、町の行

動計画の見直しをしていくことが必要です。

また、新型インフルエンザ等の発生に備え、

平常時から情報収集や体制構築を行うこと

が必要です。 

感染症拡大防止には、手洗い、マスクの着用

などの標準的予防策の継続的な啓発が必要

です。 

②健康危機発生時の体

制づくり 

住民の健康に重大な影響を及ぼす感染症の発生や流行、大規模災害に備え、感染症の予防・ま

ん延防止、医療提供体制の整備等の対策を推進します。東京都、保健所等との連携により、健康

危機発生時には迅速に対処できる体制づくりを推進します。 

令和７年度までの取組状況 今後の課題 

【健康課健康係】 

令和５年度から、災害時に医療救護所となる

保健センターで、医療救護所設置訓練を開始

しました。３回の訓練を通じ、三師会の医師

等からいただいた意見を反映させ、必要物品

等の購入を進めるとともに、医療救護所の設

置、運営を円滑に実施するための「瑞穂町災

害時医療救護所設置・運営フロ―」を作成し

ました。 

また、関係機関との災害医療連携会議を実施

し、瑞穂町、福生市、羽村市、公立福生病院

合同で、緊急医療救護所の設置訓練を令和４

年度から開始しました。より実効性を高める

ため、令和４年度に設置された緊急医療救護

所設置訓練実務者会議において、設置・運営

に関するマニュアル、訓練内容や必要備品等

について検討を重ね、必要備品等の購入やマ

ニュアルの整備を行いました。 

感染症の発生や大規模災害に備え関係機関

との訓練を実施し、医療従事者との顔の見え

る関係づくりにより、更に連携をはかること

が必要です。 

また、訓練を通じ作成されたマニュアル等に

ついては、訓練結果や関連計画の改定等を踏

まえ、随時見直ししていく必要があります。 

感染症対応には、東京都、保健所等の連携が

重要となるため、市町村等関係機関との連携

強化に向け令和６年度に多摩地域の東京都

保健所に新設された「市町村連携課」との連

携を、平常時からはかることが必要です。 
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（この施策は引き続き第５次地域保健福祉計画でも実施されます。第５章 施策の展開、基本目標４、基本施策

（４）、137 ページを参照して下さい。） 

 

  

②健康危機発生時の体

制づくり 

【子ども家庭センター課母子保健係】 

令和５年度から保健活動拠点設置訓練を医

療救護所設置訓練と同日に実施しています。

令和 7 年度の訓練では、保健活動拠点の設置

に加え、保健活動の流れについて模擬訓練を

行いました。その中で災害時の保健師活動に

必要な物品を確認したり、実際の活動の流れ

を確認したりするなど、保健師間で情報共有

につとめました。 

また、瑞穂町、福生市、羽村市、公立福生病

院合同で実施した緊急医療救護所の設置訓

練に保健師も参加したり、庁内で勉強会を開

催することで災害時の保健師の活動を具体

的にイメージできました。 

感染症流行時には、住民に対しても正確な情

報を伝えるとともに、適切な手洗い、消毒の

仕方などの標準的予防策についても、実践的

な学習の機会を提供する必要があります。 

また、災害時の保健活動についても、子ども

家庭センター課以外の部署に所属する保健

師も含めて引き続き勉強会等で情報共有を

進めるとともに、より実践的な準備をする必

要があります。 
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基本目標４の評価指標 

基本施策 評価指標 令和 3 年度末 令和 4 年度末 令和 5 年度末 令和 6 年度末 
令和 7 年度 

目標値 

（１）母子保健の充実 

 

健康診査受診率          

・３～４か月児健康診査 100.7% 95.9% 98.5% 98.5% 98.0% 

・１歳６か月児健康診査 100.0% 94.1% 100.6% 97.0% 92.0% 

・３歳児健康診査 96.9% 101.6% 95.6% 100.5% 99.0% 

この地域で、今後も子育てをしてい
きたいと回答した人の割合の平均
値 93.5% 94.0% 92.3% 94.5% 93.7% 

【第 5 次長期総合計画数値評価指標】      

予防接種自動スケジュール作成
モバイルサイト「ワクワクみずほ」 

     

・０歳児の登録率 85.5% 74.8% 82.5% 67.7% 97.0% 

妊婦の喫煙率 6.7% 4.3% 3.9% 4.7% 0% 

 日常生活動作が自立している期
間の平均（平均自立期間；要介護
2 以上：95%信頼区間） 

男： 
77.8～80.7 年 

男： 
77.3～80.4 年 

男： 
77.0～80.2 年 

男： 
77.7～81.3 年 東京都数値以上 

 
女： 
82.7～85.0 年 

女： 
83.6～85.2 年 

女： 
83.0～85.0 年 

女： 
84.6～87.9 年 東京都数値以上 

 【第 5 次長期総合計画数値評価指標】      

 がん検診受診率          

 ・胃がん検診 10.1% 10.9% 10.0% 9.8%  

 ・肺がん検診 10.5% 10.6% 10.0% 11.3%  

 ・大腸がん検診 29.8% 29.4% 27.4% 30.2% 50%以上 

 ・子宮頸がん検診 12.3% 12.9% 12.8% 12.9%  

 ・乳がん検診 13.0% 14.5% 14.7% 14.3%  

 【第 5 次長期総合計画数値評価指標】          

 特定健康診査受診率 48.5% 47.6% 47.5% 46.1% 60.0% 

 特定保健指導実施率 15.9% 15.6% 17.4% 19.0% 60.0% 

（２）健康増進の充実 
 

生活習慣病予防事業の 40 代・
50 代の参加率 

     

 ・慢性腎臓病予防講座 講座未実施 講座未実施 講座未実施 講座未実施 15.0% 

 ・糖尿病予防講座 3.0% 0.0% 2.6% 8.0% 15.0% 

 
「30 分、週に２回以上の運動をし
ている者」の割合 

         

 
・18 歳以上で日頃から継続して
いる者 

調査未実施 調査未実施 調査未実施 25.4% 22.4% 

 【第 5 次長期総合計画数値評価指標】          

 
適性体重（18.5≦ＢＭＩ＜25.0）の
者の割合 

         

 ・特定健康診査受診者 66.0% 66.3% 65.7% 64.1% 増加 

 
１日の野菜摂取推奨量（350g 以
上）の認知割合 

         

 ・20～64 歳 調査未実施 調査未実施 調査未実施 32.3% 50.0% 

 成人歯科検診受診率 4.8% 6.1% 4.8% 3.8% 8.0% 

（３）医療体制の基盤づくり 
子どものかかりつけ医師を持つ 

3 歳児の親の割合 
84.2% 82.4% 82.6% 86.3% 77.1% 

 予防接種率          

（４）健康危機管理対策の

推進 
・麻しん・風しん 1 期 100.6% 85.6% 99.2% 92.8% 95.0% 

 ・麻しん・風しん 2 期 88.4% 90.6% 88.0% 92.4% 95.0% 

※参考：平成 30 年の東京都平均自立期間（要介護２以上）男：79.8～79.9 年、女：84.1～84.3 年 

 

  



第３章 第４次地域保健福祉計画の進捗状況 

102 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４章 計画の基本的な考え方 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 



第４章 計画の基本的な考え方 

105 

 

 

 

 

第４章 計画の基本的な考え方 

１ 課題の抽出 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

現行の各福祉計画の基本目標及び重点施策 

【高齢者保健福祉計画・介護保健事業計画の重点施策】 
 

○介護予防・生活支援の推進 

○社会参加と生きがいづくりの推進 

○在宅医療・介護連携の推進 

○認知症にやさしい地域づくりの推進 

○介護サービスの基盤整備・介護人材の確保 

分科会での意見 

 

【地域保健福祉計画専門分科会】 
 

○地域福祉の担い手が不足している 

○若年層や学校を巻き込む仕組みが弱い。

世代間交流推進に、町内会・自治会を連

携機関として追加すべき 

○実施機関や協力先の役割・調整方法が不

明確 

○地域での困りごとなど、どこに相談して

いいかわからないことがある 

○ICT・デジタル活用を進め、支援体制を

強化すべき 

○孤立死、空き家、生活困窮への対応の具

体化と相談窓口の充実 

○全体的に、町の取組について周知が行き

届いていないのではないか 

 

【健康づくり推進専門分科会】 
 

〇小・中学校から喫煙・飲酒・薬物のリス

クや健康に関する教育が必要 

〇齲歯（むしば）が歯だけの問題ではな

く、その他の体に及ぼす影響を理解して

もらうことが必要 

〇かかりつけ歯科医の定着を目指すことが

重要 

○重層的相談体制の整備と（住民への）見

える化された状態の実現を期待 

〇がん検診の受診率が課題 

〇各相談事業や特定保健指導の実施方法な

どに工夫が必要 

〇健康増進に係る活動等を行って

いる団体への支援の充実が必要 

【障害福祉計画・障害児福祉計画の基本目標】 

○ふれあい、ささえあいの地域づくり 

○障がい者福祉を進めるための体制づくり 

○障がいのある人が安心して暮らせる環境 

づくり 

○いきいきと暮らすための健康づくり 

 

【子ども計画の基本目標】 

○子ども・若者のための地域づくり 

○子育て世帯のための環境づくり 

○支援が必要な子ども・若者、子育て世帯の

ための地域づくり 
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【地域共生社会とは】 

 

 

【地域保健福祉計画調査】 
 

○住民が特に重要だと考えるのは「災害の時に安心なまち」であり、これに「子どもが

いきいき育つ」や「高齢者、障がいのある人が暮らしやすい」が続きます。こうした

ニーズを踏まえたまちづくりが求められます。 

○近所付き合いは「必要に応じて」が多数を占め、30〜59 歳の層や単身世帯では「ほ

とんどしない」が高くなっています。住民相互のつながりへの意識を高め、無理のな

い範囲で日常的に助け合える「ゆるやかなつながり」づくりが重要です。 

○福祉サービスや成年後見制度について「知らない」と答えた人が多く、特に若い世代

で顕著です。情報入手方法として「広報紙」と「インターネットのホームページ」が

主流ですが、若年層では SNS の利用も増えています。多様な情報提供手段を整備し、

必要な情報が適切に届くための取組が必要です。 

○住民の 7 割以上が「地域医療（かかりつけ医、病院等）提供体制」を重視し、高齢者

や障がい者への支援では、移動手段の確保や買い物、就労支援、在宅サービスのニー

ズが高くなっています。一人ひとりが安心して生活できるよう、医療・福祉サービス

の連携が求められます。 

○孤立死を防ぐためには「声かけ、見守り」が最も有効だと考えられています。しか

し、困ったときに手助けを「お願いしたい」人がいる一方で、「受けたくない」人も

一定数存在します。自助・互助・共助・公助の視点を高め、公的な支援だけでなく、

住民が主体的に参加できる、支え合いの仕組みづくりが求められます。 

○住民の約 8 割が定期健診を受けていますが、「忙しい」などを理由に受けない人もい

ます。運動習慣や食生活については、年代によって意識や行動に差があり、特に若い

世代では野菜や果物の摂取量が少ない傾向にあります。健康寿命を延ばすため、主体

的に健康維持に取り組めるよう、具体的な情報提供と行動を促す仕組みが必要です。 

○地域問題への住民間の協力は「必要だと思う」人が半数以上ですが、「わからない」

人も多く、ボランティア活動の活動意向は、いずれの地区においても『活動したいと

思わない』が『活動したい』を上回っています。多様な人たちが地域活動に参加でき

る場や機会を増やしていくことが求められます。 

アンケート調査結果より 

出典：厚生労働省資料 

◇生きがいづくり 

◇安心感ある暮らし 
◇健康づくり、介護予防 

◇ワークライフバランス 

◇就労や社会参加の場や

機会の提供 

◇多様な主体による、 

暮らしへの支援の参画 

◇社会経済の担い手排出 

◇地域資源の有効活用、 
雇用創出等による経済

価値の創出 

◇居場所づくり 

◇社会とのつながり 
◇多様性を尊重し包摂 

する地域文化 
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① つながり、ささえあう地域づくり 

住民の多くは、普段からの「ゆるやかなつながり」や、災害時の助

け合いを重要だと考えています。しかし、近所付き合いが少ないと感

じている世代や世帯が増えており、「知り合う機会がない」「忙しい」

などの理由から、地域でのつながりが希薄になっています。 

誰もが孤立することなく、日常生活や災害時でも安心して過ごせる

よう、地域住民が無理なく、気軽に参加できる交流の場や仕組みづく

りが必要です。 

 

② 地域福祉をすすめるための体制づくり 

地域における福祉の課題を解決するためには、住民、民間事業者、

関係団体、行政が一体となって連携する体制が不可欠です。しかし、

住民が福祉サービスや専門的な相談先について知らないことが多く、

特に若い世代でその傾向が顕著です。また、福祉ボランティア活動へ

の参加経験者は少なく、活動意欲も低いことが課題です。 

住民一人ひとりのニーズを捉え、適切な情報を提供し、地域活動を

支える人材を確保していくことが求められます。 

 

③ 誰もが安心して暮らせる環境づくり 

住民は「災害に強いまち」を最も重要だと考えており、安心して暮

らすためには、高齢者や障がい者の移動手段や買い物、就労の確保と

いった、生活環境の整備が求められています。しかし、道路や建物の

段差など、日常的な移動の物理的な障壁も残っています。また、住民

の間では、孤立死を防ぐための「見守り」や「声かけ」の重要性は認

識されているものの、自分が手助けするイメージが持てない人もいま

す。 

誰もが安心して外出できる環境と、困った時に助け合える体制を整

えることが必要です。 

 

④ いきいきと暮らすための健康づくり 

生涯にわたり、地域で心豊かにいきいきと暮らしていくためには、

不健康な期間（平均寿命と健康寿命の差）を短縮し、健康寿命の延伸

を図る必要があります。そのためには、乳幼児期からの定期的な健康

診査の受診や予防接種、保健指導や健康教育を通じた、健やかな発育・

発達を促すための生活習慣の定着や改善など、ライフステージに応じ

た健康づくりの取組が求められます。 

また、地域における医療提供と在宅医療の需要がこれまで以上に求

められるなか、地区医師会等や民間事業者の協力を得て、必要なとき

に医療を受けやすい、地域医療提供体制を継続させることが必要で

す。 

住民の健康に重大な影響を及ぼす可能性がある新興・再興感染症等

については、新型インフルエンザ等対策行動計画に基づき、平時から

の備えと保健所を始めとした関係機関との緊密な連携体制を構築し、

まん延防止につとめる必要があります。 

 

今後の課題 
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２ 計画の基本理念 

社会福祉法など福祉関連法の改正や新型コロナウイルス感染症拡大による生活様式の変

化など、地域保健福祉を取り巻く環境は変化し続けています。 

そのような中で、地域住民や地域の多様な主体が、世代や分野を超えてつながること

で、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創っていく「地域共生社会」の実

現に向けた取組をすすめていくことがもとめられています。 

令和３年３月に策定した瑞穂町第４次地域保健福祉計画（以下「前計画」という。）で

は、人と人とのつながりを重視し、自ら進んでささえあえる、すべての人がつながる地域

福祉社会をめざし、各取組を推進してきました。 

本計画では、前計画の基本理念を継承し、「つながり、ささえあい、安心して健康に暮

らせるまち みずほ」を基本理念とします。 

 

 

 

 

 

３ 計画の基本目標 

基本理念をもとにめざすべきまちの実現に向けて、次の４つの基本目標を掲げ、施策、事

業をすすめていきます。 
 

 

 

地域福祉の推進には、普段からの隣近所のつながりや地域の人同士の協力・連携が

重要かつ基礎となります。また、地域における生活課題を「我が事」としてとらえ、お

互いにつながって、ささえあう意識を育むことが重要です。 

そのため、様々な人が交流できる機会・場所の提供や社会参加の促進等の取組を通

じて、地域コミュニティの強化をはかるとともに地域生活課題の把握・解決に向けた

支援に取り組みます。 

 

 

多くの住民が住み慣れた地域で、その人らしく自立した豊かな生活を送るためには、

社会福祉協議会をはじめ地域福祉団体や地域貢献を掲げる企業などの多様な団体と行

政が連携することが必要です。また、地域福祉活動の担い手となる人材の発掘と確保・

支援も重要な課題となっています。 

地域福祉を推進する、人材の確保やサービスの質の向上等をはかりながら、住民の

抱える課題を解決していくための包括的な支援体制づくりにつとめます。 

 つながり、ささえあい、安心して健康に暮らせるまち みずほ 

〜 すべての人がつながる福祉社会をめざして 〜 
 

 

 

２ 地域福祉をすすめるための体制づくり 

 

 １ つながり、ささえあう地域づくり 
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判断能力が低下した認知症高齢者、知的障がいや精神障がいのある方が、住み慣れ

た地域で自分の意思に沿った生活が送れるよう成年後見制度の利用促進に取り組むこ

とで権利擁護の推進をはかります。 

近年、多発する自然災害は、各地に甚大な被害をもたらしています。こうした災害を

受け、高齢者や障がい者、子どものほか、傷病者等といった地域の災害時要配慮者が孤

立したり、支援の輪から取り残されることなく、安心とつながりを保ち続けられる体

制づくりにも取り組みます。 

犯罪や非行をした人たちが地域社会の中で孤立することなく、再び社会を構成する

一員となることができるよう、再犯の防止等に関する取組をすすめていきます。 

子どもや若者、子育て世帯に対する地域課題の解決に向けた取組や地域包括ケアシ

ステムの深化・推進に向けた取組もすすめていきます。 

 

 

 

国において、令和５年５月に健康日本２１（第三次）が策定され、全ての国民が健や

かで心豊かに生活できる持続可能な社会の実現に向け、誰一人取り残さない健康づく

りの展開と、より実効性をもつ取組の推進を通じて、国民の健康の増進の総合的な推

進を図るための基本的な事項が示されました。 

健康日本２１（第三次）の基本的事項を踏まえ、地域で心豊かにいきいきと暮らして

いくために、健康寿命の延伸を総合的な目標として位置づけます。目標達成のために、

乳幼児期からの定期的な健康診査の受診や予防接種、保健指導や健康教育を通じた、

健やかな発育・発達を促すための生活習慣の定着や改善など、ライフステージに応じ

た健康づくりに取り組みます。 

また、地区医師会等や民間事業者の協力を得て、必要なときに医療を受けやすい、地

域医療提供体制を継続できるよう取り組みます。 

住民の健康に重大な影響を及ぼす可能性がある新興・再興感染症等については、新型

インフルエンザ等対策行動計画に基づき、平時からの備えと保健所を始めとした関係機

関との緊密な連携をはかるとともに、大規模災害発生時の感染症対策に取り組みます。 

 

  

 ４ いきいきと暮らすための健康づくり 

 

 ３ 誰もが安心して暮らせる環境づくり 
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４ 第５次計画での重点的な取組 

アンケート調査や統計データ、国の動向を含む瑞穂町を取り巻く状況をふまえ、次の事項

について重点的に取り組みます。 

 

 

 

 

住み慣れた地域で、その人らしく自立した豊かな生活を送るためには、既存の制度や

サービスの利用を推進するほかに、社会的孤立や孤独、生きる上での困難・生きづらさ、

貧困、要援護、虐待などの地域における複合化・複雑化した課題の解決や深刻化を防ぐ

必要があります。地域共生社会の実現に向け、既存の相談支援等の取組をいかしつつ、

地域住民の課題を解決するための包括的な支援体制を整備していきます。 

 

 

 

 

 

地域の子どもたちから高齢者までの多世代がかかわり合う場の提供、活動への支援を

行います。地域福祉に関する活動に参加する人や団体の育成・支援を行い、ゆるやかに

つながる地域づくりをすすめていきます。 

 

 

 

 

 

認知症や障がいにより、意思判断能力が低下した人たちが、地域で自立した生活を送

ることができるよう、地域福祉権利擁護事業を推進するとともに、「権利擁護センターみ

ずほ」を中心に、成年後見制度の利用促進をはかります。 

また、今後権利擁護センターみずほを町の中核機関として位置付けるための取組をす

すめます。 

 

  

 １ 包括的な支援体制の整備 

 ２ 多世代交流・地域福祉活動の推進 

 ３ 権利擁護の推進 
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妊娠、出産は、短期間の中で大きな心身の変化とライフスタイルの大きな変化が要求

される時期であり、乳幼児だけでなく、妊産婦の健康を支援します。また、乳幼児の健や

かな成長を支援するため、妊産婦や子どもを対象とした健康教育、乳幼児健診や訪問、

相談の事業を通じて、健やかな子どもの成長を支えるとともに、健康上の問題を早期に

発見し、療育につなげます。 
 

 

  

重点的な取組 達成目標 

１ 包括的な支援体制の 

整備 

既存の相談支援等の取組をいかしつつ、誰ひとりとり残さな

い包括的な支援体制を整備します。 

２ 多世代交流・地域福祉活動 

の推進 

多世代交流・地域福祉活動を行う人や団体へ支援を行い、参

加人数・団体数を増やします。 

３ 権利擁護の推進 

「権利擁護センターみずほ」の広報機能、相談機能、成年後

見制度利用促進機能、後見人支援機能の強化をすすめます。 

また、担い手の育成・活動の促進として、市民後見人の養成

に取り組みます。 

４ 母と子の健康づくりの推進 

各種健診の受診、予防接種、健康教育の受講等、「子育て世

代包括支援センター（通称：ゆりかごステーション）」を中

心に妊娠期から子育て期まで切れ目なく支援することで、乳

幼児を育てる保護者がこの地域でこれからも子育てをして

いきたいと思う人の割合を高めます。 

 ４ 母と子の健康づくりの推進 
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５ 第５次地域保健福祉計画施策の体系 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔基本理念〕          〔基本目標〕 

                                     

つ
な
が
り
、
さ
さ
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、
安
心
し
て
健
康
に
暮
ら
せ
る
ま
ち 

み
ず
ほ 

〜 

す
べ
て
の
人
が
つ
な
が
る
福
祉
社
会
を
め
ざ
し
て 

〜 

１ つながり、ささえあう 

地域づくり 

２ 地域福祉をすすめる 

ための体制づくり 

３ 誰もが安心して暮らせる

環境づくり 

４ いきいきと暮らす   

ための健康づくり 
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①救急医療体制の確保 ②地域医療体制の確保 
③関係機関との連携 

①災害時要配慮者の安全確保体制の整備 ②災害時要配慮者への対応 
③災害ボランティアの育成と連携体制 ④地域防犯活動の推進 ⑤相談体
制の充実 ⑥関係機関との連携強化 ⑦自立・生活安定に向けた支援 
⑧学校関係者等と連携した非行防止、学習支援 ⑨広報・啓発活動の推進 
 

（３）防災・防犯体制の充実 

（瑞穂町再犯防止推進計画） 

（１）地域での交流活動の推進 

（２）地域情報の発信 

（３）利用しやすい施設の環境づくり 

（４）世代間交流の活性化 

（５）高齢者や障がい者の社会参加促進 

（６）介護保険制度の適正な運営 

（１）地域福祉の担い手の養成 

（２）地域における福祉教育・学習の推進 

（３）ボランティア・NPO の活動の推進 

（４）相談体制の整備 

（５）福祉サービスの質の向上 

 

（２）ユニバーサルデザインの推進 

（３）防災・防犯体制の充実 

（瑞穂町再犯防止推進計画） 

（４）すべての子育て家庭への支援 

（５）支援が必要な子どもと家庭への支援 

（６）障がい者の就労支援 

（７）地域包括ケアシステムの推進 

①地域の子育てグループの支援 ②地域における交流の場づくりの推進 
③小地域区分(圏域)に基づく地域福祉活動の推進 

①福祉情報の提供・広報活動の充実 ②地域資源情報の収集  

①地域交流、多世代交流の推進 ②地域で子どもを育てる環境づくりの推
進 ③子育てひろばの拡充 

①シルバー人材センターへの支援 ②老人クラブへの支援 ③敬老会の開
催 ④多世代交流センターＭＩＺＣＵＬの運営 ⑤敬老金の贈呈 ⑥障がい者
の社会参加の促進支援 ⑦社会参加のための支援サービスの充実 ⑧当
事者活動の支援 

①介護保険制度の適正な運営 ②介護予防・日常生活支援総合事業の推
進 ③在宅医療・介護連携の推進 ④高齢者支援センター(地域包括支援
センター)の運営 ⑤生活支援体制整備事業の推進 

①地域福祉の担い手の養成 ②地域福祉の担い手の活動支援 

①地域福祉の理解促進 ②地域に開かれた福祉教育の実践 

①啓発活動の充実 ②相談体制や情報提供の充実 ③ボランティア・NPO
活動への支援 ④定年退職者などへの地域活動参加の機会と情報の提供 

①相談体制の充実 ②関係機関との連携強化・包括的な支援体制の検討 
③自立に向けた援助 ④生活安定に向けた支援 

①福祉関係職員の資質向上 ②関係団体等への働きかけ ③苦情対応等
に基づくサービスの質の向上 ④第三者によるサービス評価の支援  

①権利の擁護 ②権利擁護に関する連携と利用者に対する支援 ③成年
後見制度の周知 ④成年後見制度の担い手の育成 

①ユニバーサルデザインについての啓発 ②東京都福祉のまちづくり条例
施設整備マニュアルへの対応 ③公共施設の整備およびソフト面における
取組の推進 

①子ども家庭支援センター機能の充実 ②子育て相談の充実 ③子育て支
援情報の提供 ④待機児童の解消への取組と保育サービスの充実 ⑤地
域子育て支援事業の充実 

①地域包括ケアシステムの構築推進 ②認知症施策の推進 ③人材の確
保及び資質の向上 ④ささえあう地域づくり 

〔基本施策〕                        〔取組〕 

                                     

①公共施設の利用促進 ②交流の場づくり 

（１）権利擁護の推進 

（瑞穂町成年後見制度利用促進基本計画） 

 

（１）母子保健の充実 

（２）健康増進の充実 

①瑞穂町障害者就労支援センターの充実 ②瑞穂町福祉作業所「さくら」の
充実 ③瑞穂町精神障害者共同作業所「ころぼっくる」の充実 

①母子保健事業の推進 ②疾病予防・健康増進事業の推進 ③切れ目の
ない妊産婦・乳幼児への保健対策事業の推進 ④食育の推進 

①健康増進事業の推進 ②望ましい生活習慣の確立 ③食生活の維持・改
善 ④身体活動・運動の実践 ⑤喫煙・飲酒・薬物と健康被害 ⑥休養・心
の健康づくり ⑦歯・口腔の健康づくり 

①要保護児童対策地域協議会の充実 ②児童虐待の未然防止 ③民生委
員・児童委員等の活動支援 ④日常生活援助及びひとり親家庭の自立支
援・経済的支援 ⑤相談体制の充実 ⑥発達障害等支援の充実 ⑦子ども
の貧困対策の推進 
 

（３）医療体制の確保 

（４）健康危機管理対策の推進 ①感染症予防事業の推進 
②健康危機発生時の体制づくり  
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第５章 施策の展開 

１ 基本目標１ つながり、ささえあう地域づくり 

基本施策（１）地域での交流活動の推進 

誰もが、暮らしやすい地域を築いていくことをめざし、地域における交流やつながりを深

め、交流できる環境づくりをすすめます。 
 

※実施機関は太字で表記しています。進捗状況について、毎年地域福祉審議会へ報告します。 

 

基本施策（２）地域情報の発信 

必要なときに、しっかり届く戦略的な情報発信を推進します。 
 

※実施機関は太字で表記しています。進捗状況について、毎年地域福祉審議会へ報告します。 

 

  

取組 今後５年間の方向性 担当部署 
実施機関※ 

主な連携・協働機関等 

①地域の子育て

グループの支援 

子育てを通じて交流を深めた親同士が、その

後も継続的な交流活動ができるようなグル

ープづくりと活動を支援します。 

子ども家庭センター課 

子ども家庭支援係 

子育て応援課 

児童館係 

子育てグループ 

②地域における

交流の場づくりの

推進 

地域における交流やつながりを深め、高齢者

等の孤立防止や所在不明児童等の防止のた

めに、交流できる場・機会の提供や支援活動

を積極的に推進します。また、地域福祉コー

ディネーターや関係機関、団体等と連携・協

働しながら、地域の様々な課題の解決をはか

り、地域におけるささえあい活動を支援しま

す。 

福祉課 

福祉推進係 

協働推進課 

地域協働係 

社会福祉協議会 

町内会・自治会 

ボランティア団体 

サロン団体 

③小地域区分(圏

域)に基づく地域

福祉活動の推進 

それぞれの小地域区分の実情をふまえなが

ら地域福祉活動の推進等を行っていきます。

また地域つながり推進連絡会等の場を活用

して、地域福祉の担い手となる人材の発掘を

積極的に行います。 

福祉課 

福祉推進係 

協働推進課 

地域協働係 

社会福祉協議会 

町内会・自治会 

ボランティア団体 

サロン団体 

取組 今後５年間の方向性 担当部署 
実施機関※ 

主な連携・協働機関等 

①福祉情報の提

供・広報活動の充

実 

必要なときに、必要な人に、必要な内容が提

供されるよう、わかりやすい表現による福祉

情報の充実につとめます。更に広報みずほ等

の従来の周知方法に加え、ＩＣＴツールの進

歩やそのツールを使える人の増加といった

今後の状況も見据え、情報の発信方法や情報

伝達の充実について研究します。 

福祉課 

福祉推進係 

 

社会福祉協議会 

②地域資源情報

の収集 

地域でどのような活動が行われているのか、

どのような人的・物的資源があるのか等、地

域つながり推進連絡会や地域ケア会議等を

通じて地域情報の収集と発掘、及び積極的な

活用を推進します。 

福祉課 

福祉推進係 

 

社会福祉協議会 



第５章 施策の展開 

118 

 

 

 

基本施策（３）利用しやすい施設の環境づくり 

誰もが本当に利用しやすい施設、きめ細かな配慮が行き届いた施設をめざします。 
 

※実施機関は太字で表記しています。進捗状況について、毎年地域福祉審議会へ報告します。 

 

基本施策（４）世代間交流の活性化 

希薄化した世代間の交流を活性化させ、住民同士のつながりを強化します。 
 

※実施機関は太字で表記しています。進捗状況について、毎年地域福祉審議会へ報告します。 

  

取組 今後５年間の方向性 担当部署 
実施機関※ 

主な連携・協働機関等 

①公共施設の利

用促進 

地域内のコミュニケーションや交流活動を

促進するために、公共施設の運用の見直し等

を促し、地域福祉活動を行う拠点としての利

用促進をはかります。 

福祉課 

福祉推進係 

協働推進課 

地域施設係 

社会福祉協議会 

②交流の場づくり 

施設の利便性や利用の向上をはかり、住民同

士のふれあいを促進します。 

あすなろ児童館から遠い地域の子どもたち

のため、地域住民の協力を得ながら、移動児

童館事業の拡充をはかります。 

福祉課 

福祉推進係 

子育て応援課 

児童館係 

社会福祉協議会 

取組 今後５年間の方向性 担当部署 
実施機関※ 

主な連携・協働機関等 

①地域交流、多世

代交流の推進 

様々な世代が交流することにより、お互いさ

さえあい・助け合いができるよう、住民同士

がつながる仕組みづくりをすすめます。この

ような仕組みを推進するために、ボランティ

ア団体等との協働をすすめ、地域福祉コーデ

ィネーター等の活動を推進します。また、寄

り合いハウスいこいや多世代交流センター

ＭＩＺＣＵＬ（令和７年度開設）を拠点とし

た多世代交流の推進を継続します。 

福祉課 

福祉推進係 

子育て応援課 

保育・幼稚園係 

高齢者福祉課 

高齢者支援係／ 
地域包括ケア推進係 

協働推進課 

地域協働係 

社会福祉協議会 

ボランティア団体 

町内会・自治会 

②地域で子どもを

育てる環境づくり

の推進 

地域では、地区青少年協議会、子育てサーク

ルをはじめ多くの育成団体が活動しており、

こうした地域住民が中心となった活動が活

発になるような環境づくりにつとめます。 

子育て応援課 

児童館係 

社会教育課 

社会教育係 

地区青少年協議会 

子育てグループ 

③子育てひろば

の拡充 

子育て中の親子が気軽に集い、交流する場と

して児童館事業及び移動児童館事業の子育

てひろばの拡充をはかります。また、保育園

等の園庭開放により、地域の未就園児と入園

児との交流やイベント開催等、子育てひろば

を充実し、地域に開かれた保育園・幼稚園を

推進します。 

また、子ども家庭支援センターで子育てひろ

ばと同様の子育て支援事業が行われている

ため、その事業展開につとめます。 

子育て応援課 

保育・幼稚園係／ 

児童館係 
子ども家庭センター課 

子ども家庭支援係 

保育園等 
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基本施策（５）高齢者や障がい者の社会参加促進 

高齢者や障がい者が積極的に社会参加できる地域社会の実現をめざします。 
 

※実施機関は太字で表記しています。進捗状況について、毎年地域福祉審議会へ報告します。 

  

取組 今後５年間の方向性 担当部署 
実施機関※ 

主な連携・協働機関等 

①シルバー人材

センターへの支援 

高齢者の就労支援により、就業を通じた社会
参加や生きがいづくりを推進するとともに、
介護予防の効果を高めます。 
その役割の一翼を担うセンターの会員募集
の取組をはじめとする運営を引き続き支援
します。 

高齢者福祉課 

高齢者支援係 

シルバー人材セン

ター 

②老人クラブへの

支援 

いつまでも自分らしく地域で暮らすため、福
祉活動への参加促進や生きがい活動・スポー
ツ等の取組、自らその担い手となる老人クラ
ブの活動への変革を支援します。また、高齢
者がいきいきと活動できるよう、クラブの立
ち上げの相談をはじめ、財政面を含めて、引
き続き、支援にもつとめます。 

高齢者福祉課 

高齢者支援係 

社会福祉協議会 

寿クラブ連合会 

老人クラブ 

③敬老会の開催 

長年、社会と地域づくりに貢献してきた高齢
者への敬老と長寿を祝う意義と対象世代の
意向を考慮した開催形態、時期を検討しま
す。 

高齢者福祉課 

高齢者支援係 

 

④多世代交流セ

ンターＭＩＺＣＵＬの

運営 

「地域を耕す、みんなの居場所」をコンセプ
トとして、高齢者福祉センター機能、多世代
交流機能、学童保育クラブ機能を併設する特
徴をいかし、地域交流や世代間交流をはかっ
ていきます。指定管理者による施設運営体制
を確立させ、民間の柔軟な発想を活用した
様々なイベントを通じて、さらなる多世代交
流をはかります。 

高齢者福祉課 

高齢者支援係 

 

指定管理者 

ボランティア団体 

自主グループ 

⑤敬老金の贈呈 
住民登録のある 88 歳及び 100 歳以上の高
齢者を対象に、引き続き敬老金を適正に贈呈
します。 

高齢者福祉課 

高齢者支援係 

 

⑥障がい者の社

会参加の促進支

援 

障がい者の社会参加を促進するため、障害福
祉サービスによる日中活動の場の提供や地
域生活支援事業の充実をはかります。町内で
不足する障害福祉サービスのニーズに応じ
た民間施設等の確保につとめます。 

福祉課 

障がい者支援係 

 

社会福祉協議会 

基幹相談支援セン

ター 

障害福祉サービス

事業者 

⑦社会参加のた

めの支援サービ

スの充実 

地域生活支援事業により、相談支援、移動支
援及び手話通訳等のコミュニケーション支
援、また、支援者等の育成等、障がい者が一
般住民と同様に社会参加していくための支
援サービスの充実をはかります。 

福祉課 

障がい者支援係 

 

社会福祉協議会 

基幹相談支援セン

ター 

相談支援事業所 

⑧当事者活動の

支援 

障がい者自らが支援者となる当事者間活動
や当事者団体の活動支援、協力ボランティア
の育成支援を行います。 

福祉課 

障がい者支援係 

 

社会福祉協議会 

基幹相談支援セン

ター 

ボランティア団体 
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基本施策（６）介護保険制度の適正な運営 

限られた財源の中で適切にサービスを提供し、介護保険サービスの質を向上させるとと

もに、介護給付の適正化をはかります。 
 

※実施機関は太字で表記しています。進捗状況について、毎年地域福祉審議会へ報告します。 

 

 

 

  

取組 今後５年間の方向性 担当部署 
実施機関※ 

主な連携・協働機関等 

①介護保険制度

の適正な運営 

介護保険制度の持続可能で安定的な運営を

はかるため、介護認定審査会の公平かつ公正

な介護認定や、ケアプラン点検の実施など介

護給付費の適正化をはかります。また、自立

支援に資する適正なケアマネジメントの推

進とともに、必要なサービスを安定して提供

できるよう、住民ニーズに即したサービス提

供体制の整備・人材確保や介護サービス事業

者の適正な運営に向けた指導・監督につとめ

るとともに、事業所の ICT 化の取組を促進

します。 

高齢者福祉課 

介護支援係 

介護サービス事業

者 

指定市町村事務受

託法人 

高齢者支援センター 

②介護予防・日常

生活支援総合事

業の推進 

高齢者ができるだけ自立した生活を送るこ

とができるよう、今後見込まれる介護保険制

度の改正に柔軟に対応するとともに、多様な

サービスの育成・整備をはかります。 

高齢者福祉課 
地域包括ケア推進係 

介護サービス事業

者 

高齢者支援センター 

社会福祉協議会 

③在宅医療・介護

連携の推進 

医療と介護の両方を必要とする状態の高齢

者が、住み慣れた地域で最期まで自分らしい

暮らしを続けることができるよう、医療・介

護の関係機関が連携して、切れ目のない包括

的かつ継続的な在宅医療・介護を提供する体

制づくりをすすめます。 

高齢者福祉課 
地域包括ケア推進係 

医療機関 

介護サービス事業

者 

高齢者支援センター 

④高齢者支援セ

ンター（地域包括

支援センター）の

運営 

２か所の高齢者支援センターを統括し、総合

的に支援する基幹型のセンターを活用して

高齢者支援センターの専門性の向上と機能

強化をはかります。また、高齢者の身近な相

談窓口としての機能をいかして見守り相談

窓口を設置し、相談体制の環境整備をはかり

ます。 

高齢者福祉課 
地域包括ケア推進係 

 

社会福祉協議会 

介護サービス事業

者 

民生・児童委員 

⑤生活支援体制

整備事業の推進 

高齢化の進行、家族形態の多様化に伴い、地

域での多様な生活支援が求められています。

地域の住民同士や様々な関係機関などと連

携・情報共有を進めて、生活支援コーディネ

ーターの活動を推進するとともに、地域ケア

会議や協議体の場を活用し、住民が互いに支

え合う地域づくりをさらにすすめます。 

高齢者福祉課 
地域包括ケア推進係 

 

社会福祉協議会 
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２ 基本目標２ 地域福祉をすすめるための体制づくり 

基本施策（１）地域福祉の担い手の養成 

地域福祉の新たな担い手を確保するために、様々な関係づくりや支援を行います。 
 

※実施機関は太字で表記しています。進捗状況について、毎年地域福祉審議会へ報告します。 

 

基本施策（２）地域における福祉教育・学習の推進 

より多くの住民が地域福祉活動に携わり、地域福祉についての関心・理解が深められるよ

うに福祉教育・学習を推進します。 
 

※実施機関は太字で表記しています。進捗状況について、毎年地域福祉審議会へ報告します。 

 

  

取組 今後５年間の方向性 担当部署 
実施機関※ 

主な連携・協働機関等 

①地域福祉の担

い手の養成 

介護予防・日常生活支援総合事業における支

援の担い手や、地域での高齢者の居場所づく

りの支援に関わる人として、介護予防リーダ

ーの育成、活用をはかります。また、町独自

のヘルパーを養成し、地域福祉の担い手とし

て地域で活躍する人材を増やしていきます。 

このような活動を推進していくために、地域

福祉コーディネーター等の活動を推進しま

す。 

福祉課 

福祉推進係 

高齢者福祉課 
地域包括ケア推進係 

社会福祉協議会 

自主グループ 

サロン団体 

介護サービス事業

者 

②地域福祉の担

い手の活動支援 

地域福祉の担い手が、地域活動の中心的な役

割を担う存在として活躍するための支援を

行います。 

生活支援コーディネーターが地域の自主グ

ループやサロン活動等に足を運びながらネ

ットワークを構築し、地域の社会資源の把握

を継続的に行います。また高齢者自身もサー

ビスの担い手として、役割を持ちながら活動

する場の創設や活動への支援を行います。 

地域福祉を包括的に推進していくため、地域

福祉コーディネーター等と連携しながら、地

域福祉の担い手の発掘を行います。 

福祉課 

福祉推進係 

高齢者福祉課 
地域包括ケア推進係 

教育指導課 

指導係 

社会福祉協議会 

町立小学校 

自主グループ 

サロン団体 

取組 今後５年間の方向性 担当部署 
実施機関※ 

主な連携・協働機関等 

①地域福祉の理

解促進 

地域福祉活動への関心を引き起こしていく

ための福祉教育を推進します。 

福祉課 

福祉推進係 

社会福祉協議会 

町立小中学校 

ボランティア団体 

②地域に開かれ

た福祉教育の実

践 

地域福祉活動への関心を引き起こしていく

ための福祉教育を推進し、すべての住民が地

域福祉について関心・理解を深めていけるよ

う、講座等の開催や体験する場の提供等を行

います。 

福祉課 

福祉推進係 

社会福祉協議会 

町立小中学校 

ボランティア団体 
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基本施策（３）ボランティア・ＮＰＯの活動の推進 

ボランティアやNPO活動の自主的、自発的活動を総合的に推進、支援します。 
 

※実施機関は太字で表記しています。進捗状況について、毎年地域福祉審議会へ報告します。 

 

  

取組 今後５年間の方向性 担当部署 
実施機関※ 

主な連携・協働機関等 

①啓発活動の充

実 

ボランティアやＮＰＯ活動への支援を行い

つつ、情報提供や相談体制の充実等をはかる

ことで、ボランティアやＮＰＯ活動の推進を

はかります。 

福祉課 

福祉推進係 

 

社会福祉協議会 

ボランティア団体 

NPO 

②相談体制や情

報提供の充実 

ボランティア活動をしたい人と必要とする

人とのコーディネートや、活動相談・支援、

地域のボランティア情報の発信などの役割

を担うボランティアセンターの充実をはか

ります。 

福祉課 

福祉推進係 

社会福祉協議会 

ボランティア団体 

NPO 

③ボランティア・

NPO 活動への支

援 

地域福祉を担う住民活動のひとつであるＮ

ＰＯやボランティア団体が、その組織力と知

識、経験を福祉のまちづくりにいかすことが

できるよう、公益的な活動や事業への支援を

行います。 

福祉課 

福祉推進係 

社会福祉協議会 

ボランティア団体 

NPO 

④定年退職者な

どへの地域活動

参加の機会と情

報の提供 

定年退職された方やシニア世代の方が培っ

てきた知識や経験などをいかして、地域のな

かで役割を担い、活動ができるよう、社会参

加や生きがいづくりを推進します。また、

様々な団体との連携をはかりながら、各種団

体を紹介する事業や情報提供を推進し、地域

活動へ参加しやすい環境整備につとめます。

生活支援コーディネーター等が中心となり、

高齢者のニーズに応じた地域活動への参加

を支援するとともに、活動の創設等に関する

相談支援を行います。 

福祉課 

福祉推進係 

高齢者福祉課 

高齢者支援係／ 
地域包括ケア推進係 

社会福祉協議会 

シルバー人材セン

ター 

ボランティア団体 

NPO 
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基本施策（４）相談体制の充実 

福祉サービスが必要となったときに、必要なサービスを選択でき、適切に利用できるよう

に相談体制を充実し、利用しやすい福祉サービスをめざします。 
 

※実施機関は太字で表記しています。進捗状況について、毎年地域福祉審議会へ報告します。 

 

 

  

取組 今後５年間の方向性 担当部署 
実施機関※ 

主な連携・協働機関等 

①相談体制の充

実 

関係機関と連携しながら相談体制の充実を

はかり、相談しやすい環境の構築につとめま

す。「生活困窮者自立支援法」に基づいた支

援制度やひきこもり支援などの制度につい

ても周知をすすめ、支援につながるようつと

めます。 

福祉課 

福祉推進係 

健康課 

成人保健係 

社会福祉協議会 

西多摩福祉事務所 

西多摩くらしの相談

センター 

立川児童相談所 

西多摩保健所 

民生・児童委員 

②関係機関との

連携強化・包括的

な支援体制の検

討 

国では包括的な支援体制の一つとして重層

的支援体制整備事業を掲げていますが、同時

に当事業の検証や見直しを進めています。そ

れらの状況を見ながら、庁内関係部局、各相

談支援機関との連携をはかり、既存の相談支

援等の取組を活用した、包括的な支援体制の

検討を進めます。 

福祉課 

福祉推進係 

社会福祉協議会 

西多摩福祉事務所 

西多摩くらしの相談

センター 

立川児童相談所 

西多摩保健所 

③自立に向けた

援助 

関係機関との連携を強化し、相談体制の充実

をはかるとともに、各種制度の周知を徹底し

ます。 

また、就労情報の提供、職業訓練の促進など

により、自立に向けた援助を推進します。 

福祉課 

福祉推進係 

社会福祉協議会 

西多摩福祉事務所 

西多摩くらしの相談

センター 

立川児童相談所 

ハローワーク 

民生・児童委員 

④生活安定に向

けた支援 

各種貸付制度に関する情報提供をすすめ、国

や東京都の制度利用の促進をはかります。ま

た、生活困窮者自立支援制度に基づき開設し

た、西多摩くらしの相談センターの周知をは

かるとともに、生活に不安を抱えている人が

自立し、安心できる生活を送ることができる

よう、支援します。 

福祉課 

福祉推進係 

社会福祉協議会 

西多摩福祉事務所 

西多摩くらしの相談

センター 

⑤民生委員・児童

委員の活動支援 

地域住民にとって身近な相談相手である民

生委員・児童委員の活動環境の整備や負担の

軽減、担い手の確保などの支援を行います。 

福祉課 

福祉推進係 

社会福祉協議会 

西多摩福祉事務所 
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基本施策（５）福祉サービスの質の向上 

従来の指示的・指導的・管理的なサービスから脱却し、利用者への十分な情報提供とその

意向を尊重した、質の高いサービス提供をめざします。 
 

※実施機関は太字で表記しています。進捗状況について、毎年地域福祉審議会へ報告します。 

 

 

 

 

  

取組 今後５年間の方向性 担当部署 
実施機関※ 

主な連携・協働機関等 

①福祉関係職員

の資質向上 

福祉サービスの質の確保・向上をはかるた

め、各種研修会や会議への職員参加を促進

し、保健福祉関係職員の資質向上につとめま

す。 

福祉課 

福祉推進係 

子育て応援課 

子育て支援係 
子ども家庭センター課 

子ども家庭支援係 

高齢者福祉課 
高齢者支援係 

健康課 

健康係 

 

②関係団体等へ

の働きかけ 

民間事業者、ＮＰＯ、関係団体に対し、研修

会など人材育成関係情報を積極的に提供し、

関係者の資質向上につとめるよう働きかけ

ます。 

福祉課 

福祉推進係 

社会教育課 

社会教育係 

民間事業者 

NPO 

③苦情対応等に

基づくサービスの

質の向上 

相談窓口や関係部局・関係機関等の相談窓口に

寄せられたサービス利用者からの苦情を把握

し、対応をはかるとともに、苦情内容を検証し、

更なるサービスの質の向上に向け指導、助言を

します。 

また、権利擁護センターは成年後見制度利用促

進の一環としての相談機能や他事業者のサー

ビスに対する苦情相談窓口でもあるため、専門

機関と連携する体制を構築します。 

福祉課 

福祉推進係／ 

障がい者支援係 

高齢者福祉課 
地域包括ケア推進係

／介護支援係 

社会福祉協議会 

権利擁護センター

みずほ 

障害福祉サービス

事業者 

介護サービス事業

者 

④第三者によるサ

ービス評価の支

援 

第三者機関によるサービス評価システムの

普及定着に向けて、サービス提供事業者への

周知をはかります。 

東京都の補助制度を活用し、施設等の第三者

機関によるサービス評価の実施を支援しま

す。 

福祉課 

福祉推進係／ 

障がい者支援係 

子育て応援課 

保育・幼稚園係 

高齢者福祉課 

介護支援係 

障害福祉サービス

事業者 

保育サービス事業

者 

介護サービス事業

者 
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３ 基本目標３ 誰もが安心して暮らせる環境づくり 

基本施策（１）権利擁護の推進（瑞穂町成年後見制度利用促進基本計画） 

認知症や障がいにより日常生活の様々な場面で暮らしにくさを感じることの無いように、 

地域における権利擁護を推進します。 
 

※実施機関は太字で表記しています。進捗状況について、毎年地域福祉審議会へ報告します。 

 

 

 

 

 

 

  

取組 今後５年間の方向性 担当部署 
実施機関※ 

主な連携・協働機関等 

①権利の擁護 

認知症や障がいにより、意思能力や判断能力

が低下した人たちが、地域で自立した生活を

送ることができるよう、地域福祉権利擁護事

業を推進するとともに、権利擁護センター等

消費者保護に関係する機関との連携を強化

することにより、権利侵害の未然防止、早期

解決をはかります。 

また、養護者及び介護等従事者による虐待の

通報に迅速に対応し、高齢者や障がい者の権

利擁護につとめます。 

福祉課 

福祉推進係／ 

障がい者支援係 

高齢者福祉課 
地域包括ケア推進係

／介護支援係 

社会福祉協議会 

権利擁護センター

みずほ 

高齢者支援センター 

東京都福祉保健財

団 

②権利擁護に関

する連携と利用者

に対する支援 

「権利擁護センターみずほ」を中心に関係部

署の相談体制の充実につとめるとともに関

係部署、関係機関が連携し相談者や成年後見

制度利用者に対する支援を行います。 

また制度利用者に関わる地域連携ネットワ

ークの構築をすすめます。 

制度利用の促進のため、低所得者層に対する

支援の調査研究をすすめます。 

福祉課 

福祉推進係／ 

障がい者支援係 

高齢者福祉課 
地域包括ケア推進係 

社会福祉協議会 

権利擁護センター

みずほ 

高齢者支援センター 

③成年後見制度

の周知 

「権利擁護センターみずほ」を中心に広報機

能の整備について推進します。広く住民に知

ってもらうためセンター及び関係機関と協

力し、広報、ホームページ等でも継続して周

知をはかります。また、住民等を対象とした

講座を開催し、成年後見制度の周知につとめ

ます。 

福祉課 

福祉推進係／ 

障がい者支援係 

高齢者福祉課 
地域包括ケア推進係 

社会福祉協議会 

権利擁護センター

みずほ 

④成年後見制度

の担い手の育成 

成年後見制度のニーズの増加が見込まれる

中で、地域に根差し、地元で活動できる市民

後見人や長期間にわたり支援を継続するこ

とのできる法人後見が期待されています。成

年後見制度の担い手の育成などについて調

査研究をすすめます。 

福祉課 

福祉推進係 

社会福祉協議会 

権利擁護センター

みずほ 
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【成年後見制度】 

 

 

 

 

 

 
 

【成年後見制度の種類】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

成年後見制度とは 

保佐人 

保佐 

判断能力が不十分で、契約や手続きがスムーズにできない方 知的障がい・精神障がい・認知症などによって、
様々な手続きや契約などをひとりで決めることが
難しい方 

将来、認知症などになったとき
に、財産の管理等が心配な方 



第５章 施策の展開 

127 

 

 

基本施策（２）ユニバーサルデザインの推進 

年齢、性別、文化、身体の状況など、それぞれの人が持つ様々な違いに関わらず、誰もが

暮らしやすい社会の実現をめざしたまちづくりを推進します。 
 

※実施機関は太字で表記しています。進捗状況について、毎年地域福祉審議会へ報告します。 

 

 

 

 

  

取組 今後５年間の方向性 担当部署 
実施機関※ 

主な連携・協働機関等 

①ユニバーサル

デザインについて

の啓発 

「東京都福祉のまちづくり条例」に沿って、

ユニバーサルデザインのまちづくりをすす

めます。 

福祉課 

福祉推進係 

都市計画課 

計画・住宅係 

 

②東京都福祉の

まちづくり条例施

設整備マニュアル

への対応 

事業者や設計者が、東京都福祉のまちづくり

条例施設整備マニュアルに基づいた施設整

備の設計、届出等を適切に行うよう協議をす

すめます。 

福祉課 

福祉推進係 

都市計画課 

計画・住宅係 

 

③公共施設の整

備及びソフト面に

おける取組の推

進 

既存の公共施設のユニバーサルデザイン化

について、計画的に改善・整備をはかるよう

情報提供を行うとともに、「心のバリアフリ

ー」、「情報バリアフリー」などのソフト面

における取組も推進します。 

福祉課 

福祉推進係 

 



第５章 施策の展開 

128 

 

 
 

基本施策（３）防災・防犯体制の充実（瑞穂町再犯防止推進計画  取組⑤から⑨

まで） 

防災・防犯体制を充実・強化し、災害に強く、犯罪のない安心して暮らせる安全なまちを

めざします。また、取組⑤から⑨までを再犯の防止等の推進に関する法律第８条第１項に基

づく「瑞穂町再犯防止推進計画」として位置付け、犯罪や非行をした人の抱える課題に対応

することで、その再犯を防止し、地域社会で孤立させない支援等を行います。 
 

※実施機関は太字で表記しています。進捗状況について、毎年地域福祉審議会へ報告します。 

  

取組 今後５年間の方向性 担当部署 
実施機関※ 

主な連携・協働機関等 

①災害時要配慮

者の安全確保体

制の整備 

災害時において、要配慮者が正しく情報及び
支援を得て、適切な行動がとれるようにする
ためには、地域防災力の向上が必要となりま
す。 
被害を軽減するためには、施設、資機材等ハ
ード面の整備だけでなく、各機関との連携並
びに事業者及び住民の役割を明確にし、住
民、行政及び事業者が一体となって活動を行
えるよう自主防災組織の強化を図ります。ま
た、日頃からコミュニティの充実につとめる
とともに、事業所においては、自衛消防組織
を組織し、地域及び行政との連携体制の推進
をはかります。 
さらに、訓練等を通じて、災害時における高
齢者等の受入れに関する協定の実効性を高
めます。 

福祉課 

障がい者支援係 

高齢者福祉課 

高齢者支援係／ 

介護支援係 

安全・安心課 

安全係 

自主防災組織 

消防 

警察 

民生・児童委員 

社会福祉協議会 

協定事業者等 

障害福祉サービス

事業者 

介護サービス事業

者 

②災害時要配慮

者への対応 

要配慮者の現状把握とともに、安否確認等災

害時の援護活動が効率的に行えるよう、実態

把握、リストの作成や災害時要配慮者マップ

の整備を行います。 

福祉課 

障がい者支援係 

高齢者福祉課 

高齢者支援係 

自主防災組織 

消防 

警察 

民生・児童委員 

社会福祉協議会 

③災害ボランティ

アの育成と連携体

制 

柔軟性やきめ細かさといった特性をもつボ
ランティアやＮＰＯなどの活動は、行政と異
なる立場から被災者の救済や災害の除去に
大きな役割を果たすものであり、大規模災害
においては、行政とともに欠くことのできな
い存在です。 
社会福祉協議会では災害ボランティアセン
ターの設置訓練を行っており、今後も災害ボ
ランティアの育成と連携体制の強化につと
めます。 

福祉課 

福祉推進係 

社会福祉協議会 

④地域防犯活動

の推進 

警察・防犯協会、地域住民等と連携しながら、

防犯対策を推進します。防犯パトロール事

業、防犯カメラの活用、防犯対策事業等によ

り、今後も安全・安心なまちを目指し、防犯

に関する取組を推進していきます。 

協働推進課 

地域協働係 

安全・安心課 

交通防犯担当 

建設課 

公園係 

町内会・自治会 

警察 

防犯協会 

防犯ボランティア 
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取組 今後５年間の方向性 担当部署 
実施機関 

主な連携・協働機関等 

⑤相談体制の充

実 

国や東京都等の関係機関、保護司会と連携し

て罪を犯した人の立ち直りを支えるため、窓

口職員の資質向上につとめます。また町内

会・自治会からの相談を受けるなど、地域住

民等が相談しやすい環境の構築につとめま

す。 

福祉課 

福祉推進係 

協働推進課 

地域協働係 

保護司 

更生保護女性会 

東京保護観察所 

⑥関係機関との

連携強化 

社会復帰を目指す人の様々なニーズに対応

できるよう、日頃から庁内関係課、関係機関

等で必要な情報を共有し、支援体制の強化を

はかります。 

保護観察対象者との面接場所として公共施

設の会議室等を確保するなどの支援を行い

ます。 

福祉課 

福祉推進係 

保護司 

更生保護女性会 

東京保護観察所 

⑦自立・生活安定

に向けた支援 

社会復帰をめざしている人で、高齢者や障が

いがある等で適切な支援がなければ自立し

た社会生活を送ることが困難な人に対して、

必要な福祉支援へ結び付けられるよう国や

東京都の制度に関する情報提供をすすめ、利

用の促進をはかります。また就労や住居等の

生活に不安を抱えている人が、安心できる生

活を送ることができるよう、関係機関と連携

をはかりながら支援していきます。 

福祉課 

福祉推進係 

保護司 

更生保護女性会 

東京保護観察所 

西多摩福祉事務所 

西多摩くらしの相談

センター 

ハローワーク 

社会福祉協議会 

⑧学校関係者等

と連携した非行防

止、学習支援 

児童・生徒の非行防止に向け保護司等が学校

関係者と連携・協力体制を構築できるよう支

援します。また、東京都と連携して、学習支

援事業ならびに居場所づくりに取り組みま

す。 

福祉課 

福祉推進係 

安全・安心課 

交通防犯担当 

教育指導課 

指導係 

保護司 

更生保護女性会 

東京保護観察所 

町立小中学校 

⑨広報・啓発活動

の推進 

保護司会や更生保護女性会等と協力し、犯罪

や非行のない地域社会を築くための「社会を

明るくする運動」を推進します。また、再犯

の防止や犯罪を犯した人の地域での立ち直

り等について、地域住民の理解を深めるよう

つとめます。 

福祉課 

福祉推進係 

保護司 

更生保護女性会 

東京保護観察所 
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基本施策（４）すべての子育て家庭への支援 

すべての子育て家庭が、それぞれ必要に応じた支援を受けながら、地域で助け合い、充実

した生活を送れるように、環境整備をはかります。 
 

 

 

 

  

取組 今後５年間の方向性 担当部署 
実施機関 

主な連携・協働機関等 

①子ども家庭支援

センター機能の充

実 

子ども計画を推進し、安心・安全な環境づく

りを行いつつ、すべての子育て家庭の支援を

通じて、子どもの健やかな成長をめざしま

す。 

子ども家庭センター課 

子ども家庭支援係 
 

②子育て相談の

充実 

子ども家庭センター（子ども家庭支援係（子

ども家庭支援センターひばり内）・母子保健

係（保健センター内））や保育園、認定こど

も園等の相談事業において、関係機関との連

携及び相談員の専門性を強化し、相談内容に

応じた適切な指導、援助を行います。 

子ども家庭センター課 

子ども家庭支援係

／母子保健係 

子育て応援課 

保育・幼稚園係 

教育指導課 

指導係 

保育園等 

③子育て支援情

報の提供 

広報みずほ、ホームページ、子育てアプリ、

チラシ等、子育て家庭がアクセスしやすい多

様な媒体を活用し、町の子育て支援サービス

や関係機関の子育て支援活動等、情報提供の

充実をはかります。 

福祉課 

福祉推進係 

子育て応援課 

子育て支援係 
子ども家庭センター課 

子ども家庭支援係

／母子保健係 

 

④待機児童の解

消への取組と保

育サービスの充

実 

あらゆる施策を駆使し、待機児童０の継続を

めざします。乳児等通園支援事業（誰でも通

園制度）を実施し、未就園児に対する保育サ

ービスを拡充します。 

子育て応援課 

保育・幼稚園係 

保育園等 

⑤地域子育て支

援事業の充実 

利用者支援事業、延長保育事業、放課後児童

健全育成(学童保育クラブ)事業、子育て短期

支援(ショートステイ)事業、一時預かり事

業、子育て援助活動支援(ファミリー・サポ

ート・センター)事業等の充実をはかります。 

子ども家庭センター課 

子ども家庭支援係

／母子保健係 

子育て応援課 

保育・幼稚園係 

保育園等 
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基本施策（５）支援が必要な子どもと家庭への支援 

ひとり親家庭や障がいのある子どもや保護者への支援等、町内に住んでいる子どもの誰

もが、自分らしくいきいきと健やかに育つことができるよう、様々な支援を行います。 
 

 

  

取組 今後５年間の方向性 担当部署 
実施機関 

主な連携・協働機関等 

①要保護児童対

策地域協議会の

充実 

児童虐待の予防・早期発見・早期対応をはか

るため、関係機関の役割分担の調整や相互の

連携をはかる要保護児童対策地域協議会の

機能を充実します。 

子ども家庭センター課 

子ども家庭支援係 
立川児童相談所 

西多摩福祉事務所 

西多摩保健所 

町立小中学校 

保育園等 

医療機関 

民生・児童委員 

人権擁護委員 

警察 

社会福祉協議会 

②児童虐待の未

然防止 

子ども家庭センター（子ども家庭支援係（子

ども家庭支援センターひばり内）・母子保健

係（保健センター内））等での相談、乳幼児

健康診査時における身体の様子の観察、関係

機関の情報提供により児童虐待の早期発見

と早急な対応をはかります。また、地域での

情報が重要であり、児童虐待を発見した際に

は、関係機関と十分連携できる支援体制を整

えます。 

子ども家庭センター課 

子ども家庭支援係

／母子保健係 

立川児童相談所 

西多摩福祉事務所 

西多摩保健所 

町立小中学校 

保育園等 

医療機関 

民生・児童委員 

人権擁護委員 

警察 

社会福祉協議会 

③日常生活援助

及びひとり親家庭

の自立支援・経済

的支援 

子ども家庭支援センターで実施しているフ
ァミリー・サポート・センター事業や社会福
祉協議会で実施している有償家事援助サー
ビス等を紹介し、対応します。 
ひとり親家庭ホームヘルプサービス事業、乳
がん検診無料受診の適正かつ円滑な実施に
つとめます。 
就労のための資格取得や職業訓練への助成、
就労相談を実施する専門機関の紹介等によ
り、自立に向けた支援につとめます。また、
ひとり親家庭関連手当の給付や福祉資金貸
付等の経済的支援により、ひとり親家庭の自
立促進をはかります。 

子育て応援課 

子育て支援係 
子ども家庭センター課 

子ども家庭支援係 

社会福祉協議会 

西多摩福祉事務所 

西多摩くらしの相談

センター 

④相談体制の充

実 

障がい児や発達障がい児、不登校児童生徒等

の相談体制の充実をはかり、障がいのある子

ども等の親の精神的負担の軽減や、相談者の

ニーズに応じたサービス等の提供につとめ

ます。また、基幹相談支援センターと連携し、

町内相談支援事業所の支援力向上をはかり

ます。 

福祉課 

障がい者支援係 

教育指導課 

指導係 

社会福祉協議会 

基幹相談支援セン

ター 

西多摩福祉事務所 

西多摩くらしの相談

センター 
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基本施策（６）障がい者の就労支援 

障害や病気をもっていても働くことができるように就労を支援します。 
 

 

  

取組 今後５年間の方向性 担当部署 
実施機関 

主な連携・協働機関等 

⑤発達障害等支

援の充実 

自閉症スペクトラム（ＡＳＤ）、学習障害（Ｌ

Ｄ）、注意欠陥多動性障害（ＡＤＨＤ）やそ

の傾向のある子どもと親に対し、必要とする

支援を行うために、基幹相談支援センター及

び関係機関と連携し体制強化をはかります。 

また、同じ考え方や悩みを持つ親同士のつな

がりをサポートし、互いの悩みや情報交換が

はかれる環境を作っていきます。 

福祉課 

障がい者支援係 

教育指導課 

指導係 

社会福祉協議会 

基幹相談支援セン

ター 

町立小中学校 

⑥子どもの貧困対

策の推進 

福祉や教育施策の取組過程から得る子ども

たちの状況に関する情報を活用し、すべての

子どもたちが健やかに成長できるよう、関係

機関と連携して事業の充実をはかります。 

福祉課 

福祉推進係 

子育て応援課 

子育て支援係 
子ども家庭センター課 

子ども家庭支援係 

西多摩福祉事務所 

西多摩くらしの相談

センター 

立川児童相談所 

民生・児童委員 

社会福祉協議会 

取組 今後５年間の方向性 担当部署 
実施機関 

主な連携・協働機関等 

①瑞穂町障害者

就労支援センター

の充実 

障がい者の就労意欲の向上及び一般就労の

促進をはかります。就労支援や生活支援を通

じ、自立をめざします。 

福祉課 

障がい者支援係 

障害福祉サービス

事業者 

 

②瑞穂町福祉作

業所「さくら」の充

実 

利用者一人ひとりに対するきめ細かい対応

を通じ、就労継続支援事業を行います。今後

も利用者の視点に立った事業を行います。 

福祉課 

障がい者支援係 

障害福祉サービス

事業者 

 

③瑞穂町精神障

害者共同作業所

「ころぼっくる」の

充実 

利用者の状態の把握や、瑞穂町障害者就労支

援センターとの連携等、様々な方法で就労支

援につながる取組を行います。 

福祉課 

障がい者支援係 

障害福祉サービス

事業者 
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基本施策（７）地域包括ケアシステムの推進 

医療、介護、介護予防、住まい及び自立した日常生活の支援を一体的に提供する地域包括

ケアシステムを整備し、ささえあいの仕組みづくりを推進します。 
 

※実施機関は太字で表記しています。進捗状況について、毎年地域福祉審議会へ報告します。 

  

取組 今後５年間の方向性 担当部署 
実施機関※ 

主な連携・協働機関等 

①地域包括ケア

システムの構築推

進 

団塊の世代が 75 歳以上になる令和７年
（2025 年）が過ぎ、団塊ジュニア世代が
65 歳以上になる令和 22 年（2040 年）に
向け、ひとり暮らし高齢者や高齢者のみ世帯
が増加します。高齢者が住み慣れた地域でそ
の有する能力に応じ自分らしく日常生活を
営むことができるよう、また年齢や属性を越
えて、医療、介護、介護予防、住まい及び自
立した日常生活の支援が包括的に行える地
域づくりや各種サービスが確保される体制
を推進し、進捗を管理します。 

福祉課 

福祉推進係 

高齢者福祉課 
地域包括ケア推進係 

 

社会福祉協議会 

高齢者支援センター

介護サービス事業

者 

医療機関 

ボランティア団体 

②認知症施策の

推進 

認知症のある方とその家族が、できる限り住
み慣れた地域の中で、自分らしく暮らし続け
ることができるように、地域でささえあう地
域づくりを推進します。そのため認知症の早
期発見・早期対応を促進することや健康ポイ
ントを提供する予防事業、認知症についての
理解を含める施策等を推進していきます。 

高齢者福祉課 
地域包括ケア推進係 

社会福祉協議会 

高齢者支援センター

ボランティア団体 

介護サービス事業

者 

医療機関 

③人材の確保及

び資質の向上 

高齢者が年齢にとらわれず自らの責任と能
力において、自由にいきいきとした生活を送
ることができるよう、ＮＰＯや地域、ボラン
ティア等様々な場面で支援する側として活
動することができるよう支援し、環境の構築
をめざします。 
また、様々な研修、セミナー等を高齢者が受
講しやすい体制整備をすすめます。 
介護が必要になっても、住み慣れた地域でそ
の有する能力に応じ自分らしく日常生活を
営むことができるよう、介護福祉士、保健師、
看護師、理学療法士、作業療法士等の専門職
をはじめ、介護サービス提供に必要な人材の
確保に取り組みます。また、東京都や関係機
関と連携し、介護支援専門員、介護従事者等
のスキルアップのための研修参加などを支
援します。 

高齢者福祉課 
地域包括ケア推進係 

／介護支援係 

 

社会福祉協議会 

高齢者支援センター 

NPO 

ボランティア団体 

介護サービス事業

者 

④ささえあう地域

づくり 

地域の担い手として多様な世代が主体的に
参加し、高齢者が住み慣れた地域でささえあ
いながら安心して暮らせるような体制の整
備をすすめます。公的機関などのサービス以
外でも、地域でつながりお互いをささえあう
ことが可能となるよう人材確保や環境づく
りをめざします。 

高齢者福祉課 
地域包括ケア推進係 

社会福祉協議会 

高齢者支援センター 

ボランティア団体 
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４ 基本目標４ いきいきと暮らすための健康づくり 

基本施策（１）母子保健の充実 

妊娠前から妊娠中及び出産前後に向けての支援を切れ目なく行います。 
 

 

  

取組 今後５年間の方向性 担当部署 
実施機関 

主な連携・協働機関等 

①母子保健事業

の推進 

国が定める「成育医療等基本方針」及び「瑞

穂町子ども計画」と整合性をとりながら母子

保健事業の推進と健診受診率の維持に努め

ます。 

子ども家庭センター課 

母子保健係 
医師会 

歯科医師会 

医療機関（産科・小

児科等） 

②疾病予防・健康

増進事業の推進 

疾病や異常を早期に発見し、う歯の予防、発

育、栄養、生活習慣、その他育児に関する助

言を行い、乳幼児の健康増進をはかります。

関係機関や家庭と連携し、幼少期から望まし

い生活習慣の定着をはかります。 

子ども家庭センター課 

母子保健係 
医師会 

歯科医師会 

医療機関（産科・小

児科等） 

③切れ目のない

妊産婦・乳幼児へ

の保健対策事業

の推進 

妊娠・出産・育児期において多職種が連携し

た母子保健対策を推進するとともに、各事業

間や関連部署・関係機関との連携を強化しま

す。 

子ども家庭センター課 

母子保健係 
医師会 

歯科医師会 

医療機関（産科・小

児科等） 

保育園等 

西多摩福祉事務所 

子育て支援団体 

④食育の推進 

子どもが、生涯にわたって「食」に関心を持

ち、健全な身体と豊かな心を育むために、関

係部署・関係機関を始め家庭や地域等と連携

をはかり、食育を推進します。 

子ども家庭センター課 

母子保健係 
保育園等 

町立小中学校 

子育て支援団体 
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基本施策（２）健康増進の充実 

各種健康相談や健康診査、がん検診の実施体制を充実し、疾病の予防ができるよう健康教

育や健康相談などの充実をはかります。 
 

  

取組 今後５年間の方向性 担当部署 
実施機関 

主な連携・協働機関等 

①健康増進事業

の推進 

「瑞穂町第９期高齢者保健福祉計画・介護保

険事業計画」との整合性をとりながら事業を

推進します。 

がん検診については、国の指針に基づき、胃

がん検診・肺がん検診・大腸がん検診・乳が

ん検診・子宮頸がん検診を実施し、その精度

管理の向上をはかります。 

健康課 

成人保健係 

医療機関 

②望ましい生活習

慣の確立 

定例の健康相談等の専門職による相談・指導

体制や機会のさらなる充実により、健康づく

りや生活習慣改善をはかります。 

健康診査等の受診率向上のための勧奨や、受

診の結果を生活習慣病予防に生かすための

取組を継続します。 

広報みずほやホームページ等による健康づ

くりに関する効果的な普及・啓発を行うとと

もに、地区の健康教育等、地域に根差した健

康づくり活動をすすめます。ライフステージ

に応じて関連部署と連携し、健康教育等を通

じた望ましい生活習慣の確立をはかります。 

健康課 

成人保健係 

医療機関 

健康づくり推進委

員 

③食生活の維持・

改善 

健康的な食生活に関する知識や、年齢や生活

状況に応じた適切な食生活について、ホーム

ページ等を活用して普及・啓発していきます。 

管理栄養士や保健師等の専門職による健康

栄養相談や健康教育を通して、望ましい食生

活の実践について、啓発・支援します。 

健康課 

成人保健係 

 

④身体活動・運動

の実践 

住民を対象とした研修会等の実施、健康づく

り活動の住民参加によって、日常的な身体活

動・運動の意義や必要性について、普及・啓

発をはかります。 

自発的な身体活動・運動の実践につながる手

段（みずほ健康ポイントあるってこ）や機会

の提供により、身体活動量を増やしやすい環

境の整備をはかります。 

健康課 

成人保健係 

健康づくり推進委

員 
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取組 今後５年間の方向性 担当部署 
実施機関 

主な連携・協働機関等 

⑤喫煙・飲酒・薬

物と健康被害 

喫煙や受動喫煙による健康への影響につい

て、正しい知識の普及・啓発につとめます。

また、健康増進法及び東京都受動喫煙防止条

例に基づく受動喫煙対策の啓発・周知につと

めるとともに、学校教育を通じ、健康への影

響に関する理解をはかります。 

保健指導や学校教育を通じて、飲酒が及ぼす

健康への影響や、個人の特性に応じた飲酒に

関する正しい知識について、普及・啓発につ

とめます。 

関係機関等と連携して、生徒や保護者等に対

し、薬物や危険性の理解をはかります。また、

ポスターや標語の掲示を通じて薬物の危険

性の啓発に取り組みます。 

健康課 

健康係 

/成人保健係 

町立小中学校 

東京都薬物乱用防

止推進福生・羽村・

瑞穂地区協議会 

⑥休養・心の健康

づくり 

いのち支える瑞穂町自殺予防行動計画に掲

げる各施策を推進します。 

心の健康に影響する睡眠や休養の、正しい知

識の普及につとめるとともに、ストレスへの

対処方法、こころの不調に早めに気づく方法

等の重要性、また、身近な相談窓口や専門機

関について、普及・啓発につとめます。 

また、SOS の出し方に関する教育を推進し

ます。 

健康課 

健康係 

／成人保健係 

町立小中学校 

 

⑦歯・口腔の健康

づくり 

成人歯科検診をきっかけとした歯周疾患の

予防を目的に、２0〜40歳の若い世代も対

象に、意識啓発を行います。また、地域医療

機関と連携し、かかりつけ歯科医の普及促進

につとめます。また、歯と口腔の健康が、全

身の健康と密接に関わっていることの普及

につとめます。 

乳幼児期・学齢期のう歯罹患率が高く、未処

置率も高いため、歯科保健事業の効果的な実

施方法を調査・研究するとともに、指導内容

の充実をはかり、予防・治療の両面からの意

識啓発を行います。 

健康課 

健康係 
子ども家庭センター課 

母子保健係 

歯科医師会 
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基本施策（３）医療体制の確保 

すべての住民が安心して医療を受けられる医療体制の確保につとめます。 
 

 

基本施策（４）健康危機管理対策の推進 

生命及び健康に広範かつ重大な危害が生じ、または生じる恐れがある緊急事態の発生時

に、関係機関との連携のもとに対処できる体制をめざします。 
 

 

  

取組 今後５年間の方向性 担当部署 
実施機関 

主な連携・協働機関等 

①救急医療体制

の確保 

小児医療を担う医師を含めた人材確保のた

め、国・東京都へ要望するとともに、近隣市

や民間事業者と協力し、医療体制の確保につ

とめます。また、休日夜間診療をはじめとす

る救急医療体制の確保につとめながら、小児

救急医療体制を継続していきます。 

健康課 

健康係 

医師会 

歯科医師会 

薬剤師会 

近隣市 

民間事業者 

公立福生病院 

②地域医療体制

の確保 

高齢化の進展や医療技術の高度化に伴う医
療需要の質・量の変化、また、西多摩地域に
おける医療資源と地域医療構想の議論を踏
まえ、町内医療機関と公立福生病院、周辺市
との連携の強化、また、民間事業者の協力を
得て、訪問診療、在宅医療や遠隔診療を含め、
地域医療体制の確保につとめます。 
また、地域医療機関と連携し、かかりつけ医
の普及促進につとめます。 

健康課 

健康係 

医師会 

歯科医師会 

薬剤師会 

近隣市 

民間事業者 

公立福生病院 

③関係機関との

連携 

地区医師会、歯科医師会、薬剤師会との協力
により、健康診査や予防接種事業、歯科保健
事業等を実施していきます。西多摩医師会や
西多摩歯科医師会とも協議会等を通じて連
携をはかっていきます。 

健康課 

健康係 

医師会 

歯科医師会 

薬剤師会 

 

取組 今後５年間の方向性 担当部署 
実施機関 

主な連携・協働機関等 

①感染症予防事

業の推進 

住民一人ひとりの日常からの感染症予防策

の啓発を継続し、新たな感染症発生時には東

京都と連携した対策をすすめます。 

国が接種を推奨する定期接種と合わせ、任意

接種の中でも特に必要と考えられるものに

対して、その接種費用の助成等を実施し、予

防接種の確実な実施をはかっていきます。 

子ども家庭センター課 

母子保健係 

健康課 

健康係 

医師会 

②健康危機発生

時の体制づくり 

住民の健康に重大な影響を及ぼす感染症の

発生や流行、大規模災害に備え、感染症の予

防・まん延防止、医療提供体制の整備等の対

策を推進します。東京都、保健所等との連携

により、健康危機発生時には迅速に対処でき

る体制づくりを推進します。 

健康課 

健康係 
子ども家庭センター課 

母子保健係 

西多摩保健所 
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生活習慣の改善に向けたライフステージ別の取組 
 

○:住民のできること   ☆:町が取組むこと 

取組の分野 幼年期(妊婦、０〜６歳) 少年期(７〜19 歳) 

望ましい生活習慣の確立 

○親子で規則正しい生活を心がけ

る 

○自分の健康に関心を持つ（妊婦） 

○健診を受ける(妊婦健診・産婦健

診・乳幼児健診等) 

☆育児相談 

☆両親学級(マタニティクラス) 

☆妊産婦・乳幼児訪問 

 

○親子で規則正しい生活を心がけ

る 

○自分の健康に関心を持つ 

○健診を受ける(学校、職場等) 

☆関連部署と連携した健康教育 

食生活の維持・改善 

○規則正しい食生活のため、1 日

3 食必ず摂る 

○よく噛んで食べる 

○家族で楽しく食事をする 

○栄養相談や健診等を利用し、正し

い食習慣について学び、実践する 

☆乳幼児向け講習会 

☆両親学級(マタニティクラス) 

☆栄養相談 

○規則正しい食生活のため、1 日

3 食必ず摂る 

○栄養バランスを考える 

☆栄養相談 

☆食育の推進 

身体活動・運動の実践 

○自然とふれあい、外で元気に遊ぶ 

○親子でふれあう機会を作る 

☆乳幼児向け講習会 

 

 

 

 

 

 

 

○運動する習慣を身につける 

○地域や学校の活動に積極的に参

加する 

 

喫煙・飲酒・薬物と健康被害 

○タバコの誤飲事故を防ぐ  

○受動喫煙を防ぐ 

○妊娠中は禁煙・禁酒をする 

☆両親学級(マタニティクラス) 

☆妊婦面接時助言・指導 

☆乳幼児健診時助言・指導 

 

○危険ドラッグの害を知り、絶対

に吸わない、勧められても断る勇

気を持つ 

○学校での薬物乱用防止教室に参

加する 

☆喫煙・飲酒・薬物に関する教育 

休養・心の健康づくり 

○保護者の健康を心がける 

○地域で子育てを支える 

○妊娠、出産、子育てのストレスを

解消する手段を確保する 

☆妊婦面接 ☆妊産婦・乳幼児訪問 

☆育児パッケージの配布 

☆産後ケア事業等 

○家族での団らんを大切にし、会話

する機会を増やす 

○悩みを相談できる人を持つ 

○地域の大人が声をかける 

☆各相談事業 

☆相談窓口等の情報提供 

☆自殺防止の教育の推進 

歯・口腔の健康づくり 

○歯科健診や相談事業を活用し、う

蝕予防のための生活習慣を身につ

ける 

○かかりつけ歯科医で検診を受ける 

☆幼児歯科健診 ☆歯科相談 

☆妊婦歯科健診 

☆乳幼児向け講習会 

○かかりつけ歯科医で検診を受ける 

☆学校歯科検診 

☆かかりつけ歯科医の普及 
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青壮年期(20〜39 歳) 中高年期(40〜64 歳) 高齢期(65 歳以上) 

○健康管理ができるよう、健康に

関する知識を高める 

○健診を受ける(職場、若年の健康

診査等) 

☆健診結果説明事業 

☆健康相談 

☆関連部署と連携した健康教育 

○健康状態を認識し、生活習慣病

を予防する 

○かかりつけ医を持つ 

○特定健康診査等を受け、健康状

態を管理する 

☆健診結果説明事業 

☆生活習慣病予防事業 

☆健康相談 

☆関連部署と連携した健康教育 

○健康状態を認識し、介護予防に

つとめる 

○かかりつけ医を持つ 

○特定健康診査等を受け、健康状

態を管理する 

☆健診結果説明事業 

☆生活習慣病予防事業 

☆健康相談 

☆関連部署と連携した健康教育 

○食事と栄養について知識を得

て、バランスのよい食事をする 

○暴飲暴食を避ける 

○適正体重を維持する 

○食塩や脂肪の摂取量を減らし、

野菜や果物の摂取量を増やす 

☆骨年齢チェック事業 

☆栄養相談 

○適正体重を知り、健康管理をする 

○栄養バランスのよい食事をする 

○生活習慣病予防教室等に参加する 

☆骨年齢チェック事業 

☆健診結果説明事業 

☆生活習慣病予防事業 

☆栄養相談 

○栄養バランスのよい食事を仲間

と共に摂る 

○低栄養状態にならないよう、偏

食せず、適切な食生活に取り組

む 

○健康栄養相談を利用する 

☆健診結果説明事業 

☆生活習慣病予防事業 

☆栄養相談 

○ウオーキング等、軽めの運動を

継続的に行う 

○スポーツ施設を利用し、運動を

する 

☆健康ポイント事業 

○健康づくり事業に参加する 

○ウオーキングマップ等を活用し、

運動をする習慣を身につける 

○ジョギングやウオーキング等の

運動を通じ、生活習慣病の予防

につとめる 

☆骨年齢チェック事業 

☆生活習慣病予防事業 

☆健康ポイント事業 

○仕事を継続したり、身近な運動

を取り入れ、転倒や骨折を予防

する 

○気の合う仲間を作り、体を動か

す習慣を作る 

○ウオーキングやストレッチ等、

無理せず体を動かす習慣をつ

け、介護予防につとめる 

☆生活習慣病予防事業 

☆健康ポイント事業 

○薬物には手を出さない 

○喫煙の害を知り、禁煙に取り組

む 

〇飲酒の健康影響を知り、節度あ

る適正な飲酒を実践する 

☆保健指導等 

☆正しい知識の普及・啓発 

○喫煙の害を知り、禁煙に取り組

む 

〇飲酒の健康影響を知り、節度あ

る適正な飲酒を実践する 

○肺がん検診を受ける 

☆保健指導等 

☆正しい知識の普及・啓発 

○喫煙本数を減らす 

〇飲酒の健康影響を知り、節度あ

る適正な飲酒を実践する 

○肺がん検診を受ける 

☆保健指導等 

☆正しい知識の普及・啓発 

 

○心の健康について正しい知識を

持つ 

○各種の相談機関を利用する 

○ストレス対処法を身につける 

☆各相談事業 

☆相談窓口等の情報提供 

○上手なストレス対処法を身につ

ける 

○悩みがあればすぐに各種の相談

機関を利用する 

☆各相談事業 

☆相談窓口等の情報提供 

 

○閉じこもりを予防するため、地

域行事に積極的に参加する 

○生きがいを持つ 

☆各相談事業 

☆相談窓口等の情報提供 

 

○かかりつけ歯科医で検診を受け
る 

○成人歯科検診を受ける 
☆歯科相談 
☆成人歯科検診 
☆かかりつけ歯科医の普及 

 

○かかりつけ歯科医で検診を受け
る 

○成人歯科検診を受ける 
☆歯科相談 
☆成人歯科検診 
☆かかりつけ歯科医の普及 

 

○かかりつけ歯科医で検診を受け
る 

○成人歯科検診を受ける 
☆歯科相談 
☆成人歯科検診 
☆かかりつけ歯科医の普及 
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基本目標４の評価指標 

 

  

基本施策 評価指標 
現状値 

（令和６年度） 
目標値 

（令和 12 年度） 

（１）母子保健の充実 

健康診査受診率 
・３〜４か月児健康診査  
・１歳６か月児健康診査  
・３歳児健康診査 

98.5% 

97.0% 

100.5% 

 

全健康診査 
100% 
※いずれの健康診査に

おいても未受診者の全

数把握 

この地域で、今後も子育てをしていきたいと回答
した人の割合の平均値 
【第５次長期総合計画数値評価指標】 

94.5% 
95.6% 
（第5次長期総合計画

後期計画 目標値） 

予防接種自動スケジュール作成モバイルサイト 
「ワクワクみずほ」 
・０歳児の登録率 

67.7% 75.0% 

妊婦の喫煙率  4.7% 0% 

（２）健康増進の充実 

日常生活動作が自立している期間の平均 
（平均自立期間；要介護２以上：95%信頼区間） 
【第５次長期総合計画数値評価指標】 

男：77.7～81.3年 

女：84.6～87.9年

（令和６年）※1 

東京都数値以上 
（第5次長期総合計画

後期計画 目標値） 

がん検診受診率 
・胃がん検診  
・肺がん検診  
・大腸がん検診  
・子宮頸がん検診  
・乳がん検診 
【第５次長期総合計画数値評価指標】 

9.8% 

11.3% 

30.2% 

12.9% 

14.3% 

全がん種 

60%以上 
（国：第4期がん対策

推進基本計画 目標値） 

特定健康診査受診率 46.1% 
60.0% 
（町：第4期特定健康診

査等実施計画 目標値） 

特定保健指導実施率 19.0% 
60.0% 
（町：第4期特定健康診

査等実施計画 目標値） 

生活習慣病予防事業の40代・50代の参加率 
・生活習慣病予防講演会（慢性腎臓病、糖尿病、

脂質異常症） 
・糖尿病予防講座 

11.5% 

8.0% 

15.0% 

15.0% 

「30分、週に２回以上の運動をしている者」の割合 
・18歳以上で、1年以上継続している者 
【第５次長期総合計画数値評価指標】 

25.4% 
27.1% 
（第5次長期総合計画

後期計画 目標値） 

適性体重(18.5≦BMI<25.0)の者の割合 
・特定健康診査受診者 

64.1% 
増加 
（東京都健康推進プラ

ン21（第三次）目標値） 

1日の野菜摂取推奨量(350g以上)の 認知割合 
・20〜64歳 

32.3% 50.0% 

日常生活における１日当たりの平均歩数 
（18～64歳） 

7,141歩 

(対象者1,019人※2) 

8,000歩/日 
（健康づくりのための

身体活動・運動ガイド） 

日常生活における１日当たりの平均歩数 
（65歳以上） 

5,808歩 

（対象者485人※2） 

6,000歩/日 
（健康づくりのための

身体活動・運動ガイド） 

睡眠で休養がとれている者の割合 72.0% 
増加 
（東京都健康推進プラ

ン21（第三次）目標値） 

成人歯科検診受診率 3.8% 8.0% 

（成人）かかりつけ医、歯科医を持つ割合 
医師 79.4%※3 

歯科医師 71.4%※3 
増加 

（３）医療体制の確保 

子どものかかりつけ医を持つ３歳児の親の割合 
【第５次長期総合計画数値評価指標】 

86.3% 
91.9% 
（第5次長期総合計画

後期計画 目標値） 

（成人）かかりつけ医、歯科医を持つ割合（再掲） 
医師 79.4%※3 

歯科医師 71.4%※3 
増加 

（４）健康危機管理対
策の推進 

予防接種率 
・麻しん・風しん１期 
・麻しん・風しん２期 

 
92.8% 
92.4% 

 
95.0% 
95.0% 
（国：麻しん・風しん

に関する特定感染症予

防指針） 

※1 参考：令和 6 年の東京都平均自立期間（要介護 2 以上） 男 81.3～81.5 年、女 87.3～87.5 年 
※2 みずほ健康ポイント あるってこ登録者数（令和 6 年度末時点） 
※3 現状値は、「介護予防・日常生活圏域ニーズ調査結果（令和 5 年 3 月）」を引用している。 ただし、当調査の対

象者は 65 歳以上となっているため、令和 11 年度実施予定の地域保健福祉計画策定のためのアンケート調査に
おいて、18歳以上を対象に調査を実施する。 
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第６章 計画の推進 

１ 計画推進の仕組み 

地域保健福祉計画の基本理念の実現に向け、住民、ボランティア、地域組織・関係団体等、

社会福祉協議会、町(行政)が連携して協働しながら、自助、互助・共助、公助の枠組みを基に、

地域保健福祉の推進に取り組みます。 

 

 

住民（個人）の役割 

・ 地域のことに関心や興味を持つ 

・ 近所に友人や知り合いを持つ 

・ 近所や身近な人への挨拶を心がける、普段から交流を持つ 

・ 課題の解決に向けて主体的に行動する 

・ 地域のイベントや行事に参加する 

・ 町内会・自治会に加入する 

地域住民としての役割 

・ 近所の子育て家庭、高齢者や手助けが必要そうな人を気に

かけたり声をかける 

・ 地域のイベントや行事を手伝う 

・ 清掃や防犯等の地域の活動に協力する 

ボランティア、地域組織・関係団体等の役割※１ 

・ 地域の行事やイベントを企画・運営する 

・ 交流の場や地域福祉の拠点となる 

・ 活動する個人や団体同士の交流をはかる 

・ 活動を通じて地域の実情や課題を知り、情報の共有や発信

を行う 

社会福祉協議会の役割 

・ 地域活動等への住民の参加と活動を支援する 

・ 地域に根ざした活動を行う 

・ 地域福祉推進の中心的な存在として活動する 

・ 地域の実情や課題を把握し、解決をはかる 

町（行政）の役割 

・ 関係各課と連携し、総合的な支援を行う 

・ サービスを整備し、提供する 

・ 地域保健福祉の普及啓発をはかる 

・ 地域活動を推進するためのネットワークの構築をはかる 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

自助 

互助 

共助 

公助 

 
ボランティア、 

地域組織・関係団体等 

町内会・自治会、民生委員・児童委員、ＮＰＯ、老人クラブ、ＰＴＡ、 

サロン、企業、事業所など 
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２ 進捗状況の管理及び公表 

計画の進捗管理については、地域保健福祉審議会で報告され、進捗の管理を行います。進

捗状況については、毎年度公表するとともに、住民・関係団体等から意見聴取等を行い、施

策への反映をはかります。  

また、PDCA サイクルの考えに基づき、施策の実施・評価・改善を行い、必要があると認

めるときは、計画内容を変更するなどの取組をすすめます。 

 

【PDCAサイクルによる評価・検証】 

 

 

 

 

 

 

 

PDCA サイクルとは、Plan(計画)・Do（実行）・Check（評価）・Action（改善）を繰り返すことによって、

管理業務を継続的に改善していく手法のことです。 

 

 

 

 

  

 
PLAN 

行政活動を 

計画する 
 

DO 
行政活動を 

実践する 
 

CHECK 
行政活動を 

評価する 
 

ACTION 
行政活動を 

改善する 
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３ 第５次地域保健福祉計画における評価指標 

計画の進捗状況を検証し、本計画以降の計画へつなぐため、基本目標１～３においては、

令和 11 年度に実施を予定している住民アンケートの調査結果を指標として設定します。 

こうしたアンケート結果や実績値、さらには意見聴取などを踏まえ、施策の実施・評価・

改善を行い、柔軟な取組をすすめるとともに、第６期以降の計画へといかしていきます。 

 

基本目標１ つながり、ささえあう地域づくり 

   （関連する取組は 117～120 ページに掲載しています。） 

問 あなたは、地域の人が困っているとき、どこに相談すればよいか知っていますか。 

回答項目 
令和６年度アンケート 

結果 

令和１2 年度 

目標 

「知っている」と答えた人の割合 34.8% ↗ 

問 あなたは主に瑞穂町内において、福祉ボランティア活動や助け合い活動を行ったことが

ありますか。※第５次長期総合計画後期基本計画 施策数値指標に設定 

回答項目 
令和６年度アンケート 

結果 

令和１2 年度 

目標 

「現在活動している」と答えた人の割合 4.0% 5.0% 

問 あなたは次にあげる町内の団体や福祉施設を知っていますか。 

アンケート項目 

「知っている」と答えた人の割合 

令和６年度アンケート 

結果 

令和１2 年度 

目標 

瑞穂町シルバー人材センター 80.5% 82.8％ 

高齢者支援センター 

（地域包括支援センター） 
46.7% ↗ 

あすなろ児童館 53.7% 56.3％ 

民生委員・児童委員 65.0% 69.1％ 
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基本目標２ 地域福祉をすすめるための体制づくり 

（関連する取組は 121～124 ページに掲載しています。） 

問 あなたの家と近所とのつきあいはどの程度ですか。 

※第５次長期総合計画後期基本計画 施策数値指標に設定 

回答項目 
令和６年度アンケート 

結果 

令和１2 年度 

目標 

「ほとんどしていない」と答えた人の割合 22.1% 15.1% 

問 あなたがお住まいの地域には、困ったときに助け合い、ささえあうつながりがあると思

いますか。 

回答項目 
令和６年度アンケート 

結果 

令和１2 年度 

目標 

「あると思う」、「どちらかといえばあると

思う」と答えた人の割合 
51.5% ↗ 

問 あなたは次にあげる町内の団体や福祉施設を知っていますか。 

アンケート項目 

「知っている」と答えた人の割合 

令和６年度アンケート 

結果 

令和１2 年度 

目標 

瑞穂町社会福祉協議会 55.7% 57.2％ 

ボランティアセンターみずほ 24.3% 31.4％ 

民生委員・児童委員（再掲） 65.0% 69.1％ 
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基本目標３ 誰もが安心して暮らせる環境づくり 

（関連する取組は 125～133 ページに掲載しています。） 

問 瑞穂町は安心して、暮らしやすい町だと思いますか。 

回答項目 
令和６年度アンケート 

結果 

令和１2 年度 

目標 

「そう思う」、「まあそう思う」と答えた人

の割合 
58.1% 58.9％ 

問 成年後見制度を知っていますか。 

回答項目 
令和６年度アンケート 

結果 

令和１2 年度 

目標 

「知っている・利用したことがある」、「あ

る程度内容を知っている」と答えた人の

割合 

35.0% ↗ 

問 あなたは認知症についてどの程度知っていますか。 

回答項目 
令和６年度アンケート 

結果 

令和１2 年度 

目標 

「よく知っている」、「ある程度知ってい

る」と答えた人の割合 
72.5% 79.4％ 

問 あなたは、次の言葉や内容をご存じでしたか。 

アンケート項目 

「言葉も内容も知っていた」と答えた人の割合 

令和６年度アンケート 

結果 

令和１2 年度 

目標 

ヤングケアラー 55.3% ↗ 

ひきこもり 86.3% ↗ 

再犯防止推進法 18.7% ↗ 

８０５０問題 30.2% ↗ 

瑞穂町地域保健福祉計画 5.6% ↗ 
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問 あなたは次にあげる町内の団体や福祉施設を知っていますか。 

アンケート項目 

「知っている」と答えた人の割合 

令和６年度アンケート 

結果 

令和１2 年度 

目標 

保健センター 74.4% 75.5％ 

心身障害者（児）福祉センター「あゆみ」 40.2% 49.1％ 

精神障害者地域活動支援センター 

「ひまわり」 
28.2% 29.8％ 

子ども家庭支援センター「ひばり」 24.1% 24.5％ 

子育て世代包括支援センター 

「ゆりかごステーション」 
18.3% 24.0％ 

権利擁護センターみずほ 4.4% ↗ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料編 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



資料編 

151 

資料編 

１ 瑞穂町地域保健福祉審議会条例 

平成１７年３月７日 

条例第３号 

 

 

（設置） 

第１条 社会環境の変化に的確に対応した保健福祉サービスのあり方を検討し、瑞穂町における保

健福祉施策の向上と適正な執行を図るため、瑞穂町地域保健福祉審議会（以下「審議会」とい

う。）を置く。 

 

（所掌事項） 

第２条 審議会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査し、及び審議し、町長に答申

する。 

（１） 保健福祉施策の基本的事項に関すること。 

（２） 保健及び福祉の基本計画に関すること。 

（３） 保健、福祉及び医療の連携に関すること。 

（４） その他保健福祉施策に関して町長が必要と認める事項 

 

（組織） 

第３条 審議会は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する委員２５人以内をもって

組織する。 

（１） 学識経験者２人以内 

（２） 保健福祉関係施設の代表者３人以内 

（３） 保健福祉関係団体の代表者５人以内 

（４） 公共的団体の代表者５人以内 

（５） 関係行政機関の職員３人以内 

（６） 公募委員３人以内 

（７） 町職員４人以内 

 

２ 専門事項を調査し、及び審議するため必要があるときは、町長は、専門委員を委嘱し、又は任

命することができる。 

 

（任期） 

第４条 委員の任期は、３年とする。ただし、再任を妨げない。 

２ 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

３ 専門委員の任期は、町長が指定した事項の調査及び審議が終了するまでの間とする。 
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（会長及び副会長） 
第５条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。 

２ 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理

する。 

 

（会議） 

第６条 審議会は、会長が招集し、議長となる。 

２ 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。 

３ 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。 

４ 審議会は、公開するものとする。ただし、個人情報の保護のために会長が必要と認めるとき

は、これを非公開とすることができる。 

 

（関係者の出席） 

第７条 審議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又

は資料の提出を求めることができる。 

 

（専門分科会） 

第８条 審議会に必要に応じて専門分科会を置き、専門分野ごとの調査及び検討を付託することが

できる。 

 

（庶務） 

第９条 審議会の庶務は、福祉部において処理する。 

    （平成２０条例１・平成２３条例４・一部改正） 

 

（委任） 

第１０条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。 

 

附 則  

この条例は、公布の日から起算して６月を超えない範囲内において規則で定める日から施行す

る。 

（平成１７年６月２３日規則第３３号で、平成１７年６月２４日から施行） 

附 則（平成２０年３月１４日条例第１号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２０年４月１日から施行する。 

附 則（平成２３年３月１４日条例第４号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２３年４月１日から施行する。 
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２ 瑞穂町地域保健福祉審議会条例施行規則 

平成１７年６月２３日 

規則第３４号 

（趣旨) 

第１条 この規則は、瑞穂町地域保健福祉審議会条例（平成１７年条例第３号。以下「条例」とい

う。) の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

 

（専門分科会の所掌事項） 

第２条 条例第８条で定める専門分科会(以下「分科会」という。)は、付託された事項について、

調査し、及び審議する。 

２ 分科会は、付託された事項について、調査し、及び審議した結果を審議会に報告する。 

 

（分科会の委員） 

第３条 分科会に属すべき委員は、審議会で協議し決定する。 

２ 分科会に分科会長及び副分科会長を置き、その分科会に属する委員の互選によりこれを定め

る。 

３ 分科会長は、会務を総理し、分科会を代表する。 

４ 副分科会長は、会長を補佐し、分科会長に事故があるとき、又は分科会長が欠けたときは、そ

の職務を代理する。 

 

（分科会の会議） 

第４条 分科会の会議は、分科会長が招集する。 

２ 分科会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、その会議を開くことができない。 

３ 分科会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、分科会長の決するとこ

ろによる。 

４ 分科会は、公開するものとする。ただし、個人情報の保護のために分科会長が必要と認めると

きは、これを非公開とすることができる。 

 

（関係者の出席） 

第５条 分科会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又

は資料の提出を求めることができる。 

 

（庶務） 

第６条 分科会の庶務は、審議事項を所管する課において処理する。 

 

附 則 

この規則は、平成１７年６月２４日から施行する。 
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３ 瑞穂町地域保健福祉審議会委員名簿 

（敬称略） 

 

  

選出区分等 氏   名 役職名等 

学 識 経 験 者 村井 祐一 田園調布学園大学 副学長 

保健福祉関係施設 

田中 育夫 （福）平成会 不老の郷 施設長 

塚原 郁美 
瑞穂町公私立保育園園長会 会長 

石畑保育園 園長 

杉浦 章一 （福）コロロ学舎 瑞学園 園長 

保健福祉関係団体 

髙水 松夫 瑞穂町医師会 会長 

原  隆寿 ○ 西多摩地区保護司会瑞穂分区 

海老原 茂子 瑞穂町身体障害者共生会 会長 

五十嵐 崇 
瑞穂町心身障害者（児）福祉センターあゆみ 

センター長 

飯田 祐子 子育てに関する団体 

公 共 的 団 体 

石川  任 ◎ 瑞穂町民生委員・児童委員協議会 会長 

小野 芳久 瑞穂町寿クラブ連合会 会長 

粕谷 雅人 瑞穂町社会福祉協議会 事務局次長 

小川 明正 瑞穂町健康づくり推進委員会 委員長 

日野 元信 瑞穂町教育相談室 室長 

関 係 行 政 機 関 

川口  修 西多摩保健所 市町村連携課長 

辰田 雄一 立川児童相談所 所長 

森泉 旬子 西多摩福祉事務所 所長 

公 募 委 員 

石藏 陽子 一般住民 

石井 トモ子 一般住民 

川鍋 悦子 一般住民 
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◎:会長 ○副会長 

 

  

町 職 員 

小作 正人 企画部長※令和７年９月３０日まで 

町田 陽生 企画部長※令和７年１０月１日から 

宮坂 勝利 協働推進部長 

福島 由子 福祉部長 

目黒 克己 教育部長 

事 務 局 
青木 広幸 福祉部福祉課長 

上出 貴之 福祉部福祉課福祉推進係長 
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４ 瑞穂町地域保健福祉計画専門分科会委員名簿 

（地域保健福祉計画専門分科会） 

（敬称略） 

氏  名 役 職 名 等 備  考 

石川  任 ◎ 瑞穂町民生委員・児童委員協議会 会長 審議会委員 

川鍋 悦子 ○ 公募委員 審議会委員 

村井 祐一 田園調布学園大学 副学長 審議会委員 

川口  修 東京都西多摩保健所 市町村連携課長  審議会委員 

辰田 雄一 東京都立川児童相談所 所長 審議会委員 

森泉 旬子 東京都西多摩福祉事務所 所長 審議会委員 

小作 正人 企画部長※令和７年９月３０日まで 審議会委員 

町田 陽生 企画部長※令和７年１０月１日から 審議会委員 

島﨑 亜紀子 瑞穂町社会福祉協議会 地域ささえあい推進係長 分科会委員 

加村 嘉章 協働推進部 協働推進課 地域協働係長 分科会委員 

荻野 寿郎 都市整備部 建設課 維持管理係長 分科会委員 

中野 雄司 教育部 社会教育課 社会教育係長 分科会委員 
 

青木 広幸 福祉部福祉課長 事務局 

上出 貴之 福祉部福祉課福祉推進係長 事務局 

◎:分科会長 ○副分科会長 
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（健康づくり推進専門分科会） 

（敬称略） 

氏  名 役 職 名 等 備  考 

髙水 松夫 瑞穂町医師会 会長 審議会委員 

飯田 祐子 ○ 子育てに関する団体 審議会委員 

小川 明正 ◎ 瑞穂町健康づくり推進委員会 委員長 審議会委員 

福島 由子 福祉部長 審議会委員 

柳澤 智仁 東京都西多摩保健所 歯科保健担当課長 分科会委員 

森本 優子 医療法人社団久遠会みずほ病院 理学療法士 分科会委員 

渡部 ともみ 管理栄養士 分科会委員 

山郷 淑子 公立福生病院 看護師 分科会委員 

 

山内 一寿 福祉部健康課長 事務局 

鈴木 隆太 福祉部健康課健康係長 事務局 

竹山 真依 福祉部健康課健康係主事 事務局 

榎本 康弘 福祉部健康課成人保健係長 事務局 

島﨑 友介 福祉部子ども家庭センター課長 事務局 

片野 宏 福祉部子ども家庭センター課母子保健係長 事務局 

◎:分科会長 ○副分科会長 
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５ 計画の策定経過 

（瑞穂町地域保健福祉審議会） 

 

 

（地域保健福祉計画専門分科会） 

 

 

（健康づくり推進専門分科会） 

 

  

回数 年月日 検討議題 

第１回 令和７年５月30日 
・瑞穂町地域保健福祉審議会諮問事項について 

・第５次地域保健福祉計画の専門分科会について 

第２回 令和７年７月22日 
・第４次地域保健福祉計画の進捗状況について 

・各専門分科会について 

第３回 令和７年11月7日 ・第５次地域保健福祉計画（案）について 

第４回 令和８年２月１３日 

・瑞穂町第５次地域保健福祉計画の策定について（答申） 

・瑞穂町障害者計画・第８期障害福祉計画・第４期障害児 

 福祉計画及び瑞穂町第１０期高齢者福祉計画・介護保険 

事業計画の策定について（諮問） 

・第４次地域保健福祉計画の進捗状況について 

回数 年月日 検討議題 

第１回 令和７年７月１日 

・第４次地域保健福祉計画について 

・地域保健福祉計画の進捗状況について 

・第５次地域保健福祉計画策定のためのアンケート調査

結果報告書について 

・第５次地域保健福祉計画について 

第２回 令和７年９月30日 ・第５次地域保健福祉計画（素案）について 

第３回 令和７年10月22日 ・第５次地域保健福祉計画（素案）について 

第４回 令和８年１月２７日 ・第５次地域保健福祉計画（最終案）について 

回数 年月日 検討議題 

第１回 令和７年７月20日 

・第４次地域保健福祉計画について 

・地域保健福祉計画の進捗状況について 

・第５次地域保健福祉計画策定のためのアンケート調査

結果について 

・第５次地域保健福祉計画について 

第２回 令和７年10月２日 ・第５次地域保健福祉計画（素案）について 

第３回 
令和７年1０月1７日 

（書面開催） 
・第５次地域保健福祉計画（案）について 

第４回 令和８年１月２８日 ・第５次地域保健福祉計画（最終案）について 
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６ 地域福祉活動のための小地域区分(圏域) 

小地域の位置 

 

 

 

 

 

  

箱根ケ崎地区 長岡地区 

武蔵野地区 

石畑地区 

殿ケ谷地区 

横田基地 

元狭山地区 

元狭山コミュニティセンター 

第三小学校 
元狭山ふるさと思い出館 

第二小学校 

殿ケ谷会館 

長岡コミュニティセンター 

第二中学校 

長岡南会館 

第四小学校 

むさしの会館 

箱根ケ崎西会館 

箱根ケ崎北会館 

箱根ケ崎中央会館 

箱根ケ崎南会館 

第一小学校 

瑞穂町役場 

瑞穂町民会館 

石畑中央会館 

あすなろ児童館 

石畑会館 

 

瑞穂中学校 

第五小学校 
保健センター 

ふれあいセンター 

武蔵野コミュニティセンター 

長岡会館 

瑞穂町多世代交流 

センターMIZCUL 

子ども家庭支援センターひばり 

 



 

 

 

 

 

瑞穂町第５次地域保健福祉計画 

令和８年度〜令和１２年度 

 

令和８年３月 

発行／瑞穂町 

編集／瑞穂町 福祉部 福祉課 

 

〒１９０−１２９２ 

東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎 ２３３５番地 

ＴＥＬ：０４２−５５７−０５０１(代表) 
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